


『全力投球』『全力投球』

VISION
2030
VISION
2030
～継続と変革～～継続と変革～

多様な
ウェルビーイング

に向けて

経営理念

中期経営計画 2023年 to 2030年
～融資残高2,000億円・預金残高3,000億円への道～

経営理念/経営ビジョン
ごあいさつ
業績のご報告
当組合のあゆみ
地域密着型金融の取組み
地域活性化に関する取組み
しょうしんクラブのご紹介
経営管理の体制
リスク管理体制
苦情処理措置・紛争解決措置等の概要
総代会
営業インフォメーション
事業の組織/役員一覧
店舗一覧
決算の状況
損益の状況
業務の状況
自己資本の充実の状況
役員等の報酬体系
索引

1
2
3
3
5
9
10
11
14
15
16
17
18
19
21
25
25
28
37
38

CONTENTS

しょうしんの経営は組合員の相互扶助と共存共栄の実を上げることを基本とする。1.
しょうしんの業務の原点は、地元に愛され、信頼され、そして地元に貢献することにある。2.

ごあいさつ

理事長　細野　克也

マスコットキャラクター

　令和６年度は、我が国の経済金融情勢が大きな転換点を迎えた年となりました。

　長年に亘る異次元の金融緩和政策が終わりを迎え、お客様にとっては、預金

金利の上昇などプラスの影響がありましたが、他方、事業者の皆様には、お借入れ

利息負担の増加やインフレによる経費の増加など少なからずマイナスの側面も

みられました。

　今年度に入って経済情勢はさらに不透明感を増しています。こうした経済環境

だからこそ「　　　 」は、 “Face to Face”をモットーに、多くのお客様と

直接お会いし、お客様の声に耳を傾け、スピード感をもって、きめ細やかに対応

をすることが大切であると考えます。そして地域の皆様に最も身近な金融機関

として「　　　 」ブランドを向上させていくことが重要であると考えています。

今、店舗のリニューアルを積極的に進めていますが、これもその取り組みの1つ

です。北方支店、那加支店のリニューアルを終え、今後、可児支店、笠松支店も

リニューアルオープン予定です。更に令和８年度には初の県外出店となる

一宮支店の新設オープンを控えています。

　これからも、私ども「　　　 」は、地元地域社会に貢献し、愛され、親しまれ、

信頼される信用組合となれるよう最善を尽くしてまいります。

令和7年7月

コーポレートマーク

しょうしんの頭文字である"S"や岐阜らしさを
思わせる長良川の流れに加え、情報社会における
人間味豊かなコミュニケーションをイメージした、
情報の波とサービスの"S"を表現しています。

■事業性融資への取り組みの拡充
■融資量増加に合わせた預金量アップ
■バランスの取れた適切なリスク管理体制の整備
■営業部店の生産性向上への取り組みの継続
■営業エリア拡充と店舗リニューアルへのスピード
感のある対応

■コミュニケーションが豊かな企業の実現
■職員の働きがい向上
■女性職員の一層の活躍を推進
■地域社会への貢献活動の推進 “　　　　ブランド”

 の一層の向上
に向けて
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※残高計数は、期末日時点のものです。
※「自己資本比率（単体）」は、平成18年金融庁告示第22号により算出しております。
※出資一口の金額は500円となっております。
※出資総額と出資総口数は優先出資を含みます。

令和4年3月期 令和7年3月期令和6年3月期令和5年3月期

国内基準

25,000

23,500

22,000

20,500

19,000

17,500

16,000

14.00％

12.00％

10.00％

8.00％

6.00％

4.00%

3.00％
令和3年3月期 令和7年3月期令和5年3月期令和4年3月期

（百万円） 自己資本の額 自己資本比率

18,861

20,379

21,676

17,346

191,216

令和3年3月期

令和6年3月期

4,800

4,700

4,600

4,500

4,400

4,300

（百万円）

4,740

令和3年3月期 令和4年3月期 令和7年3月期令和5年3月期

4,456 4,469 4,486

200,000

195,000

190,000

185,000

180,000

175,000

170,000

（百万円）

180,887

171,728
173,787

185,705

4,503

令和6年3月期

10.66％
10.09％

11.14％ 11.38％
12.21％

23,07623,076

業績のご報告

事業の概況

主な経営指標の推移

　令和６年度の当組合の業績を顧みますと、次のとおりであります。
　預金残高が、前期末比11,216百万円減少し、252,780百万円(4.24％減)となりましたが、貸出金残高は前期末比5,510百万円
増加し、191,216百万円(2.96％増)となりました。
　損益面では、経常収益が6,232百万円(前期比653百万円、11.71％増)、経常費用が5,534百万円(前期比463百万円、9.14％増)
となりました。その結果、経常利益は698百万円、当期純利益は336百万円となりました。

貸出金残高については、年々純増しています。令和6年度に
おいても、特に、地元地域の中小個人事業者向け融資を
中心に増加いたしました。

業績ハイライト

預金残高 

貸出金残高 

有価証券残高 

経常収益 

経常利益　　（または経常損失）

当期純利益　（または当期純損失）

総資産額 

純資産額 

自己資本比率（単体） 

出資総額 

出資総口数（口） 

　　　　 　　　普通出資

　　　　 　　　優先出資

組合員数 

職員数 

（単位　百万円）

191,216百万円
前年比+5,510百万円

資金利益は金融機関の本来業務の収益力を表す値の一つ
です。中小個人事業者の方の事業性融資に積極的に取り
組んだことで、着実に利益を計上しています。

4,740百万円

12.21%
前年比+0.83％

貸出金の状況

資金利益の状況

自己資本の状況

自己資本は、組合員の皆様の出資金や毎期の利益の積み
上げの結果です。なお、当組合の自己資本比率は、国内基準
である4%を大きく上回る水準で推移しており、高い健全
性を維持しています。

しょうしんは、岐阜市を中心とした岐阜
県南部と愛知県北西部を営業エリアと
し、本店を含む全19店舗で運営してい
ます。
些細なことから、融資の相談まで最寄
りの店舗で気軽にご相談ください。私た
ちが全力でサポートいたします。

13年
20年
21年
23年
25年
28年

30年

２年
5年
6年

7年

4月
6月
5月
12月
1月
8月
10月
3月
11月
2月
6月
6月
9月
5月
6月

組合内ネットワーク完成
中居和男 理事長に就任
信用組合共同オンライン加盟
しょうしんインターネットバンキング取扱開始
預金量2,500億円達成
東濃・加茂郡の営業エリアの拡大
中居和男 会長に就任　森嶋篤男 理事長に就任
融資量 1,500億円達成
新本部・本店　竣工、岐阜市美江寺町2－4－3へ移転
当組合本部・本店建屋が岐阜市景観賞を受賞
愛知県北西部への営業エリアの拡大
森嶋篤男 会長に就任　細野克也 理事長に就任
北方支店を新築
東栄支店を岐南支店に統合
那加支店を新築

平
　成

28年

29年
30年
33年
36年
48年
55年
58年
60年
61年

9月

9月
5月
9月
12月
9月
9月
7月
6月
5月

岐阜市柳ヶ瀬通り5丁目において岐阜商工信用組合として設立
尾藤喜平治 理事長に就任
辻直吉 理事長に就任
旧本店を岐阜市今沢町17へ移転
杉山茂夫 理事長に就任
旧本店を改築
鬼頭慶男 理事長に就任
預金科目オンラインシステム稼働
預金量1,000億円達成
「しょうしんクラブ」発足
宮川晴男 理事長に就任

昭
　和

2年
3年
4年

7月
3月
5月

全国キャッシュサービス（MICS）提携
預金量2,000億円達成
杉山正裕 理事長に就任

平
成

店舗網一覧当組合のあゆみ

前年比+237百万円

令
　和

252,780

191,216

76,265

6,232

698

336

291,818

21,075

12.21%

12,125

20,250,928

183

36

63,753人

331人

令和7年3月期

 263,996

185,705

79,604

5,578

 508

 456

293,372

 22,324

11.38%

11,151

18,303,554

161

32

63,672人

 324人

令和6年3月期

 260,208

180,887

 80,438

 5,256

 789

495

296,421

21,560

11.14%

 10,191

16,383,953

145

29

63,387人

316人

令和5年3月期

252,669

171,728

80,788

5,518

1,389

1,255

310,101

20,427

10.09%

8,409

12,818,502

110

28

65,905人

295人

255,348

173,787

80,580

5,367

1,081

701

305,920

21,365

10.66%

9,247

14,494,225

124

29

64,403人

298人

令和4年3月期令和3年3月期

出資に対する
配当金
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　以上の通り、今後とも積極的に金融仲介機能を発揮し、地域に根差した金融機関としての役割を果たしていきます。

本業支援に関する取組事例（お客様の声）金融仲介機能の発揮　～金融仲介機能のベンチマーク～

金融機関がメインバンクとして取引を行っている企業の内、経営指標の改善や就業者数の増加が見られた先数、及び、
同先に対する融資額の推移
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　当組合はお取引先企業の経営改善や成長力の強化に共に取り組んでまいります。
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地域密着型金融の取組み

■創業支援（株式会社 dandan）

令和６年９月に岐阜県大垣市にて住宅型有料老人ホーム「ナーシングホームあっぱれ」を開設致しました。
私は、7年間看護師として従事してまいりました。看護師として従事していくなかで日本の超高齢化や急速に進む在宅医療の需要

を実感しました。在宅医療が進む中での問題点も多く各方面からの悲痛な叫びも耳にし
ました。こうした高齢者医療・介護の課題に対し、私の看護師の経験を活かすことのでき
る施設を自分の手で開設したいとの思いが強くなってきました。
そうした中で、しょうしんさんと出会い、私の思いや将来像に共感していただき、施設開
設に必要な事業計画策定のアドバイス、資金調達支援等、細かい部分まで相談でき、力に
なってくださいました。施設を運営していく中で様々なご意見をいただき、地域貢献がで
きているのもしょうしんさんが手を差し伸べてくださったからです。
今後も弊社の会社理念にもあります「関わる全ての人が思い描く幸せへの挑戦」のも

と、しょうしんさんとともに幸せのスパイラルをつくっていければと思います。

■創業支援（株式会社 絶幸挑）

▲代表取締役　岩本晃大 様

▲左）代表取締役 島田麻衣 様　右)主任保育士 植松 結 様

令和７年４月1日に、岐阜県多治見市にて小規模保育園「ととと保育園」を開園することが出来ました。
私は全くの別業種に勤めておりましたが、保育士をしている母や妹と「理想の保育」について話をしていた中で一念発起し保育園
の立ち上げを決意しました。そこには、周りにも私共と同じように、子ども達の主体性を尊重した保育を実現させたいと思う保育士さ
んや、また、子育てで仕事を引退した保育士さん(OG)たちからの支えも大きな後押しとなったと思います。
しかし、開園する方法も融資を受ける方法も分からず、全てが手探りでのスタートでした。そんな時、お世話になっていた税理士さ
んの紹介でしょうしんさんとのご縁を頂き、創業の相談に伺ったところ、私がやる気だけで突き進んでいた事にも関わらず親身に話
を聞いて下さいました。初めての打ち合わせした際には、事前に関係する資料を準備して頂き、事業に関連する様々なデータの情報
提供も頂く等、寄り添い、前向きに応援して頂ける姿勢を見せて下さった事がとて
も嬉しく、同時に安心感が得られたことが印象に残っております。
その後も、丁寧な説明や、現状に即したアドバイス等、開園に向けた現実的な道筋
を開いて頂きました。関係各所への届出や事前準備等、極めてタイトなスケジュー
ルであったにも関わらず、無事に年度初めの開園ができました。現在、たくさんの
園児さんに登園して頂いております。
これからもしょうしんさんはじめ、ご尽力頂いた方々への感謝を忘れず、開園時
の理想を先生たちと一丸となって実現していきたいと思います。本当にありがとう
ございました。

■事業育成支援（株式会社 岐阜トラックSテーション）

▲中央）代表取締役 下條正人 様　中央左）専務取締役 河田 崇 様

昭和29年の創業以来、自動車整備工場として地域の皆様に支えられながら歩んでまいりました。
近年、トラックの整備需要の高まりにより、私たち整備工場の使命も変化してきました。数多くのトラックの整備を行うには、広大な
敷地と大型設備が必要であり、旧工場では不可能でした。そこで、しょうしんさんに相談し、新工場建設の計画を進めてまいりました。
資金調達面ではしょうしんさんと日本政策金融公庫様で連携して対応
いただきました。資金面だけではなく、設備に係る補助金申請には、中小
企業診断士の先生を紹介いただくなど、多方面でのサポートをいただ
き、令和７年１月、新しくトラック整備工場を開設する事ができました。
新工場の開設にあわせて、気分も新たに社名を「株式会社岐阜トラッ

クSテーション」に変更しました。当社は平均年齢30代の若いメカニック
がおり、今回設備が充実した事により、より一層地域の皆様のトラブル対
応を全力でサポートできる体制が整いました。
また、しょうしんさんから、運送会社のお客様のご紹介もいただき、

しょうしんさんを通して、輪が広げられたことにとても感謝をしてい
ます。

　当組合は、地域に密着した地域金融機関としての社会的責任や使命を果たすべく、金融仲介機能を存分に発揮して、地域社会のより
一層の発展に寄与できるよう、日々邁進しております。こうした中、平成28年度からは、金融庁が公表した、金融仲介機能のベンチ
マークを活用することで、地域のお客様からの金融仲介機能の見える化を図り、真に選ばれる・頼られる金融機関を目指していきます。
以下に当組合が活用する主なベンチマークについて記載します。

〈金融仲介機能のベンチマーク〉

全ての金融機関が金融仲介の取組みの進捗状況や課題等を客観的に評価するために活用

各金融機関が自身の事業戦略やビジネスモデル等を踏まえて選択

金融機関において金融仲介の取組みを自己評価する上でより相応しい独自の指標がある場合に、独自で設定

共通ベンチマーク

選択ベンチマーク

独自ベンチマーク

メイン取引先数の推移、及び、全取引先数に占める割合選択02

　当組合をメイン取引金融機関としてくださるお客様の数、全先数に占める割合は増加しております。これからも、より多くの方に
しょうしんファンになっていただけるよう、努力してまいります。

令和6年3月末
1,644先
34.48%

令和7年3月末
1,692先
36.58%

先数 
全先数に占める割合 

ライフステージ別の与信先数／融資残高共通04

　お取引先会社、個人事業主様はその経営状況によってさまざまなライフステージをお持ちですが、当組合はそれぞれのライフステージ
の特性やお取引先の状態に応じて、経営課題の把握・分析を行い、多方面からのバックアップ・サポートを継続的に行っていきます。

（決算資料を5期連続で徴求できている先を、集計対象としています。）

令和7年3月末　　　全与信先 2,462先　　　融資残高 932億

創業期
390先／174億円

成長期
360先／256億円

安定期
1,271先／363億円

低迷期
113先／22億円

再生期
328先／117億円

令和6年3月末　　　全与信先 2,198先　　　融資残高1,020億円

創業期
351先／142億円

成長期
312先／268億円

安定期
1,084先／362億円

低迷期
126先／33億円

再生期
325先／215億円
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地域密着型金融の取組み

中小企業の経営支援等に関する取組み方針

～中小企業の経営の改善及び地域活性化のための取組み状況～

新規融資にあたっては、不動産担保や個人保証に過度に依存しないよう、ABL※1の活用や経営者保証ガイドライン※2に準じた取扱
いに取り組んでいるほか、決算書等の数値に表れない企業の技術力・販売力や、成長性・将来性などの定性的な情報も判断材料とし
て、お客様の経営実態の十分な把握に努めております。

●お客様個々の状況をきめ細かく把握し、他の金融機関と連携を図りながら、貸付条件の変更等や円滑な資金供給に取り組んでまいります。
●自らのコンサルティング機能を積極的に発揮し、お客様の経営課題に応じた最適な解決策を提案し、十分な時間をかけて実行
支援してまいります。

●お客様の真の意味での経営改善が図られるよう、中小企業活性化協議会などの外部機関を積極的に活用してまいります。

ＩＴ・クラウドを活用して、以下の4つの機能に対応しています。
①事業者と専門家等支援者間のコミュニケーション・コミュニティの形成やマッチング
②中小企業向けの支援情報の提供、支援施策の申請受付
③中小企業・小規模事業者間の業務連携支援
④中小企業会計要領に基づく財務データ管理、ビッグデータ活用による高度な経営分析等の経営改革支援。また、最新の中小企
業・小規模事業者支援施策や、専門家、先輩経営者等との情報交換ができる「支援ポータルサイト」の運営や、中小企業・小規模
事業者の高度な経営課題等の相談に対応するための「専門家派遣」を実施しています。

※1　ABL（アセット・ベースド・レンディング）とは、企業などが保有する不動産以外の「在庫」「売掛金」「機械設備」などを担保とする融資手法であり、
当組合では、お客様の不動産保有の多寡に関わらず資金需要にお応えできる体制を整えています。

※2　経営者保証ガイドラインとは、「中小企業・小規模事業者等の経営者による個人保証」の課題解決に向けて、中小企業等や経営者等、金融機関
等が果たすべき役割を具体化したもので、平成26年2月1日より適用されています。

1．新規融資への取組み

取組み状況

当組合ではお客様のライフステージ（a.創業・新事業開拓、b.成長段階、c.経営改善・事業再生・業種転換）に応じて、専門部署による
適切なアドバイス、支援を実施しております。

1．取組み事例

a．創業・新事業開拓
支援体制

態勢整備

1．外部機関との連携

【ワンストップ総合支援事業 ～ 旧、中小企業・小規模事業者ビジネス創造等支援事業】

金融の円滑化に向けた取組み方針を以下のとおり定め、態勢の整備、充実を図っております。
2．事業再生・中小企業金融の円滑化

地域プラットフォーム『がんばる企業応援ネットワークぎふ』
　中小企業庁の提唱する「ワンストップ総合支援事業（旧、中小企業・小規模事業者ビジネス創造等支援事業）」の取り組みとして、岐
阜県商工連合会が代表機関を務める、地域プラットフォーム『がんばる企業応援ネットワークぎふ』に参加しています。
　当プラットフォームは、県下46商工会、15商工会議所、県信用保証協会、6信用金庫、3信用組合で構成されており、当組合は、県下
3信用組合の取り纏め機関として、運営に携わっております。
　今後も、当プラットフォームを通して行われる、『専門家派遣制度』等を積極的に活用して、お取引先事業者が抱える様々な課題の
解決にあたってまいります。

2．外部機関の活用
岐阜県中小企業活性化協議会
　お取引金融機関が複数にわたるなど金融機関間での調整が必要な再生事案には、中小企業活性化協議会の活用が効果的です。
　お客様、中小企業活性化協議会、当組合を含む金融機関の3者間で連携して、経営改善計画書の策定や計画実行のための各施策
に取り組んでおります。

がんばる企業応援ネットワークぎふ構成機関内“包括的連携協定”
　また、お取引先事業者の一層の経営支援にあたることを目的として、平成26年4月1日に、当プラットフォーム構成機関内“包括的
連携協定”を締結しております。
　当包括的連携協定では、商工団体の持つノウハウと、金融機関の持つ資金調達機能を上手く連携し協働してお取引先事業者の支
援に積極的にあたってまいります。

一般社団法人　岐阜県中小企業診断士協会
　平成23年12月27日に『岐阜県内における中小企業者の安定及び経営基盤の強化』を目的として、相互に連携して中小企業の活
動を支援することについての覚書を締結しております。
　専門的見地から経営改善に取り組む必要があると判断されるお客様に対して当協会を紹介するほか、組合職員の能力向上に資す
るため、研修実施などの連携を図ってまいります。

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構岐阜支部との連携協定
　令和2年2月26日に岐阜県内の企業の働き方改革を実現するため、地域の企業の活性化とそれを担う人材の育成及び生産性向上
を図ることを目的に連携協定を結びました。
第一勧業信用組合との地域創生における連携協定
　令和2年3月19日に第一勧業信用組合と相互扶助の精神に基づき、両信用組合が持つノウハウやネットワークを活かした連携協定
を行うことで、地域社会の発展やお客様の幸福に貢献することを目的に連携協定を結びました。
株式会社商工組合中央金庫とのシンジケートローン業務提携
　令和5年10月31日に株式会社商工組合中央金庫と「シンジケートローン業務における連携・協力に関する覚書」を締結しました。
　大口の資金調達や財務構造改善等に取り組む中小企業を後押しするため双方のネットワークを活用し、地域経済の活性化に貢献
してまいります。

岐阜県プロフェッショナル人材戦略拠点
　令和2年10月に岐阜県プロフェッショナル人材戦略拠点と岐阜県プロフェッショナル人材サテライト拠点運営業務委託契約を締結
しました。中小事業者等の成長に必要となるプロフェッショナル人材像を具現化し、その人材ニーズに対して「岐阜県プロフェッショナ
ル人材戦略拠点」と連携して取り組んでおります。

創業にあたっては、事業計画の策定や、事業資金の確保など、
様々な課題を解決していく必要があります。当組合では、特に、
若者や女性、脱サラ希望者など、多くの不安を抱える方々をサ
ポートするため、専門部署による支援体制を強化しています。

支援内容

●事業計画の策定支援
●創業に伴う運転資金、設備資金などの金融支援
●資金繰り相談　　　　　　　　　　　　　　　　　他

b．成長段階
支援体制

成長段階では、新たな設備投資や増加運転資金の確保が必要と
なる一方で、事業の効率化など、事業計画の再策定を検討する
時期に入ります。当組合では、お客様の成長に最適なプランを親
身になって考え、専門部署による協働支援を実行しております。

支援内容

●新たな設備資金、増加運転資金などの金融支援
●お借入れの一本化等による返済計画の見直し
●事業計画の再策定支援　　　　　　　　　　　　　他

c．経営改善・事業再生・業種転換など
支援体制

再生段階においても、抜本的な経営改善計画の策定や債務の一
本化による資金繰りの改善、専門家のアドバイスによる課題の改
善など、その手法は様々です。当組合では、最適な再生スキームを
親身になって考え、専門部署による協働支援を実行しております。

支援内容

主な、活用機関・制度は以下の通りです。
●中小企業活性化協議会
●専門家派遣制度　　　　　　　　　　　　　　　　他

あいおいニッセイ同和損害保険㈱
　平成29年10月2日に地方創生の実現を目的として、「地域創生に関する連携協定」を締結しました。相互のノウハウを活用し、セミ
ナーを開催するなど、地域の中小・小規模事業者の経営課題の解決に向けた協働支援に取り組んでおります。
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地域密着型金融の取組み

中小企業の経営支援等に関する取組み方針

～中小企業の経営の改善及び地域活性化のための取組み状況～

新規融資にあたっては、不動産担保や個人保証に過度に依存しないよう、ABL※1の活用や経営者保証ガイドライン※2に準じた取扱
いに取り組んでいるほか、決算書等の数値に表れない企業の技術力・販売力や、成長性・将来性などの定性的な情報も判断材料とし
て、お客様の経営実態の十分な把握に努めております。

●お客様個々の状況をきめ細かく把握し、他の金融機関と連携を図りながら、貸付条件の変更等や円滑な資金供給に取り組んでまいります。
●自らのコンサルティング機能を積極的に発揮し、お客様の経営課題に応じた最適な解決策を提案し、十分な時間をかけて実行
支援してまいります。

●お客様の真の意味での経営改善が図られるよう、中小企業活性化協議会などの外部機関を積極的に活用してまいります。

ＩＴ・クラウドを活用して、以下の4つの機能に対応しています。
①事業者と専門家等支援者間のコミュニケーション・コミュニティの形成やマッチング
②中小企業向けの支援情報の提供、支援施策の申請受付
③中小企業・小規模事業者間の業務連携支援
④中小企業会計要領に基づく財務データ管理、ビッグデータ活用による高度な経営分析等の経営改革支援。また、最新の中小企
業・小規模事業者支援施策や、専門家、先輩経営者等との情報交換ができる「支援ポータルサイト」の運営や、中小企業・小規模
事業者の高度な経営課題等の相談に対応するための「専門家派遣」を実施しています。

※1　ABL（アセット・ベースド・レンディング）とは、企業などが保有する不動産以外の「在庫」「売掛金」「機械設備」などを担保とする融資手法であり、
当組合では、お客様の不動産保有の多寡に関わらず資金需要にお応えできる体制を整えています。

※2　経営者保証ガイドラインとは、「中小企業・小規模事業者等の経営者による個人保証」の課題解決に向けて、中小企業等や経営者等、金融機関
等が果たすべき役割を具体化したもので、平成26年2月1日より適用されています。

1．新規融資への取組み

取組み状況

当組合ではお客様のライフステージ（a.創業・新事業開拓、b.成長段階、c.経営改善・事業再生・業種転換）に応じて、専門部署による
適切なアドバイス、支援を実施しております。

1．取組み事例

a．創業・新事業開拓
支援体制

態勢整備

1．外部機関との連携

【ワンストップ総合支援事業 ～ 旧、中小企業・小規模事業者ビジネス創造等支援事業】

金融の円滑化に向けた取組み方針を以下のとおり定め、態勢の整備、充実を図っております。
2．事業再生・中小企業金融の円滑化

地域プラットフォーム『がんばる企業応援ネットワークぎふ』
　中小企業庁の提唱する「ワンストップ総合支援事業（旧、中小企業・小規模事業者ビジネス創造等支援事業）」の取り組みとして、岐
阜県商工連合会が代表機関を務める、地域プラットフォーム『がんばる企業応援ネットワークぎふ』に参加しています。
　当プラットフォームは、県下46商工会、15商工会議所、県信用保証協会、6信用金庫、3信用組合で構成されており、当組合は、県下
3信用組合の取り纏め機関として、運営に携わっております。
　今後も、当プラットフォームを通して行われる、『専門家派遣制度』等を積極的に活用して、お取引先事業者が抱える様々な課題の
解決にあたってまいります。

2．外部機関の活用
岐阜県中小企業活性化協議会
　お取引金融機関が複数にわたるなど金融機関間での調整が必要な再生事案には、中小企業活性化協議会の活用が効果的です。
　お客様、中小企業活性化協議会、当組合を含む金融機関の3者間で連携して、経営改善計画書の策定や計画実行のための各施策
に取り組んでおります。

がんばる企業応援ネットワークぎふ構成機関内“包括的連携協定”
　また、お取引先事業者の一層の経営支援にあたることを目的として、平成26年4月1日に、当プラットフォーム構成機関内“包括的
連携協定”を締結しております。
　当包括的連携協定では、商工団体の持つノウハウと、金融機関の持つ資金調達機能を上手く連携し協働してお取引先事業者の支
援に積極的にあたってまいります。

一般社団法人　岐阜県中小企業診断士協会
　平成23年12月27日に『岐阜県内における中小企業者の安定及び経営基盤の強化』を目的として、相互に連携して中小企業の活
動を支援することについての覚書を締結しております。
　専門的見地から経営改善に取り組む必要があると判断されるお客様に対して当協会を紹介するほか、組合職員の能力向上に資す
るため、研修実施などの連携を図ってまいります。

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構岐阜支部との連携協定
　令和2年2月26日に岐阜県内の企業の働き方改革を実現するため、地域の企業の活性化とそれを担う人材の育成及び生産性向上
を図ることを目的に連携協定を結びました。
第一勧業信用組合との地域創生における連携協定
　令和2年3月19日に第一勧業信用組合と相互扶助の精神に基づき、両信用組合が持つノウハウやネットワークを活かした連携協定
を行うことで、地域社会の発展やお客様の幸福に貢献することを目的に連携協定を結びました。
株式会社商工組合中央金庫とのシンジケートローン業務提携
　令和5年10月31日に株式会社商工組合中央金庫と「シンジケートローン業務における連携・協力に関する覚書」を締結しました。
　大口の資金調達や財務構造改善等に取り組む中小企業を後押しするため双方のネットワークを活用し、地域経済の活性化に貢献
してまいります。

岐阜県プロフェッショナル人材戦略拠点
　令和2年10月に岐阜県プロフェッショナル人材戦略拠点と岐阜県プロフェッショナル人材サテライト拠点運営業務委託契約を締結
しました。中小事業者等の成長に必要となるプロフェッショナル人材像を具現化し、その人材ニーズに対して「岐阜県プロフェッショナ
ル人材戦略拠点」と連携して取り組んでおります。

創業にあたっては、事業計画の策定や、事業資金の確保など、
様々な課題を解決していく必要があります。当組合では、特に、
若者や女性、脱サラ希望者など、多くの不安を抱える方々をサ
ポートするため、専門部署による支援体制を強化しています。

支援内容

●事業計画の策定支援
●創業に伴う運転資金、設備資金などの金融支援
●資金繰り相談　　　　　　　　　　　　　　　　　他

b．成長段階
支援体制

成長段階では、新たな設備投資や増加運転資金の確保が必要と
なる一方で、事業の効率化など、事業計画の再策定を検討する
時期に入ります。当組合では、お客様の成長に最適なプランを親
身になって考え、専門部署による協働支援を実行しております。

支援内容

●新たな設備資金、増加運転資金などの金融支援
●お借入れの一本化等による返済計画の見直し
●事業計画の再策定支援　　　　　　　　　　　　　他

c．経営改善・事業再生・業種転換など
支援体制

再生段階においても、抜本的な経営改善計画の策定や債務の一
本化による資金繰りの改善、専門家のアドバイスによる課題の改
善など、その手法は様々です。当組合では、最適な再生スキームを
親身になって考え、専門部署による協働支援を実行しております。

支援内容

主な、活用機関・制度は以下の通りです。
●中小企業活性化協議会
●専門家派遣制度　　　　　　　　　　　　　　　　他

あいおいニッセイ同和損害保険㈱
　平成29年10月2日に地方創生の実現を目的として、「地域創生に関する連携協定」を締結しました。相互のノウハウを活用し、セミ
ナーを開催するなど、地域の中小・小規模事業者の経営課題の解決に向けた協働支援に取り組んでおります。
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地域活性化に関する取組み

地元の行事を盛り上げたい！

地元のスポーツ・文化活動を応援したい！

　毎年4月に行われる「道三まつり」や、定期的に行われる「長良川清掃」などの各種イベントに参加し、地域行事を盛り上げます。

しょうしんクラブのご紹介

トピックス

しょうしんクラブは、しょうしんの組合員の積極的な企業活動の推進と会員相互の親睦を図ることを目的とし、昭和60年
に設立されました。

各界の著名人・文化人を招いて講演会を開催しています。

令和 ５年 7月 国際ジャーナリスト、タレント、ミュージシャン  モーリー･ロバートソン 氏
令和 ５年 8月 静岡大学名誉教授  小和田哲男 氏
令和 ５年 10月 俳優・歌手 中村　雅俊 氏
令和 ５年 12月 株式会社minitts代表取締役　  中村　朱美 氏
令和 ６年 ２月 お笑い芸人 千原せいじ 氏
令和 ６年 ４月 プロゴルファー・（一財）丸山茂樹ジュニアファンデーション代表理事

 丸山　茂樹 氏
令和 ６年 ７月 明治大学文学部教授 齋藤　　孝 氏
令和 ６年 ９月 料理研究家 土井　善晴 氏
令和 ６年 12月 歌手・俳優・木版画家　　　　　　　　　　　　　ジュディ・オング 氏
令和 ７年 １月 ヘルスケアオンライン株式会社代表取締役 谷田　昭吾 氏
令和 ７年 ２月 サイエンス作家 竹内　　薫 氏
令和 ７年 ４月 お笑い芸人 島田　秀平 氏

■近年の主な講師

年に２回、講演会のあとに「親睦パーティー」を開催して
います。立食ビュッフェスタイルでお食事を楽しみなが
ら情報交換、交流の場として、会員相互の親睦を深め
ていただいております。

　中期計画の目標の一つにも掲げている職員の働
きがい向上、働きやすい環境づくり推進に向けて、扶
養家族手当の見直しと、子供の看護休暇を拡充しま
した。
　扶養家族手当は、従来の「配偶者と満２２歳までの
子・孫」から「扶養家族と認められる者」とし、大学院
生や親の扶養も対象にしました。更に扶養家族の区
別なく一律の支給としました。
　また子どもの看護休暇は小学校３年生の終了時期
まで対象期間を広げ、子供の病気・ケガをはじめイン
フルエンザなどの感染症に伴う学級閉鎖、入園・卒
園式など保育に関する行事も対象としました。

親睦パーティー

講演会

令和６年12月講演
ジュディ・オング氏

扶養家族手当拡充など　
働きやすい環境づくりを推進

　北方支店が令和６年９月２日に、那加支店が令和７年６月23日
に新築オープンしました。
　どちらの外観も本店本部建物と同じタイルを使用したシック
で落ち着いたデザインで統一しています。
　店内は、明るく開放感のある雰囲気でお客様にも大変好評です。
　現在、店舗リニューアルを積極的に進めており、令和７年度に
は可児支店・笠松支店もリニューアルオープン予定です。更に
令和８年度には初の県外出店となる一宮支店の新築オープン
も控えています。今後もお客様の利便の向上を第一に、計画的
な新築・リニューアルを実現していきます。

北方支店・那加支店
新築リニューアルオープン

女性職員の制服一新
　令和７年10月から女性職員の制服をリニューアルしました。
　女性職員200人に複数アンケートを実施し、デザインや素材を
選び、五つの案から投票で決めました。ジャケットやベスト、パン
ツ、スカートの柄がネイビー基調の
シャドーチェックとなり、新たに七分
袖ブラウスを追加し、色も増やしま
した。
　制服は様々な着こなしが出来る
ようになり、私服スーツも着用可能
で服装の自由度が上がり好評です。
　新制服は８月に開催した創立
７０周年記念懇親会で職員の家族
にも披露しました。

　地元サッカーチームへの協賛や「高橋尚子杯ぎふ清流ハーフマラソン」を応援しています。
　ハーフマラソンには職員がランナーとしても参加しています。
　また、ソプラノ歌手と地元少年少女合唱団のリサイタルにも協賛しています。

公園の清掃

献血運動を応援したい！

献血に協力

道三まつり 長良川清掃

子どもたちに食の大切さを伝えたい！

　子どもたちに食の大切さを考えてもらう
「お絵かきコンテスト」は11回目の開催となり、
今回は638人の子どもたちが参加してくれ
ました。

入賞作品展示inマーサ21 募集ポスター

大好きな地元の皆さんの活動を応援したい！

　日頃からお世話になっている大好きなまちの活動を応援したいと営業店ごとの活動もしています。

一日署長（可児支店）穂積ふれあいまつり（穂積支店）258花街道（大垣支店）

　日本赤十字社「献血サポーター」として、職員
が献血に積極的に参加しています。
　12月からはJAぎふ（本店）と協力して献血をし
ています。

北方支店　外観

那加支店　外観 那加支店　内観

FC岐阜に協賛 FC岐阜萩野選手訪問 本店営業部前でランナーを応援 ソプラノリサイタルに協賛

地元とともに発展してきたしょうしんの「地元を応援したい！もっと地元を盛り上げたい！」という想いがいっぱいの
取り組みを紹介します。
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経営管理の体制
●法令等遵守（コンプライアンス）態勢
　信用組合は、各種の法律や規制のもとに活動しています。たとえば「会社法」をはじめ、
「中小企業等協同組合法」や「協同組合による金融事業に関する法律」など様々なものが
あります。
　当組合では、これらの法律や規制に則り適正な業務を遂行するため、経営企画部の中
にコンプライアンス担当を置くとともに、各部店にコンプライアンス責任者、コンプライ
アンス担当者を置くことにより、組織的に法令を遵守する態勢を整備し、重点施策に基づ
き研修あるいは各種の指導・徹底を繰り返し実施することにより、法令等遵守態勢の強化
に努めています。預金、融資、為替などに関する事務については、細部にわたり事務取扱
要領を定めています。さらに、信用組合職員としての基本姿勢や行動規範を定めた「コン
プライアンス・マニュアル」を制定し、併せて定期的な研修を実施することで法令等遵守
の意識を高める組織風土の醸成に努めております。
　また、これらの事務取扱要領や規程は、文書管理システムとして全店統一管理されてお
り、追加、修正がある場合には、通達等によりその趣旨を周知徹底させたうえで、文書管理
システムの更新をその都度行っています。さらに、文書管理システムを活用した集合研
修、店内研修を実施しており、全職員が同じ基準で業務にあたるように徹底しております。
　なお、当組合では平成14年度より外部監査法人（有限責任監査法人トーマツ）の法定
監査を受けております。

●コンプライアンス基本方針
　「コンプライアンス基本方針」は、当組合が金融機関として誠実かつ公正に業務を遂行するための法令等遵守に関する方針です。
１．当組合は、金融機関としての社会的責任と公共的使命を十分認識し、健全な業務運営を通じて、お客様及び社会からの信頼・信用を確保します。
２．当組合は、法令、諸規則、諸規程の遵守（以下「コンプライアンス」という。）を通じて、社会的規範を逸脱することなく、誠実かつ公正に業務を遂行し
て、コンプライアンスの実践を図ります。

３．当組合は、その事業等の情報を適時かつ適切に開示して、広く社会とのコミュニケーションを図ります。
４．当組合は、職員の人格、個性を尊重するとともに、安全かつ快適な環境を確保します。
５．当組合は、社会の構成員であること及び地域社会の発展や公共の利益に深く関わる業務に携わっていることを自覚します。
６．当組合は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは断固として対決します。

●コンプライアンス宣言
　　「コンプライアンス宣言」は、当組合の役職員一人ひとりが法令等を遵守し、お客様の信頼にお応えすることを内外に向けて宣言するものです。
１．当組合の役職員は、お客様の信頼にお応えするため、コンプライアンスをすべての行動の原則とし、法令・社会的規範及びこれらに基づく組合内
規程等を厳正に遵守します。

２．当組合の役職員は、お客様とのお取引に際して金融取引に係る法令等に基づく適正な処理を行うため、これらの法令等に関する知識の向上に
努めます。

３．当組合の役職員は、お客様に関する情報の取扱には細心の注意を払い、外部への漏洩等が発生しないよう適切に管理します。

●中小企業金融円滑化法の期限到来後の貸付条件の変更等の申込みに対する方針
　　平成21年12月4日に施行されました、「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」（中小企業金融円滑化法）が、
平成25年3月末を以って期限を迎えたことに伴いまして、当組合では、同法終了後のお客さまからの貸付条件の変更等の申込みに対する方針を以
下の通り定めております。
1．お客さま個々の状況をきめ細かく把握し、他の金融機関と連携を図りながら、貸付条件の変更等や円滑な資金供給に取り組んでまいります。
2．自らのコンサルティング機能を積極的に発揮し、お客さまの経営課題に応じた最適な解決策を提案し、十分な時間をかけて実行支援してまいります。
3．お客さまの真の意味での経営改善が図られるよう、企業再生支援機構及び中小企業活性化協議会などの外部機関を積極的に活用してまいります。

●「経営者保証に関するガイドライン」への対応
　当組合では、「経営者保証に関するガイドライン」の趣旨や内容を十分に踏まえ、お客様からお借入や保証債務整理の相談を受けた際に真摯に対
応する態勢を整備しています。経営者保証の必要性については、お客様との丁寧な対話により、法人と経営者の関係性や財務状況等の状況を把握
し、同ガイドラインの記載内容を踏まえて十分に検討するなど、適切な対応に努めています。また、どのような改善を図れば経営者保証の解除の可能
性が高まるかなどを具体的に説明し、経営改善支援を行っています。

●「経営者保証に関するガイドライン」の取組み状況
　令和6年度に当組合において、「新規に無保証で融資した件数」は420件（前年度402件）、「新規融資に占める経営者保証に依存しない融資の割
合」は22.62％（同21.65％）、「保証契約を解除した件数」は16件（同9件）、となっております。

法令等遵守規程体制図
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●反社会的勢力に対する基本方針
　　当組合は、社会の秩序や安全に脅威を与え、健全な経済・社会の発展を妨げる反社会的勢力との関係を遮断するため、以下のとおり基本方針を定め、
これを遵守します。
１．組織としての対応
　当組合は、反社会的勢力による不当要求に対し、対応する職員の安全を確保しつつ組織全体として対応し、迅速な問題解決に努めます。
２．外部専門機関との連携
　当組合は、反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から警察、暴力追放運動推進センター、弁護士などの外部専門機関と緊密な連携関係を
構築します。

３．取引の未然防止を含めた一切の関係遮断
　当組合は、信用組合の社会的責任を強く認識し、その責任を組織全体で果たすため、反社会的勢力との取引の未然防止を含めた一切の関係を
遮断し、反社会的勢力からの不当な要求には応じません。

４．有事における民事と刑事の法的対応
　当組合は、反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対抗措置を講じる等、断固たる態度で対応します。
５．資金提供、不適切・異例な取引及び便宜供与の禁止
　当組合は、いかなる理由があっても、反社会的勢力に対して事案を隠ぺいするための資金提供、不適切・異例な取引及び便宜供与は行いません。

●マネー・ローンダリング、テロ資金供与及び拡散金融対策に係る対応方針
当組合は、マネー・ローンダリング、テロ資金供与及び拡散金融（以下、「マネロン等」という。）を防止し、業務の適切性を確保するため、「当組合の

マネー・ローンダリング、テロ資金供与及び拡散金融対策に係る対応方針について」のもと、マネロン等リスク対策担当役員を任命し、組合内横断的
なリスク管理態勢の強化に取り組んでいます。

当組合のマネー・ローンダリング、テロ資金供与及び拡散金融対策に係る対応方針について
当組合は、マネロン・テロ資金供与及び拡散金融を防止するため、マネロン・テロ資金供与対策を経営上の重要な課題として位置付け、

「犯罪収益移転防止法」ならびに「金融庁マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」等の関連法令等を遵守し、経営陣
の主導的な関与の下、次の取り組みを行ってまいります。

（1）当組合は、自らが提供する商品・サービス、取引形態、取引に係る国・地域や顧客属性等に応じたマネロン等リスクを特定、評価、類型化した
うえで、当該リスクについて、当組合のリスク許容度の範囲内に実効的に低減するための措置（リスクベース・アプローチ）を講じてまいり
ます。

（2）当組合は、マネロン・テロ資金供与対策を適切に実施するために、組合内横断的なリスク管理態勢を構築してまいります。
（3）当組合は、マネロン・テロ資金供与および拡散金融対策の実効性を確保するため、当組合の業務分野、営業地域及びマネロン・テロ資金

供与に関する動向等を評価し、これを踏まえて、方針（基本方針・ポリシー等のマネロン対策に関する方針）・手続（マネロン対策に関する
基本規程及び関連諸規程・要領・手順書等）・計画（マネロン対策を実現させるための実践計画・プログラム）等を整備してまいります。

なお、金融当局ならびに岐阜県警察の指導により、当組合では、マネー・ローンダリング、テロ資金供与及び拡散金融のリスクが高いと判断
される一部の取引およびお客様につきましては、通常よりも厳重な取引時確認の実施やお客様情報の提供をお願いさせて頂くとともに、その
ご回答の内容、状況に応じまして、当該お取引に制限をさせていただくことがございます。

キャッシュカード犯罪への対応
●カード犯罪による被害にあわないために
　偽造・盗難カード等による犯罪にあわないために、また、安心してご利用いただくために、キャッシュカードの管理は、次のとおり十分注意してください。

●偽造・盗難カード等の被害にあってしまったら
　万が一、偽造・盗難カード等による犯罪の被害にあわれたり、カードを「紛失・盗難」
されてしまった場合は、直ちに、最寄りの当組合本支店へご連絡ください。
　また、「偽造・盗難」の場合は、最寄りの警察にも届け出てください。　　

・暗証番号は、生年月日、電話番号、車のナンバーなど、他人に推測されやすい番号の利用は避けてください。推測されやすい番号は、すみやかに
変更されることをお勧めします。
・キャッシュカードの暗証番号は、当組合ATMでも変更できます。
・手帳、メモ用紙、キャッシュカードの裏面などに暗証番号を書いて保管することは避けてください。
・当組合の職員や警察官などが暗証番号をお尋ねすることはありません。他人には教えないでください。
・当組合の職員や警察官などがキャッシュカードを預りに訪問することはありません。
・振込詐欺の被害防止のため、ATMコーナーでの携帯電話による通話を控えてください。
・キャッシュカードの取扱いで不審に思ったら、警察・当組合窓口へ連絡してください。

夜間・休日のご連絡先

信組情報サービス（株）信組ATMセンター
電話番号 058－249－0003
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経営管理の体制
●法令等遵守（コンプライアンス）態勢
　信用組合は、各種の法律や規制のもとに活動しています。たとえば「会社法」をはじめ、
「中小企業等協同組合法」や「協同組合による金融事業に関する法律」など様々なものが
あります。
　当組合では、これらの法律や規制に則り適正な業務を遂行するため、経営企画部の中
にコンプライアンス担当を置くとともに、各部店にコンプライアンス責任者、コンプライ
アンス担当者を置くことにより、組織的に法令を遵守する態勢を整備し、重点施策に基づ
き研修あるいは各種の指導・徹底を繰り返し実施することにより、法令等遵守態勢の強化
に努めています。預金、融資、為替などに関する事務については、細部にわたり事務取扱
要領を定めています。さらに、信用組合職員としての基本姿勢や行動規範を定めた「コン
プライアンス・マニュアル」を制定し、併せて定期的な研修を実施することで法令等遵守
の意識を高める組織風土の醸成に努めております。
　また、これらの事務取扱要領や規程は、文書管理システムとして全店統一管理されてお
り、追加、修正がある場合には、通達等によりその趣旨を周知徹底させたうえで、文書管理
システムの更新をその都度行っています。さらに、文書管理システムを活用した集合研
修、店内研修を実施しており、全職員が同じ基準で業務にあたるように徹底しております。
　なお、当組合では平成14年度より外部監査法人（有限責任監査法人トーマツ）の法定
監査を受けております。

●コンプライアンス基本方針
　「コンプライアンス基本方針」は、当組合が金融機関として誠実かつ公正に業務を遂行するための法令等遵守に関する方針です。
１．当組合は、金融機関としての社会的責任と公共的使命を十分認識し、健全な業務運営を通じて、お客様及び社会からの信頼・信用を確保します。
２．当組合は、法令、諸規則、諸規程の遵守（以下「コンプライアンス」という。）を通じて、社会的規範を逸脱することなく、誠実かつ公正に業務を遂行し
て、コンプライアンスの実践を図ります。

３．当組合は、その事業等の情報を適時かつ適切に開示して、広く社会とのコミュニケーションを図ります。
４．当組合は、職員の人格、個性を尊重するとともに、安全かつ快適な環境を確保します。
５．当組合は、社会の構成員であること及び地域社会の発展や公共の利益に深く関わる業務に携わっていることを自覚します。
６．当組合は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは断固として対決します。

●コンプライアンス宣言
　　「コンプライアンス宣言」は、当組合の役職員一人ひとりが法令等を遵守し、お客様の信頼にお応えすることを内外に向けて宣言するものです。
１．当組合の役職員は、お客様の信頼にお応えするため、コンプライアンスをすべての行動の原則とし、法令・社会的規範及びこれらに基づく組合内
規程等を厳正に遵守します。

２．当組合の役職員は、お客様とのお取引に際して金融取引に係る法令等に基づく適正な処理を行うため、これらの法令等に関する知識の向上に
努めます。

３．当組合の役職員は、お客様に関する情報の取扱には細心の注意を払い、外部への漏洩等が発生しないよう適切に管理します。

●中小企業金融円滑化法の期限到来後の貸付条件の変更等の申込みに対する方針
　　平成21年12月4日に施行されました、「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」（中小企業金融円滑化法）が、
平成25年3月末を以って期限を迎えたことに伴いまして、当組合では、同法終了後のお客さまからの貸付条件の変更等の申込みに対する方針を以
下の通り定めております。
1．お客さま個々の状況をきめ細かく把握し、他の金融機関と連携を図りながら、貸付条件の変更等や円滑な資金供給に取り組んでまいります。
2．自らのコンサルティング機能を積極的に発揮し、お客さまの経営課題に応じた最適な解決策を提案し、十分な時間をかけて実行支援してまいります。
3．お客さまの真の意味での経営改善が図られるよう、企業再生支援機構及び中小企業活性化協議会などの外部機関を積極的に活用してまいります。

●「経営者保証に関するガイドライン」への対応
　当組合では、「経営者保証に関するガイドライン」の趣旨や内容を十分に踏まえ、お客様からお借入や保証債務整理の相談を受けた際に真摯に対
応する態勢を整備しています。経営者保証の必要性については、お客様との丁寧な対話により、法人と経営者の関係性や財務状況等の状況を把握
し、同ガイドラインの記載内容を踏まえて十分に検討するなど、適切な対応に努めています。また、どのような改善を図れば経営者保証の解除の可能
性が高まるかなどを具体的に説明し、経営改善支援を行っています。

●「経営者保証に関するガイドライン」の取組み状況
　令和6年度に当組合において、「新規に無保証で融資した件数」は420件（前年度402件）、「新規融資に占める経営者保証に依存しない融資の割
合」は22.62％（同21.65％）、「保証契約を解除した件数」は16件（同9件）、となっております。

法令等遵守規程体制図
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●反社会的勢力に対する基本方針
　　当組合は、社会の秩序や安全に脅威を与え、健全な経済・社会の発展を妨げる反社会的勢力との関係を遮断するため、以下のとおり基本方針を定め、
これを遵守します。
１．組織としての対応
　当組合は、反社会的勢力による不当要求に対し、対応する職員の安全を確保しつつ組織全体として対応し、迅速な問題解決に努めます。
２．外部専門機関との連携
　当組合は、反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から警察、暴力追放運動推進センター、弁護士などの外部専門機関と緊密な連携関係を
構築します。

３．取引の未然防止を含めた一切の関係遮断
　当組合は、信用組合の社会的責任を強く認識し、その責任を組織全体で果たすため、反社会的勢力との取引の未然防止を含めた一切の関係を
遮断し、反社会的勢力からの不当な要求には応じません。

４．有事における民事と刑事の法的対応
　当組合は、反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対抗措置を講じる等、断固たる態度で対応します。
５．資金提供、不適切・異例な取引及び便宜供与の禁止
　当組合は、いかなる理由があっても、反社会的勢力に対して事案を隠ぺいするための資金提供、不適切・異例な取引及び便宜供与は行いません。

●マネー・ローンダリング、テロ資金供与及び拡散金融対策に係る対応方針
当組合は、マネー・ローンダリング、テロ資金供与及び拡散金融（以下、「マネロン等」という。）を防止し、業務の適切性を確保するため、「当組合の

マネー・ローンダリング、テロ資金供与及び拡散金融対策に係る対応方針について」のもと、マネロン等リスク対策担当役員を任命し、組合内横断的
なリスク管理態勢の強化に取り組んでいます。

当組合のマネー・ローンダリング、テロ資金供与及び拡散金融対策に係る対応方針について
当組合は、マネロン・テロ資金供与及び拡散金融を防止するため、マネロン・テロ資金供与対策を経営上の重要な課題として位置付け、

「犯罪収益移転防止法」ならびに「金融庁マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」等の関連法令等を遵守し、経営陣
の主導的な関与の下、次の取り組みを行ってまいります。

（1）当組合は、自らが提供する商品・サービス、取引形態、取引に係る国・地域や顧客属性等に応じたマネロン等リスクを特定、評価、類型化した
うえで、当該リスクについて、当組合のリスク許容度の範囲内に実効的に低減するための措置（リスクベース・アプローチ）を講じてまいり
ます。

（2）当組合は、マネロン・テロ資金供与対策を適切に実施するために、組合内横断的なリスク管理態勢を構築してまいります。
（3）当組合は、マネロン・テロ資金供与および拡散金融対策の実効性を確保するため、当組合の業務分野、営業地域及びマネロン・テロ資金

供与に関する動向等を評価し、これを踏まえて、方針（基本方針・ポリシー等のマネロン対策に関する方針）・手続（マネロン対策に関する
基本規程及び関連諸規程・要領・手順書等）・計画（マネロン対策を実現させるための実践計画・プログラム）等を整備してまいります。

なお、金融当局ならびに岐阜県警察の指導により、当組合では、マネー・ローンダリング、テロ資金供与及び拡散金融のリスクが高いと判断
される一部の取引およびお客様につきましては、通常よりも厳重な取引時確認の実施やお客様情報の提供をお願いさせて頂くとともに、その
ご回答の内容、状況に応じまして、当該お取引に制限をさせていただくことがございます。

キャッシュカード犯罪への対応
●カード犯罪による被害にあわないために
　偽造・盗難カード等による犯罪にあわないために、また、安心してご利用いただくために、キャッシュカードの管理は、次のとおり十分注意してください。

●偽造・盗難カード等の被害にあってしまったら
　万が一、偽造・盗難カード等による犯罪の被害にあわれたり、カードを「紛失・盗難」
されてしまった場合は、直ちに、最寄りの当組合本支店へご連絡ください。
　また、「偽造・盗難」の場合は、最寄りの警察にも届け出てください。　　

・暗証番号は、生年月日、電話番号、車のナンバーなど、他人に推測されやすい番号の利用は避けてください。推測されやすい番号は、すみやかに
変更されることをお勧めします。
・キャッシュカードの暗証番号は、当組合ATMでも変更できます。
・手帳、メモ用紙、キャッシュカードの裏面などに暗証番号を書いて保管することは避けてください。
・当組合の職員や警察官などが暗証番号をお尋ねすることはありません。他人には教えないでください。
・当組合の職員や警察官などがキャッシュカードを預りに訪問することはありません。
・振込詐欺の被害防止のため、ATMコーナーでの携帯電話による通話を控えてください。
・キャッシュカードの取扱いで不審に思ったら、警察・当組合窓口へ連絡してください。

夜間・休日のご連絡先

信組情報サービス（株）信組ATMセンター
電話番号 058－249－0003
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経営管理の体制

●金融商品に係る勧誘方針
　　当組合は、金融サービスの提供に関する法律第10条に則り、金融商品の勧誘にあたっては、次の事項を遵守し、お客様の利益を守ることに努めます。
１．当組合は、お客様の知識、経験、財産の状況及び金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らして、適正な情報の提供と商品の説明を行います。
２．当組合は、お客様ご自身の判断と責任においてお取引いただくため、金融商品の内容やリスク等の重要事項を十分にご理解いただけるよう、分か
りやすい商品説明に努めます。

３．当組合は、お客様に断定的な判断を提供したり、事実と異なる情報を提供するなど、お客様の誤解を招くような勧誘は行いません。
４．当組合は、お客様にとって不都合な時間帯や迷惑な場所での勧誘は行いません。
５．当組合は、法令・諸規則を遵守し、誠実・公正な勧誘を心掛け、適正な勧誘が行えるよう、研修等を通じて役職員の知識の向上に努めます。

●適切な保険募集を行うための方針
　当組合は、適切な募集を行うための方針として、以下のとおり「保険募集指針」を定めております。
○当組合は、保険業法をはじめとする関係法令等を遵守いたします。
○当組合は、お客様に引受保険会社名をお知らせするとともに、保険契約を引受け、保険金等をお支払いするのは保険会社であること、その他引受保険
会社が破たんした場合等の保険契約に係るリスクについてお客様に適切な説明を行います。

保険契約に係るリスクについて

一部保険商品における法令上の販売制限について

（1）保険商品は預金等ではありません（預金保険制度の対象外です）。また、解約返戻金や保険金が払込保険料の合計額を下回る場合があります。
（2）保険契約を引受け、保険金等をお支払いするのは保険会社となります。
（3）引受保険会社の業務もしくは財産の状況の変化によっては、ご契約時の保険金額等が減額される場合があります。
 　 （詳細につきましては、お申込みの際にお渡しする「重要事項説明書」「ご契約のしおり」等をご参照ください。）

○当組合は、法令等に反する行為によりお客様に損害を与えてしまった場合には、募集代理店として販売責任を負います。
○当組合は、ご契約いただいた保険契約の内容や各種手続き方法に関するご照会、お客様からの苦情・ご相談へのご対応等の契約締結後の業務に
も適切に対応します。

　なお、ご相談・照会・お手続き等の内容によりましては、引受保険会社所定のご連絡窓口へご案内、または保険会社と連携してご対応させていただ
くこともございます。

○当組合は、保険募集時の面談内容を記録し、保険期間が終了するまで適切に管理いたします。また、お客様から寄せられた苦情・ご相談の内容は記
録し、適切に管理いたします。

（1）当組合が取扱う保険商品のうち、住宅関連の長期火災保険を除いた保険商品につきましては、ご加入いただけるお客様の範囲や保険金そ
の他の給付金の額等に制限が課せられています。

（2）当組合に事業性融資の申込みをされている期間中は、お客様および密接関係者の方（お客様が法人の場合はその代表者、お客様が法人代
表者で法人の事業性資金の融資申込みをされている場合はその法人）には、制限の課せられている保険商品をお取扱いすることができま
せん。ただし、当組合の組合員の方はお取扱いできます。

（3）保険契約者・被保険者になる方が下記①または②のいずれかに該当する場合には、制限の課せられている保険商品をお取扱いできません。
ただし、当組合の組合員の方はお取扱いできます。

　  ①当組合から事業性資金の融資（手形割引を含みます）を受けている法人・その代表者・個人事業主の方（以下、総称して「融資先法人等」と
いいます）

　  ②従業員数が20名以下の「融資先法人等」に勤務されている方・役員の方

○当組合は、取扱保険商品の中からお客様が適切に商品をお選びいただけるように情報を提供いたします。

　金融業務の多様化や国際化の進展に伴い、金融機関が抱えるリスクは複雑化、多様化しております。このような環境下、自己責任原則のもとに
リスクを的確に管理する一方で、リスクに見合った適正な収益を確保することが求められております。
　当組合では、リスク管理に関する方針を「統合的リスク管理方針」として定め、リスク管理に関する基本事項を「統合的リスク管理規程」として制定
しており、さらに各リスクの管理要領に従って適切なリスク管理を実施しております。

統合的リスク
管理体制

流動性リスク
管理体制

信用リスク
管理体制

市場リスク
管理体制

事務リスク
管理体制

システム
リスク
管理体制
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区　分 取 組 み 内 容

　金融業務の遂行に不可避である各種リスクを組合全体の観点から分析・評価し、適切に管理することが、経営の健全性を
維持するための最重要課題となっています。
　当組合ではこのような考え方に基づき、リスク統括部門がすべてのリスクを一元的に把握する体制を整備しています。
また、計量化が可能なリスクを統合的に管理し、リスクの総量を自己資本の一定範囲内に抑えることで経営の健全化と
安定性の向上に努めております。

　信用リスクとは、取引先の経営状態の変化等により、貸出金の元本や利息の回収が困難になり、当組合が損失を被る
リスクをいいます。
　信用リスク管理体制においては、組合内で厳格な審査基準を設けるとともに、審査部門を独立させることで、個別案件
ごとに貸出の妥当性を十分にチェックして対応しております。さらに、自己査定を通じて融資を含めた全ての資産について、
その健全性を検証するとともに、適正に償却・引当を実施しております。また、本部審査体制の充実とともに、各営業店
融資担当者の審査能力の向上を目指して、融資研修等についても充実を図っております。

　市場リスクとは、金利や為替、株式市場等の変動により、当組合の資産の価値が変動し、損失を被るリスクをいいます。
　市場リスク管理体制においては、「ＡＬＭシステム」（資産・負債総合管理）を活用して、金利リスクに対して適切に対応できる
体制を整備しております。また、有価証券投資にあたっては、「有価証券運用基準」および「余裕資金運用規程」に基づいて
運用しており、常に有価証券の金利リスク等を検証しつつ効率的な運用に努めております。さらに、市場リスク量の計量化
にも取り組んでおり、ＶａＲ法、ＢＰＶ法のほか、銀行勘定全ての科目を対象としたリスク量の計測も行っております。

　システムリスクとは、コンピュータシステムの障害、不正利用あるいは自然災害などにより損失を被るリスクをいいます。
　コンピュータシステムは、金融機関にとって必要不可欠なものであり、安全かつ有効に機能させることが重要です。
　当組合では、「災害・緊急時対策要領」および「緊急時営業店事務取扱要領」を制定しており、緊急時の行動手順が定められて
おります。当組合は平成21年５月に自営オンラインから信用組合共同オンラインに移行いたしました。これによりシステム
リスクを大幅に回避することができました。具体的には、信用組合共同オンラインの中枢機関であるSKCセンターでは、
ホストコンピュータの二重化やデータの外部保管など、コンピュータシステム障害に対し万全を期しております。

　流動性リスクとは、必要な資金を確保できず、資金繰りに支障をきたしたり、通常より著しく不利な条件での取引を余儀なく
されて、当組合が損失を被るリスクをいいます。
　当組合の預貸率は「約70％」で、支払準備率は「100％」を超えており、支払い準備は万全です。（令和7年3月末）

　事務リスクとは、事務上のミスや不正により損失を被るリスクをいいます。
　当組合では、皆様からの信頼にお応えできる事務処理を常に念頭において、日ごろから監査部による監査を定期的に
実施しており、事務処理が諸規程等に沿って正確に行われるように指導、徹底しております。また、店内検査を定期的に実施
しており、相互牽制とチェック体制の充実を図り、事務リスクの低減に努めております。

理 事 会

ALM・統合的リスク管理委員会

監 事 会

信用リスク管理
審査部・経営企画部

市場リスク管理
経営企画部

流動性リスク管理
経営管理部・経営企画部

事務リスク管理
事務部

システムリスク管理
システム部

その他リスク管理
関連各部

リスク管理体制

オペレーショナル・リスク管理
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経営管理の体制

●金融商品に係る勧誘方針
　　当組合は、金融サービスの提供に関する法律第10条に則り、金融商品の勧誘にあたっては、次の事項を遵守し、お客様の利益を守ることに努めます。
１．当組合は、お客様の知識、経験、財産の状況及び金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らして、適正な情報の提供と商品の説明を行います。
２．当組合は、お客様ご自身の判断と責任においてお取引いただくため、金融商品の内容やリスク等の重要事項を十分にご理解いただけるよう、分か
りやすい商品説明に努めます。

３．当組合は、お客様に断定的な判断を提供したり、事実と異なる情報を提供するなど、お客様の誤解を招くような勧誘は行いません。
４．当組合は、お客様にとって不都合な時間帯や迷惑な場所での勧誘は行いません。
５．当組合は、法令・諸規則を遵守し、誠実・公正な勧誘を心掛け、適正な勧誘が行えるよう、研修等を通じて役職員の知識の向上に努めます。

●適切な保険募集を行うための方針
　当組合は、適切な募集を行うための方針として、以下のとおり「保険募集指針」を定めております。
○当組合は、保険業法をはじめとする関係法令等を遵守いたします。
○当組合は、お客様に引受保険会社名をお知らせするとともに、保険契約を引受け、保険金等をお支払いするのは保険会社であること、その他引受保険
会社が破たんした場合等の保険契約に係るリスクについてお客様に適切な説明を行います。

保険契約に係るリスクについて

一部保険商品における法令上の販売制限について

（1）保険商品は預金等ではありません（預金保険制度の対象外です）。また、解約返戻金や保険金が払込保険料の合計額を下回る場合があります。
（2）保険契約を引受け、保険金等をお支払いするのは保険会社となります。
（3）引受保険会社の業務もしくは財産の状況の変化によっては、ご契約時の保険金額等が減額される場合があります。
 　 （詳細につきましては、お申込みの際にお渡しする「重要事項説明書」「ご契約のしおり」等をご参照ください。）

○当組合は、法令等に反する行為によりお客様に損害を与えてしまった場合には、募集代理店として販売責任を負います。
○当組合は、ご契約いただいた保険契約の内容や各種手続き方法に関するご照会、お客様からの苦情・ご相談へのご対応等の契約締結後の業務に
も適切に対応します。

　なお、ご相談・照会・お手続き等の内容によりましては、引受保険会社所定のご連絡窓口へご案内、または保険会社と連携してご対応させていただ
くこともございます。

○当組合は、保険募集時の面談内容を記録し、保険期間が終了するまで適切に管理いたします。また、お客様から寄せられた苦情・ご相談の内容は記
録し、適切に管理いたします。

（1）当組合が取扱う保険商品のうち、住宅関連の長期火災保険を除いた保険商品につきましては、ご加入いただけるお客様の範囲や保険金そ
の他の給付金の額等に制限が課せられています。

（2）当組合に事業性融資の申込みをされている期間中は、お客様および密接関係者の方（お客様が法人の場合はその代表者、お客様が法人代
表者で法人の事業性資金の融資申込みをされている場合はその法人）には、制限の課せられている保険商品をお取扱いすることができま
せん。ただし、当組合の組合員の方はお取扱いできます。

（3）保険契約者・被保険者になる方が下記①または②のいずれかに該当する場合には、制限の課せられている保険商品をお取扱いできません。
ただし、当組合の組合員の方はお取扱いできます。

　  ①当組合から事業性資金の融資（手形割引を含みます）を受けている法人・その代表者・個人事業主の方（以下、総称して「融資先法人等」と
いいます）

　  ②従業員数が20名以下の「融資先法人等」に勤務されている方・役員の方

○当組合は、取扱保険商品の中からお客様が適切に商品をお選びいただけるように情報を提供いたします。

　金融業務の多様化や国際化の進展に伴い、金融機関が抱えるリスクは複雑化、多様化しております。このような環境下、自己責任原則のもとに
リスクを的確に管理する一方で、リスクに見合った適正な収益を確保することが求められております。
　当組合では、リスク管理に関する方針を「統合的リスク管理方針」として定め、リスク管理に関する基本事項を「統合的リスク管理規程」として制定
しており、さらに各リスクの管理要領に従って適切なリスク管理を実施しております。

統合的リスク
管理体制

流動性リスク
管理体制

信用リスク
管理体制

市場リスク
管理体制

事務リスク
管理体制

システム
リスク
管理体制
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区　分 取 組 み 内 容

　金融業務の遂行に不可避である各種リスクを組合全体の観点から分析・評価し、適切に管理することが、経営の健全性を
維持するための最重要課題となっています。
　当組合ではこのような考え方に基づき、リスク統括部門がすべてのリスクを一元的に把握する体制を整備しています。
また、計量化が可能なリスクを統合的に管理し、リスクの総量を自己資本の一定範囲内に抑えることで経営の健全化と
安定性の向上に努めております。

　信用リスクとは、取引先の経営状態の変化等により、貸出金の元本や利息の回収が困難になり、当組合が損失を被る
リスクをいいます。
　信用リスク管理体制においては、組合内で厳格な審査基準を設けるとともに、審査部門を独立させることで、個別案件
ごとに貸出の妥当性を十分にチェックして対応しております。さらに、自己査定を通じて融資を含めた全ての資産について、
その健全性を検証するとともに、適正に償却・引当を実施しております。また、本部審査体制の充実とともに、各営業店
融資担当者の審査能力の向上を目指して、融資研修等についても充実を図っております。

　市場リスクとは、金利や為替、株式市場等の変動により、当組合の資産の価値が変動し、損失を被るリスクをいいます。
　市場リスク管理体制においては、「ＡＬＭシステム」（資産・負債総合管理）を活用して、金利リスクに対して適切に対応できる
体制を整備しております。また、有価証券投資にあたっては、「有価証券運用基準」および「余裕資金運用規程」に基づいて
運用しており、常に有価証券の金利リスク等を検証しつつ効率的な運用に努めております。さらに、市場リスク量の計量化
にも取り組んでおり、ＶａＲ法、ＢＰＶ法のほか、銀行勘定全ての科目を対象としたリスク量の計測も行っております。

　システムリスクとは、コンピュータシステムの障害、不正利用あるいは自然災害などにより損失を被るリスクをいいます。
　コンピュータシステムは、金融機関にとって必要不可欠なものであり、安全かつ有効に機能させることが重要です。
　当組合では、「災害・緊急時対策要領」および「緊急時営業店事務取扱要領」を制定しており、緊急時の行動手順が定められて
おります。当組合は平成21年５月に自営オンラインから信用組合共同オンラインに移行いたしました。これによりシステム
リスクを大幅に回避することができました。具体的には、信用組合共同オンラインの中枢機関であるSKCセンターでは、
ホストコンピュータの二重化やデータの外部保管など、コンピュータシステム障害に対し万全を期しております。

　流動性リスクとは、必要な資金を確保できず、資金繰りに支障をきたしたり、通常より著しく不利な条件での取引を余儀なく
されて、当組合が損失を被るリスクをいいます。
　当組合の預貸率は「約70％」で、支払準備率は「100％」を超えており、支払い準備は万全です。（令和7年3月末）

　事務リスクとは、事務上のミスや不正により損失を被るリスクをいいます。
　当組合では、皆様からの信頼にお応えできる事務処理を常に念頭において、日ごろから監査部による監査を定期的に
実施しており、事務処理が諸規程等に沿って正確に行われるように指導、徹底しております。また、店内検査を定期的に実施
しており、相互牽制とチェック体制の充実を図り、事務リスクの低減に努めております。

理 事 会

ALM・統合的リスク管理委員会

監 事 会

信用リスク管理
審査部・経営企画部

市場リスク管理
経営企画部

流動性リスク管理
経営管理部・経営企画部

事務リスク管理
事務部

システムリスク管理
システム部

その他リスク管理
関連各部

リスク管理体制

オペレーショナル・リスク管理

14



当組合の苦情処理措置・紛争解決措置等の概要

当組合へのお申出先

●当組合では、お客様により一層のご満足をいただけるよう、お取引に係る苦情等を受け付けておりますので、お気軽にお申し出ください。
※ 苦情等とは、当組合との取引に関する照会・相談・要望・苦情・紛争のいずれかに該当するもの及びこれらに準ずるものをいいます。

●苦情等のお申し出は当組合のほか、地区しんくみ苦情等相談所・しんくみ相談所をはじめとする他の機関でも受け付けています。

●保険業務に関する苦情は下記機関でも受け付けております。

●岐阜県弁護士会または東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会が設置運営する仲裁センター等で紛争の解決を図るこ
とも可能ですので、当組合お客様相談室またはしんくみ相談所へお申し出ください。
　また、お客様が直接、仲裁センター等へ申し出ることも可能です。

※ 詳しくは、当組合経営企画部（お客様相談室）へご相談ください。

※ 詳しくは、当組合経営企画部（お客様相談室）へご相談ください。

「お取引先店舗」または「経営企画部（お客様相談室）」にお願いいたします。

経営企画部
（お客様相談室）

住　　所：岐阜市美江寺町2-4-3
電話番号：０１２０-007-88２（サービス番号「7番」をお選びください。）
受付時間：午前９時～午後５時（土日・祝日および金融機関の休日を除く）

名　 称

住　 所

受付日
時　間

電話番号

東海しんくみ苦情等相談所 （東海信用組合協会）

〒453-0015
名古屋市中村区椿町3-21

052-451-2110

月曜日～金曜日
（祝日、12/29～1/3を除く）
午前9時～午前12時、午後1時～午後4時30分

〒104-0031
東京都中央区京橋1-9-5

03-3567-2456

月曜日～金曜日
（祝日及び金融機関休業日を除く）
午前９時～午後５時

相談所は、公平・中立な立場でお申し出を伺い、お申し出のお客様の了解を得たうえ、当組合に対し迅速な解決を要請いたします。

しんくみ相談所 （一般社団法人全国信用組合中央協会）

名　 称

住　 所

受付日
時　間

電話番号

岐阜県弁護士会示談あっせんセンター

〒500-8811
岐阜市端詰町22番地

058-265-0020

月曜日～金曜日
(除 祝日、年末年始)
午前９時～午後５時

愛知県弁護士会紛争解決センター

〒460-0001
名古屋市中区三の丸1-4-2

052-203-1777

愛知県弁護士会西三河支部紛争解決センター

〒444-0864
愛知県岡崎市明大寺町字道城ヶ入３４-１０

０５６４-５４-９４４９

月曜日～金曜日 (除 祝日、年末年始)
午前10時～午後４時
但し、あっせん・仲裁は、原則として月曜日～金曜日の午前10時～午後５時までの間に実施

名　 称

住　 所

受付日
時　間

電話番号

東京弁護士会紛争解決センター

〒100-0013
東京都千代田区霞ヶ関1-1-3

03-3581-0031

月曜日～金曜日 （除 祝日、年末年始)
午前９時30分～午前12時
午後１時～午後4時

第一東京弁護士会仲裁センター

〒100-0013
東京都千代田区霞ヶ関1-1-3

03-3595-8588

月曜日～金曜日  (除 祝日、年末年始)
午前10時～午前12時
午後１時～午後４時

第二東京弁護士会仲裁センター

〒100-0013
東京都千代田区霞ヶ関1-1-3

03-3581-2249

月曜日～金曜日  (除 祝日、年末年始)
午前9時30分～午前12時
午後１時～午後5時

一般社団法人生命保険協会　生命保険相談所（電話番号：03-3286-2648）
一般社団法人日本損害保険協会　そんぽADRセンター（電話番号：0570-022-808）

①移管調停：東京以外の弁護士会の仲裁センター等に事件を移管する。
②現地調停：東京の弁護士会の斡旋人と東京以外の弁護士会の斡旋人が、弁護士会所在地と東京を結ぶテレビ会議システム等により、

共同して解決に当たる。

なお、仲裁センター等では、東京以外の地域の方々からの申立について、当事者の希望を聞いたうえで、アクセスに便利な地域で手続
きを進める方法があります。
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総代会

●総代会の位置づけ

●総代とその選任方法
（1）総代の任期・定数

① 総代の任期は3年で、80歳定年制となっております。
② 総代の定数は100人以上115人以内で、各選挙区毎の総代の定数は理事会で定めています。   
　 なお、令和7年4月1日現在の総代数は107人、組合員数は63,753人（※令和7年3月31日現在）です。

（2）総代の選任方法
　 総代は組合員の代表として、組合員の総意を当組合の経営に反映する重要な役割を担っております。
　 総代の選考は、総代選挙規約に基づき選任されております。
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　信用組合は、組合員同士の「相互扶助」と「共存共栄」の精神を基本理念に、組合員一人ひとりの意見を最大の価値とする協同組織金融機関です。した
がって、組合員は出資口数に関係なく一人一票の議決権を持ち、総会を通じて当組合の経営に参加することとなります。
　しかし、当組合では組合員数が大変多く、総会の開催は事実上不可能です。そこで、当組合では組合員の総意を適正に反映し、充実した審議を確保す
るため、総会に代えて総代会を設置しています。
　この総代会は、決算、取扱業務の決定、理事・監事の選任等の重要事項を決議する最高意思決定機関です。したがって、総代会は総会と同様に、組合員一人ひ
とりの意見が当組合の経営に反映されるよう、組合員の中から適正な手続きにより選任された総代によって運営されます。
　また、当組合では総代に限定することなく、日常の業務活動を通じて、総代や組合員とのコミュニケーションを大切にし、さまざまな経営改善に取組ん
でおります。

●第72回通常総代会の決議事項

報告事項
⑴ 第72期（令和6年4月1日から令和7年3月31日まで）
　 事業報告、貸借対照表、損益計算書について

議決事項
第1号議案　第72期剰余金処分案承認の件
第2号議案　第73期事業計画および収支予算案承認の件
第3号議案　定款変更の件
第4号議案　組合員の法定脱退に関する件

　令和7年6月19日に開催された第72回通常総代会において、
次の事項が付議され、それぞれ原案通り可決されました。

※50音順で記載しています。
※各氏名の後の数字は、当選回数を表します。また当選回数が10回以上となる場合には◎と表示しています。
※なお、総代名簿につきましては、各営業店に備え置いております。
※東栄支店は令和7年5月2日をもって岐南支店と統合しております。

本店営業部

加 納 支 店
大 垣 支 店
羽 島 支 店
那 加 支 店
鷺 山 支 店
北 方 支 店
揖 斐 支 店
東 栄 支 店
関 支 店
本 荘 支 店
笠 松 支 店
美濃加茂支店
多治見支店
岐 南 支 店
各務原支店
可 児 支 店
穂 積 支 店
長 森 支 店
近 島 支 店

選挙区（店名）

伊藤　善男
宮川　俊博
郷原　則子
浅野撚糸㈱
飯田耕一郎
大野　晃嗣
上田　光男
上野　　敦
大西　恵子
天野純一郎
青木　和也
S S C ㈱
伊藤　健二
片山　　充
佐藤　　健
黒田　　隆
奥村　義澄
㈱Ａa n dＫ
堀 要
㈱アンクロッシュ
河 合 通 雄

㈱印刷工房
若山　雅彦
㈱三建工業
小川　貴彦
梅田　篤史
北川　政臣
苅谷　敬三
小島　義弘
　ORALISS
㈱ 弘 報 社
工藤　　智
㈱加藤物産
井上　好典
金武　真司
則武　友記
㈱ 三 島
鈴村　茂樹
㈱ ニ シ ノ
武藤　永行
篠田須美子
波多野光裕

遠藤　　猛

福井　眞一
加納　敏男
㈱ 魚 勝
協和建設㈱
㈱ ク ラ レ
西川　武憲
清水　三博
㈱パッケージネット
㈱杉山製作所
後藤　文秀
尾関　俊治
㈱テクノプレニードヒダ
山村　　寛
ミタカ不動産㈱
㈱ ナカシマ
㈱ 三 和 木
𠮷安　信三
㈱ 尉 　

㈲ 寿 司よし

不破　欣昭
三 柏 ㈱
大橋　一成
㈲岐南車体工業
小原　香織
日東興産㈱
㈱スター工業所

青協建設㈱
㈱山高商事
谷口　佳久
名和　勘二

森瀬　博史
㈱ライフプラン

丹羽　和幸
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4
6
◎
1

◎
4
1
5

5
3

6

大建設計㈱

安田　髙志
㈱サンユウ
岡　　賢治
高橋　　剛
スマートツール㈱
廣瀬　哲之
西濃建設㈱

田中　邦男
大 東 ㈱

西川　眞樹

村瀬　賢一

2

7
4
7
1
2
5
◎

3
◎

5

6

所不動産㈱

㈱ヤマカ木材
中村　隆男
櫛田　昭裕
水野　　亨
武藤　　司

野原　昭弥

村下　彰浩
中日技研㈱

内藤　哲男

山田　英貴
福島　　隆

深瀬建設㈱
山下　和彦

　みらい会計

　 N E X T

9

4
1

2
7

2

2

㈱フォローズ

山田　康弘

山田百合香

10

7
8
6
7
8
5
7
3
6
7
4
5
3
4
4
3
3
5
2

総代定数
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6
7
8
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3
6
7
4
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3
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4
3
3
5
2

総代数

●総代の属性別構成比
職　業　別
年　代　別

業　種　別

個人
40代以下
学術研究、専門・技術サービス業
不動産業
生活関連サービス業・娯楽業

15.2%
7.58%
26.15%
6.15%
1.54%

個人事業主
50代
建設業
医療、福祉
運輸業、郵便業

36.4%
27.27%
18.46%
4.62%
1.54%

法人役員
60代
製造業
飲食業
その他

48.5%
25.76%
12.31%
3.08%
13.85%

70代以上
卸売業、小売業
教育、学習支援業

39.39%
9.23%
3.08%

2

2

4

（令和7年4月1日現在）

2
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8
1
4
8
4
1
1
1
◎
4
1
6
◎
2
3
1
4
2

◎
5
4
2
9
1
5
4
4
2
4
3
1
8
1
6
9
1
5
2
8

（税）（医）

（税）

2

2
8
4
1
4

8

1
3

総代氏名／当選回数
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当組合の苦情処理措置・紛争解決措置等の概要

当組合へのお申出先

●当組合では、お客様により一層のご満足をいただけるよう、お取引に係る苦情等を受け付けておりますので、お気軽にお申し出ください。
※ 苦情等とは、当組合との取引に関する照会・相談・要望・苦情・紛争のいずれかに該当するもの及びこれらに準ずるものをいいます。

●苦情等のお申し出は当組合のほか、地区しんくみ苦情等相談所・しんくみ相談所をはじめとする他の機関でも受け付けています。

●保険業務に関する苦情は下記機関でも受け付けております。

●岐阜県弁護士会または東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会が設置運営する仲裁センター等で紛争の解決を図るこ
とも可能ですので、当組合お客様相談室またはしんくみ相談所へお申し出ください。
　また、お客様が直接、仲裁センター等へ申し出ることも可能です。

※ 詳しくは、当組合経営企画部（お客様相談室）へご相談ください。

※ 詳しくは、当組合経営企画部（お客様相談室）へご相談ください。

「お取引先店舗」または「経営企画部（お客様相談室）」にお願いいたします。

経営企画部
（お客様相談室）

住　　所：岐阜市美江寺町2-4-3
電話番号：０１２０-007-88２（サービス番号「7番」をお選びください。）
受付時間：午前９時～午後５時（土日・祝日および金融機関の休日を除く）

名　 称

住　 所

受付日
時　間

電話番号

東海しんくみ苦情等相談所 （東海信用組合協会）

〒453-0015
名古屋市中村区椿町3-21

052-451-2110

月曜日～金曜日
（祝日、12/29～1/3を除く）
午前9時～午前12時、午後1時～午後4時30分

〒104-0031
東京都中央区京橋1-9-5

03-3567-2456

月曜日～金曜日
（祝日及び金融機関休業日を除く）
午前９時～午後５時

相談所は、公平・中立な立場でお申し出を伺い、お申し出のお客様の了解を得たうえ、当組合に対し迅速な解決を要請いたします。

しんくみ相談所 （一般社団法人全国信用組合中央協会）

名　 称

住　 所

受付日
時　間

電話番号

岐阜県弁護士会示談あっせんセンター

〒500-8811
岐阜市端詰町22番地

058-265-0020

月曜日～金曜日
(除 祝日、年末年始)
午前９時～午後５時

愛知県弁護士会紛争解決センター

〒460-0001
名古屋市中区三の丸1-4-2

052-203-1777

愛知県弁護士会西三河支部紛争解決センター

〒444-0864
愛知県岡崎市明大寺町字道城ヶ入３４-１０

０５６４-５４-９４４９

月曜日～金曜日 (除 祝日、年末年始)
午前10時～午後４時
但し、あっせん・仲裁は、原則として月曜日～金曜日の午前10時～午後５時までの間に実施

名　 称

住　 所

受付日
時　間

電話番号

東京弁護士会紛争解決センター

〒100-0013
東京都千代田区霞ヶ関1-1-3

03-3581-0031

月曜日～金曜日 （除 祝日、年末年始)
午前９時30分～午前12時
午後１時～午後4時

第一東京弁護士会仲裁センター

〒100-0013
東京都千代田区霞ヶ関1-1-3

03-3595-8588

月曜日～金曜日  (除 祝日、年末年始)
午前10時～午前12時
午後１時～午後４時

第二東京弁護士会仲裁センター

〒100-0013
東京都千代田区霞ヶ関1-1-3

03-3581-2249

月曜日～金曜日  (除 祝日、年末年始)
午前9時30分～午前12時
午後１時～午後5時

一般社団法人生命保険協会　生命保険相談所（電話番号：03-3286-2648）
一般社団法人日本損害保険協会　そんぽADRセンター（電話番号：0570-022-808）

①移管調停：東京以外の弁護士会の仲裁センター等に事件を移管する。
②現地調停：東京の弁護士会の斡旋人と東京以外の弁護士会の斡旋人が、弁護士会所在地と東京を結ぶテレビ会議システム等により、

共同して解決に当たる。

なお、仲裁センター等では、東京以外の地域の方々からの申立について、当事者の希望を聞いたうえで、アクセスに便利な地域で手続
きを進める方法があります。
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総代会

●総代会の位置づけ

●総代とその選任方法
（1）総代の任期・定数

① 総代の任期は3年で、80歳定年制となっております。
② 総代の定数は100人以上115人以内で、各選挙区毎の総代の定数は理事会で定めています。   
　 なお、令和7年4月1日現在の総代数は107人、組合員数は63,753人（※令和7年3月31日現在）です。

（2）総代の選任方法
　 総代は組合員の代表として、組合員の総意を当組合の経営に反映する重要な役割を担っております。
　 総代の選考は、総代選挙規約に基づき選任されております。
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　信用組合は、組合員同士の「相互扶助」と「共存共栄」の精神を基本理念に、組合員一人ひとりの意見を最大の価値とする協同組織金融機関です。した
がって、組合員は出資口数に関係なく一人一票の議決権を持ち、総会を通じて当組合の経営に参加することとなります。
　しかし、当組合では組合員数が大変多く、総会の開催は事実上不可能です。そこで、当組合では組合員の総意を適正に反映し、充実した審議を確保す
るため、総会に代えて総代会を設置しています。
　この総代会は、決算、取扱業務の決定、理事・監事の選任等の重要事項を決議する最高意思決定機関です。したがって、総代会は総会と同様に、組合員一人ひ
とりの意見が当組合の経営に反映されるよう、組合員の中から適正な手続きにより選任された総代によって運営されます。
　また、当組合では総代に限定することなく、日常の業務活動を通じて、総代や組合員とのコミュニケーションを大切にし、さまざまな経営改善に取組ん
でおります。

●第72回通常総代会の決議事項

報告事項
⑴ 第72期（令和6年4月1日から令和7年3月31日まで）
　 事業報告、貸借対照表、損益計算書について

議決事項
第1号議案　第72期剰余金処分案承認の件
第2号議案　第73期事業計画および収支予算案承認の件
第3号議案　定款変更の件
第4号議案　組合員の法定脱退に関する件

　令和7年6月19日に開催された第72回通常総代会において、
次の事項が付議され、それぞれ原案通り可決されました。

※50音順で記載しています。
※各氏名の後の数字は、当選回数を表します。また当選回数が10回以上となる場合には◎と表示しています。
※なお、総代名簿につきましては、各営業店に備え置いております。
※東栄支店は令和7年5月2日をもって岐南支店と統合しております。

本店営業部

加 納 支 店
大 垣 支 店
羽 島 支 店
那 加 支 店
鷺 山 支 店
北 方 支 店
揖 斐 支 店
東 栄 支 店
関 支 店
本 荘 支 店
笠 松 支 店
美濃加茂支店
多治見支店
岐 南 支 店
各務原支店
可 児 支 店
穂 積 支 店
長 森 支 店
近 島 支 店

選挙区（店名）

伊藤　善男
宮川　俊博
郷原　則子
浅野撚糸㈱
飯田耕一郎
大野　晃嗣
上田　光男
上野　　敦
大西　恵子
天野純一郎
青木　和也
S S C ㈱
伊藤　健二
片山　　充
佐藤　　健
黒田　　隆
奥村　義澄
㈱Ａa n dＫ
堀 要
㈱アンクロッシュ
河 合 通 雄

㈱印刷工房
若山　雅彦
㈱三建工業
小川　貴彦
梅田　篤史
北川　政臣
苅谷　敬三
小島　義弘
　ORALISS
㈱ 弘 報 社
工藤　　智
㈱加藤物産
井上　好典
金武　真司
則武　友記
㈱ 三 島
鈴村　茂樹
㈱ ニ シ ノ
武藤　永行
篠田須美子
波多野光裕

遠藤　　猛

福井　眞一
加納　敏男
㈱ 魚 勝
協和建設㈱
㈱ ク ラ レ
西川　武憲
清水　三博
㈱パッケージネット
㈱杉山製作所
後藤　文秀
尾関　俊治
㈱テクノプレニードヒダ
山村　　寛
ミタカ不動産㈱
㈱ ナカシマ
㈱ 三 和 木
𠮷安　信三
㈱ 尉 　

㈲ 寿 司よし

不破　欣昭
三 柏 ㈱
大橋　一成
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小原　香織
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青協建設㈱
㈱山高商事
谷口　佳久
名和　勘二

森瀬　博史
㈱ライフプラン

丹羽　和幸

2

8
4
7
4
6
◎
1

◎
4
1
5

5
3

6

大建設計㈱

安田　髙志
㈱サンユウ
岡　　賢治
高橋　　剛
スマートツール㈱
廣瀬　哲之
西濃建設㈱

田中　邦男
大 東 ㈱

西川　眞樹

村瀬　賢一

2

7
4
7
1
2
5
◎

3
◎

5

6

所不動産㈱

㈱ヤマカ木材
中村　隆男
櫛田　昭裕
水野　　亨
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野原　昭弥
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中日技研㈱

内藤　哲男

山田　英貴
福島　　隆

深瀬建設㈱
山下　和彦

　みらい会計

　 N E X T

9

4
1

2
7

2

2

㈱フォローズ

山田　康弘

山田百合香
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7
8
6
7
8
5
7
3
6
7
4
5
3
4
4
3
3
5
2

総代定数
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7
8
6
7
8
5
7
3
6
7
4
5
3
4
4
3
3
5
2

総代数

●総代の属性別構成比
職　業　別
年　代　別

業　種　別

個人
40代以下
学術研究、専門・技術サービス業
不動産業
生活関連サービス業・娯楽業

15.2%
7.58%
26.15%
6.15%
1.54%

個人事業主
50代
建設業
医療、福祉
運輸業、郵便業

36.4%
27.27%
18.46%
4.62%
1.54%

法人役員
60代
製造業
飲食業
その他

48.5%
25.76%
12.31%
3.08%
13.85%

70代以上
卸売業、小売業
教育、学習支援業

39.39%
9.23%
3.08%

2

2

4

（令和7年4月1日現在）

2
5
◎
8
1
4
8
4
1
1
1
◎
4
1
6
◎
2
3
1
4
2

◎
5
4
2
9
1
5
4
4
2
4
3
1
8
1
6
9
1
5
2
8

（税）（医）

（税）

2

2
8
4
1
4

8

1
3

総代氏名／当選回数
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営業インフォメーション

預 金 業 務

貸 出 業 務

商品有価証券売買業務

有 価 証 券 投 資 業 務

内 国 為 替 業 務

外 国 為 替 業 務

社債受託および登録業務

金融先物取引等の受託等業務

附 帯 業 務

主な預金商品 主な融資商品 資金のお使いみち

主な保険商品

事業用の
ローン

住宅関係
のローン

お使いみ
ち限定の
ローン

お使いみ
ち自由の
ローン

グッドビジネス
ローン「アシスト」

すまいる住宅
ローン

超多目的
ローン

フリーローン
「チョイス」

アシスト・プラス

カードローン
アラカルト

標準傷害保険
「しんくみホッとプラン」

業務災害補償保険
「タフビズ」

「経営ダブルアシスト」
「ビジネスマスター・プラス」

住宅ローン関連火災保険
「安心あっとホーム」
「タフ・すまいの保険」

「トータルアシスト住まいの保険」
「安心マイホーム

THEすまいの保険」

当組合では、お客様の事業内容等に応じて、オーダーメイドな商品を
ご提案いたします。
また、日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、全国信用協同組合連合
会など、政府系金融機関等の代理貸付制度、県・市町村の制度融資も
ご利用いただけます。

自己所有のための居住用住宅（マンション含む）の新
築・購入（中古住宅購入を含む）・増改築資金としてご
利用いただけます。

住宅や店舗併用住宅のリフォーム、お車のご購入、大
学等への入学金・学費・教材のご購入等の、お使い
みちが決まった資金にご利用いただけます。ただし、
事業性資金は除きます。

お使いみちは自由ですが、事業資金は除きます。

当組合にお借入のない方が、事業資金にご利用いた
だけます。

協調サポート 日本政策金融公庫と当組合が連携して事業資金の
ニーズにお応えします。

取扱期間を設け、新規資金専用の定期
預金としてお得な金利で取扱をして
いる定期預金商品です。

お手頃な保険料で組合員
およびそのご家族のさまざ
まな事故によるケガを補償
する団体傷害保険です。

業務上の災害に起因する
様々なリスク・トラブルを
総合的に補償する業務災害
補償保険です。

火災を主とした災害による、
大切なお住まいの建物や
家財の損害を補償する保
険です。

プレミアム
定期預金

インターネットバンキング専用のお得な
金利で取扱をしている定期預金商品
です。

インターネット
バンキング
定期預金

定期的に取扱期間を設け、お得な金利
で取扱をしている定期預金商品です。

パワフル
定期預金

相続専用の定期預金として、お得な金
利で取扱をしている定期預金商品です。

相続
定期預金

預金ー当座預金、普通預金、通知預金、定期預金、定期積金等を取扱っております。

（イ）貸付ー手形貸付、証書貸付および当座貸越を取扱っております。
（ロ）手形の割引、でんさい割引

取扱っておりません。

預金の支払準備および資金運用のため国債、地方債、社債、株式、その他の証券に投資しております。

送金為替、当座振込および代金取立等を取扱っております。

取扱っておりません。

取扱っておりません。

取扱っておりません。

●主要な事業の概要

（イ）債務の保証業務
（ロ）有価証券の貸付業務
（ハ）生命保険窓口販売業務、損害保険窓口販売業務
（ニ）代理業務
　　（a）全国信用協同組合連合会、日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、独立行政法人住宅金融支援機構、

一般財団法人医療経済研究・社会保険福祉協会、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、独立行政
法人福祉医療機構、独立行政法人勤労者退職金共済機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、
日本酒造組合中央会の代理貸付業務

　　（b）日本銀行の歳入復代理店業務
（ホ）地方公共団体の公金取扱業務
（ヘ）株式払込金の受入代理業務および株式配当金の支払代理業務

●預金商品

●保険商品

●融資商品

（令和7年7月1日現在）
注）当組合は、職員出身者以外の理事5名の経営参画により、
　　ガバナンスの向上や組合員の意見の多角的な反映に努めています。

監事会

事業の組織 （令和7年７月１日現在）

役員一覧 会計監査人の氏名又は名称

総 代 会

総

務

部

事

務

部

シ
ス
テ
ム
部

監

査

部

　

支

店

本
店
営
業
部
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査

部

経
営
管
理
部

経
営
企
画
部

ＡＬＭ・統合的リスク管理委員会

有限責任監査法人トーマツ
（令和7年7月1日現在）

常 勤 監 事 非常勤監事

営
業
推
進
部

会 長 (経営全般・監査部担当)

理 事 長 (経営全般・経営管理部担当)

専 務 理 事 (事務部・営業推進部担当 営業推進部長)

常 務 理 事 (審査部担当 審査部長)

理 事 (経営企画部・総務部担当 総務部長) 
理 事 (システム部担当 システム部長)

理 事
理 事
理 事
理 事
理 事   
監 事  
監 事  
監 事  

森 嶋 篤 男
細 野 克 也
大 野 　 賢
峯 岸 伸 行
中 田 浩 章
中 根 英 祐
牧 村 昭 司
栗 本 利 泰
菊 本 　 舞
藤 田 一 實
西 川 敏 幸
後 藤 清 明
平 野 博 史
髙 井 博 文

理事会

常勤理事会

常勤理事 非常勤理事

会 長 理 事 長
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営業インフォメーション
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金融先物取引等の受託等業務
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住宅関係
のローン

お使いみ
ち限定の
ローン
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ち自由の
ローン
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ローン「アシスト」

すまいる住宅
ローン

超多目的
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フリーローン
「チョイス」

アシスト・プラス

カードローン
アラカルト

標準傷害保険
「しんくみホッとプラン」

業務災害補償保険
「タフビズ」

「経営ダブルアシスト」
「ビジネスマスター・プラス」

住宅ローン関連火災保険
「安心あっとホーム」
「タフ・すまいの保険」

「トータルアシスト住まいの保険」
「安心マイホーム

THEすまいの保険」

当組合では、お客様の事業内容等に応じて、オーダーメイドな商品を
ご提案いたします。
また、日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、全国信用協同組合連合
会など、政府系金融機関等の代理貸付制度、県・市町村の制度融資も
ご利用いただけます。

自己所有のための居住用住宅（マンション含む）の新
築・購入（中古住宅購入を含む）・増改築資金としてご
利用いただけます。

住宅や店舗併用住宅のリフォーム、お車のご購入、大
学等への入学金・学費・教材のご購入等の、お使い
みちが決まった資金にご利用いただけます。ただし、
事業性資金は除きます。

お使いみちは自由ですが、事業資金は除きます。

当組合にお借入のない方が、事業資金にご利用いた
だけます。

協調サポート 日本政策金融公庫と当組合が連携して事業資金の
ニーズにお応えします。

インターネットバンキング専用のお得な
金利で取扱をしている定期預金商品
です。

お手頃な保険料で組合員
およびそのご家族のさまざ
まな事故によるケガを補償
する団体傷害保険です。

業務上の災害に起因する
様々なリスク・トラブルを
総合的に補償する業務災害
補償保険です。

火災を主とした災害による、
大切なお住まいの建物や
家財の損害を補償する保
険です。
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相続専用の定期預金として、お得な金
利で取扱をしている定期預金商品です。

相続
定期預金

預金ー当座預金、普通預金、通知預金、定期預金、定期積金等を取扱っております。

（イ）貸付ー手形貸付、証書貸付および当座貸越を取扱っております。
（ロ）手形の割引、でんさい割引

取扱っておりません。

預金の支払準備および資金運用のため国債、地方債、社債、株式、その他の証券に投資しております。

送金為替、当座振込および代金取立等を取扱っております。

取扱っておりません。

取扱っておりません。

取扱っておりません。

●主要な事業の概要

（イ）債務の保証業務
（ロ）有価証券の貸付業務
（ハ）生命保険窓口販売業務、損害保険窓口販売業務
（ニ）代理業務
　　（a）全国信用協同組合連合会、日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、独立行政法人住宅金融支援機構、

一般財団法人医療経済研究・社会保険福祉協会、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、独立行政
法人福祉医療機構、独立行政法人勤労者退職金共済機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、
日本酒造組合中央会の代理貸付業務

　　（b）日本銀行の歳入復代理店業務
（ホ）地方公共団体の公金取扱業務
（ヘ）株式払込金の受入代理業務および株式配当金の支払代理業務

●預金商品

●保険商品

●融資商品

（令和7年7月1日現在）
注）当組合は、職員出身者以外の理事5名の経営参画により、
　　ガバナンスの向上や組合員の意見の多角的な反映に努めています。

監事会

事業の組織 （令和7年７月１日現在）
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有限責任監査法人トーマツ
（令和7年7月1日現在）

常 勤 監 事 非常勤監事
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業
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進
部

会 長 (経営全般・監査部担当)

理 事 長 (経営全般・経営管理部担当)

専 務 理 事 (事務部・営業推進部担当 営業推進部長)

常 務 理 事 (審査部担当 審査部長)

理 事 (経営企画部・総務部担当 総務部長) 
理 事 (システム部担当 システム部長)

理 事
理 事
理 事
理 事
理 事   
監 事  
監 事  
監 事  

森 嶋 篤 男
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菊 本 　 舞
藤 田 一 實
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髙 井 博 文

理事会

常勤理事会

常勤理事 非常勤理事

会 長 理 事 長
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店舗一覧

■  岐 阜 市
本 部
本店営業部
加 納 支 店
鷺 山 支 店
本 荘 支 店
長 森 支 店
近 島 支 店

岐阜市美江寺町2の4の3

岐阜市美江寺町2の4の3

岐阜市加納新本町1の16

岐阜市鷺山字中洙1768の22

岐阜市鹿島町8の2

岐阜市琴塚2の7の3

岐阜市近島5の3の14

■  各 務 原市

■  羽 島郡
笠 松 支 店
岐 南 支 店

羽島郡笠松町美笠通2の21

羽島郡岐南町三宅1の206

TEL（058）388ｰ1131

TEL（058）245ｰ5700

■  揖 斐 郡
揖 斐 支 店 揖斐郡揖斐川町極楽寺118の3 TEL（0585）22ｰ1231

■  大 垣 市
大 垣 支 店 大垣市南頬町1の108の1 TEL（0584）81ｰ3237

■  羽 島 市
羽 島 支 店 羽島市竹鼻町字大仏町276の7 TEL（058）391ｰ6141

■  可 児 市
可 児 支 店 可児市広見字田尻東1535の2 TEL（0574）63ｰ2711

■  多 治 見市
多治見支店 多治見市若松町4の28の21 TEL（0572）23ｰ7741

■  瑞 穂 市
穂 積 支 店 瑞穂市穂積1518の1 TEL（058）327ｰ6666

■  本 巣 郡
北 方 支 店 本巣郡北方町大字加茂字徳繁川西415の1 TEL（058）324ｰ1131

■  関 市
関 支 店 関市旭ヶ丘3の1の30 TEL（0575）22ｰ2492

■  美 濃 加茂市
美濃加茂支店 美濃加茂市古井町下古井254 TEL（0574）26ｰ3255

営業地区
都道府県名 市 郡 名

岐 阜 市
大 垣 市
羽 島 市
各 務 原 市
関 市
美 濃 市
美 濃 加 茂 市
多 治 見 市
可 児 市
山 県 市
瑞 浪 市
土 岐 市
瑞 穂 市
本 巣 市
海 津 市
羽 島 郡
安 八 郡
本 巣 郡
揖 斐 郡
不 破 郡
養 老 郡
可 児 郡
加 茂 郡
一 宮 市
稲 沢 市
岩 倉 市
犬 山 市
江 南 市
小 牧 市
春 日 井 市
丹 羽 郡

岐 阜 県
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

愛 知 県
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

（令和7年7月1日現在）

店舗網一覧

TEL（0120）007ｰ882

TEL（058）265ｰ2240

TEL（058）272ｰ2015

TEL（058）231ｰ0105

TEL（058）251ｰ1131

TEL（058）240ｰ1101

TEL（058）295ｰ5321

那 加 支 店
各務原支店

各務原市那加門前町2の37の13

各務原市鵜沼朝日町2の328の2

TEL（058）382ｰ1138

TEL（058）370ｰ0666

※岐南支店は店舗建替えに伴い一時的（2025年5月7日から2027年6月末予定）に
　「岐阜市東栄町2の19」で営業しております。
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店舗一覧

■  岐 阜 市
本 部
本店営業部
加 納 支 店
鷺 山 支 店
本 荘 支 店
長 森 支 店
近 島 支 店

岐阜市美江寺町2の4の3

岐阜市美江寺町2の4の3

岐阜市加納新本町1の16

岐阜市鷺山字中洙1768の22

岐阜市鹿島町8の2

岐阜市琴塚2の7の3

岐阜市近島5の3の14

■  各 務 原市

■  羽 島郡
笠 松 支 店
岐 南 支 店

羽島郡笠松町美笠通2の21

羽島郡岐南町三宅1の206

TEL（058）388ｰ1131

TEL（058）245ｰ5700

■  揖 斐 郡
揖 斐 支 店 揖斐郡揖斐川町極楽寺118の3 TEL（0585）22ｰ1231

■  大 垣 市
大 垣 支 店 大垣市南頬町1の108の1 TEL（0584）81ｰ3237

■  羽 島 市
羽 島 支 店 羽島市竹鼻町字大仏町276の7 TEL（058）391ｰ6141

■  可 児 市
可 児 支 店 可児市広見字田尻東1535の2 TEL（0574）63ｰ2711

■  多 治 見市
多治見支店 多治見市若松町4の28の21 TEL（0572）23ｰ7741

■  瑞 穂 市
穂 積 支 店 瑞穂市穂積1518の1 TEL（058）327ｰ6666

■  本 巣 郡
北 方 支 店 本巣郡北方町大字加茂字徳繁川西415の1 TEL（058）324ｰ1131

■  関 市
関 支 店 関市旭ヶ丘3の1の30 TEL（0575）22ｰ2492

■  美 濃 加茂市
美濃加茂支店 美濃加茂市古井町下古井254 TEL（0574）26ｰ3255

営業地区
都道府県名 市 郡 名

岐 阜 市
大 垣 市
羽 島 市
各 務 原 市
関 市
美 濃 市
美 濃 加 茂 市
多 治 見 市
可 児 市
山 県 市
瑞 浪 市
土 岐 市
瑞 穂 市
本 巣 市
海 津 市
羽 島 郡
安 八 郡
本 巣 郡
揖 斐 郡
不 破 郡
養 老 郡
可 児 郡
加 茂 郡
一 宮 市
稲 沢 市
岩 倉 市
犬 山 市
江 南 市
小 牧 市
春 日 井 市
丹 羽 郡

岐 阜 県
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

愛 知 県
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

（令和7年7月1日現在）

店舗網一覧

TEL（0120）007ｰ882

TEL（058）265ｰ2240

TEL（058）272ｰ2015

TEL（058）231ｰ0105

TEL（058）251ｰ1131

TEL（058）240ｰ1101

TEL（058）295ｰ5321

那 加 支 店
各務原支店

各務原市那加門前町2の37の13

各務原市鵜沼朝日町2の328の2

TEL（058）382ｰ1138

TEL（058）370ｰ0666

※岐南支店は店舗建替えに伴い一時的（2025年5月7日から2027年6月末予定）に
　「岐阜市東栄町2の19」で営業しております。
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預 金 積 金
当 座 預 金
普 通 預 金
貯 蓄 預 金
通 知 預 金
定 期 預 金
定 期 積 金
そ の 他 の 預 金

借 用 金
当 座 借 越

そ の 他 負 債
未 決 済 為 替 借
未 払 費 用
給 付 補 填 備 金
未 払 法 人 税 等
前 受 収 益
払 戻 未 済 金
資 産 除 去 債 務
そ の 他 の 負 債

賞 与 引 当 金
退 職 給 付 引 当 金
役 員 退 職 慰 労 引 当 金
偶 発 損 失 引 当 金
再評価に係る繰延税金負債
債 務 保 証
負 債 の 部 合 計

252,780 
2,280 
67,962 
437 

1,516 
178,544 
1,337 
701 

15,800 
15,800 
1,566 
72 
816 
1 

103 
325 
117 
61 
68 
193 
230 
7
30 
129 
5 

270,743 

263,996 
2,190 
66,019 
477 

1,222 
192,309 
1,548 
228 

4,800 
4,800 
1,635 
94 
671 
1 

182 
266 
150 
61 
207 
185 
251 
-

26 
144 
7 

271,047 

現 金
預 け 金
金 銭 の 信 託
有 価 証 券
国 債
地 方 債
社 債
株 式
そ の 他 の 証 券

貸 出 金
割 引 手 形
手 形 貸 付
証 書 貸 付
当 座 貸 越

そ の 他 資 産
未 決 済 為 替 貸
全 信 組 連 出 資 金
未 収 収 益
そ の 他 の 資 産

有 形 固 定 資 産
建 物
土 地
建 設 仮 勘 定
その他の有形固定資産

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ ェ ア
その他の無形固定資産

繰 延 税 金 資 産
債 務 保 証 見 返
貸 倒 引 当 金
（うち個別貸倒引当金）
資 産 の 部 合 計

1,574 
13,796 
2,437 
76,265 
3,773 
8,396 
43,499 

84 
20,510 
191,216 

250 
22,836 
156,440 
11,688 
1,392 
78 
686 
310 
316 

5,941 
2,410 
2,865 
275 
389 
50 
37 
13 
482 
5 

△1,343
（△466）
291,818 

2,039 
17,738 
2,748 
79,604 
4,130 
8,798 
46,415 

74 
20,185 
185,705 

522 
21,172 
151,976 
12,034 
1,388 
36 
686 
302 
363 

5,493 
2,350 
2,762 
13 
367 
46 
32 
13 
143 
7 

△1,543
（△938）
293,372 

※資産の中心は貸出金です。

第72期
（令和7年3月31日）

第71期
（令和6年3月31日）

第72期
（令和7年3月31日）

第71期
（令和6年3月31日）

第72期
（令和7年3月31日）

出 資 金
普 通 出 資 金
優 先 出 資 金

資 本 剰 余 金
資 本 準 備 金

利 益 剰 余 金
利 益 準 備 金
そ の 他 利 益 剰 余 金
特 別 積 立 金
当期未処分剰余金

組 合 員 勘 定 合 計
その他有価証券評価差額金
土 地 再 評 価 差 額 金
評価・換算差額等合計
純 資 産 の 部 合 計
負債及び純資産の部合計

12,125 
9,625 
2,500 
2,500 
2,500 
7,830 
2,675 
5,155 
4,558 
597 

22,456 
△1,487

106 
△1,380
21,075 
291,818 

第71期
（令和6年3月31日）

11,151 
8,651 
2,500 
2,500 
2,500 
7,647 
2,617 
5,030 
4,458 
572 

21,299 
878 
147 

1,025 
22,324 
293,372 

※負債の中心は預金・積金です。
※給付補填備金は、定期積金の利息に必要な額を計上するための勘定です。
※組合員勘定は、皆様の出資金と利益（剰余金）の一部を積み立てた準備金・積立金等です。

決算の状況
●貸借対照表

資産の部 （単位　百万円） 負債の部 （単位　百万円）

純資産の部 （単位　百万円）

第72期
令和6年4月1日より
令和7年3月31日

経 常 収 益
資 金 運 用 収 益
貸 出 金 利 息
預 け 金 利 息
有価証券利息配当金
その他の受入利息

役 務 取 引 等 収 益
受 入 為 替 手 数 料
その他の役務収益

そ の 他 業 務 収 益
国債等債券売却益
その他の業務収益

そ の 他 経 常 収 益
償 却 債 権 取 立 益
株 式 等 売 却 益
金銭の信託運用益
その他の経常収益

経 常 費 用
資 金 調 達 費 用
預 金 利 息
給付補填備金繰入額
借 用 金 利 息

役 務 取 引 等 費 用
支 払 為 替 手 数 料
その他の役務費用

そ の 他 業 務 費 用
その他の業務費用

経 費
人 件 費
物 件 費
税 金

そ の 他 経 常 費 用
貸倒引当金繰入額
貸 出 金 償 却
株 式 等 売 却 損
金銭の信託運用損
その他の経常費用

経 常 利 益
特 別 損 失
固 定 資 産 処 分 損
減 損 損 失

税 引 前 当 期 純 利 益
法人税・住民税・事業税
法 人 税 等 調 整 額
法 人 税 等 合 計
当 期 純 利 益
繰 越 金（ 当 期 首 残 高 ）
土地再評価差額金取崩額
当 期 未 処 分 剰 余 金

6,232
5,183
4,052
44

1,059
27
240
34
206
585
537
48
222
191
15
14
0

5,534
447
438
0
8

245
20
225
1
1

3,429
2,215
1,128
85

1,410
333
879
21
16
160
698
233
110
123
464
154
△25
128
336
220
40
597

第71期
令和5年4月1日より
令和6年3月31日

5,578
4,929
3,852
12

1,025
39
212
36
175
78
47
31
358
64
188
99
5

5,070
425
426
0

△1
261
19
242
66
0

3,311
2,091
1,135
84

1,005
239
673
13
-

78
508
7
7
-

510
239

△186
53
456
115
-

572

※損益計算書の主体は、経常収益と経常費用です。当組合の1年間の営業活動の大部分
がこの数字に集約されます。経常収益と経常費用の差額が経常利益になります。

※経常収益の中心は貸出金利息です。貸出金利息は貸付金利息と割引料の合計です。
※役務取引等収益は、為替取扱手数料と代理業務取扱手数料が主なものです。
※経常費用の中心は、預金利息と経費から成り立っています。
※経費の主体は人件費と物件費です。物件費とは一般経費とご理解いただければよい
と思います。

当 期 未 処 分 剰 余 金
剰 余 金 処 分 額
利 益 準 備 金
普通出資に対する配当金
優先出資に対する配当金
特 別 積 立 金

次 期 繰 越 金

572
352
58
161
32
100
220

597 
379 
60 
183 
36 
100 
218 

第72期
令和6年4月1日より
令和7年3月31日

第71期
令和5年4月1日より
令和6年3月31日

●法定監査

●代表理事による財務諸表の適正性・有効性の確認

　当組合の令和7年3月期の計算書類等、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、注記及びその付属明細書並びに剰余金処分
案については、協同組合による金融事業に関する法律第5条の
8第3項の規定に基づき、有限責任監査法人トーマツの監査
証明を受けており、令和7年5月26日付の監査報告書を受領
しております。
　本ディスクロージャー誌の財務諸表は、上記の計算書類等に
基づき作成しておりますが、このディスクロージャー誌そのもの
については監査を受けておりません。

　私は、当組合の令和6年4月1日から令和7
年3月31日までの第72期の事業年度におけ
る貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分
計算書の適正性、及び同書類作成に係る内
部監査の有効性を確認いたしました。

損益計算書 （単位　百万円） 剰余金処分計算書 （単位　百万円）

令和7年6月19日　 岐阜商工信用組合　理事長

細野  克也

資料編資料編
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預 金 積 金
当 座 預 金
普 通 預 金
貯 蓄 預 金
通 知 預 金
定 期 預 金
定 期 積 金
そ の 他 の 預 金

借 用 金
当 座 借 越

そ の 他 負 債
未 決 済 為 替 借
未 払 費 用
給 付 補 填 備 金
未 払 法 人 税 等
前 受 収 益
払 戻 未 済 金
資 産 除 去 債 務
そ の 他 の 負 債

賞 与 引 当 金
退 職 給 付 引 当 金
役 員 退 職 慰 労 引 当 金
偶 発 損 失 引 当 金
再評価に係る繰延税金負債
債 務 保 証
負 債 の 部 合 計

252,780 
2,280 
67,962 
437 

1,516 
178,544 
1,337 
701 

15,800 
15,800 
1,566 
72 
816 
1 

103 
325 
117 
61 
68 
193 
230 
7
30 
129 
5 

270,743 

263,996 
2,190 
66,019 
477 

1,222 
192,309 
1,548 
228 

4,800 
4,800 
1,635 
94 
671 
1 

182 
266 
150 
61 
207 
185 
251 
-

26 
144 
7 

271,047 

現 金
預 け 金
金 銭 の 信 託
有 価 証 券
国 債
地 方 債
社 債
株 式
そ の 他 の 証 券

貸 出 金
割 引 手 形
手 形 貸 付
証 書 貸 付
当 座 貸 越

そ の 他 資 産
未 決 済 為 替 貸
全 信 組 連 出 資 金
未 収 収 益
そ の 他 の 資 産

有 形 固 定 資 産
建 物
土 地
建 設 仮 勘 定
その他の有形固定資産

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ ェ ア
その他の無形固定資産

繰 延 税 金 資 産
債 務 保 証 見 返
貸 倒 引 当 金
（うち個別貸倒引当金）
資 産 の 部 合 計

1,574 
13,796 
2,437 
76,265 
3,773 
8,396 
43,499 

84 
20,510 
191,216 

250 
22,836 
156,440 
11,688 
1,392 
78 
686 
310 
316 

5,941 
2,410 
2,865 
275 
389 
50 
37 
13 
482 
5 

△1,343
（△466）
291,818 

2,039 
17,738 
2,748 
79,604 
4,130 
8,798 
46,415 

74 
20,185 
185,705 

522 
21,172 
151,976 
12,034 
1,388 
36 
686 
302 
363 

5,493 
2,350 
2,762 
13 
367 
46 
32 
13 
143 
7 

△1,543
（△938）
293,372 

※資産の中心は貸出金です。

第72期
（令和7年3月31日）

第71期
（令和6年3月31日）

第72期
（令和7年3月31日）

第71期
（令和6年3月31日）

第72期
（令和7年3月31日）

出 資 金
普 通 出 資 金
優 先 出 資 金

資 本 剰 余 金
資 本 準 備 金

利 益 剰 余 金
利 益 準 備 金
そ の 他 利 益 剰 余 金
特 別 積 立 金
当期未処分剰余金

組 合 員 勘 定 合 計
その他有価証券評価差額金
土 地 再 評 価 差 額 金
評価・換算差額等合計
純 資 産 の 部 合 計
負債及び純資産の部合計

12,125 
9,625 
2,500 
2,500 
2,500 
7,830 
2,675 
5,155 
4,558 
597 

22,456 
△1,487

106 
△1,380
21,075 
291,818 

第71期
（令和6年3月31日）

11,151 
8,651 
2,500 
2,500 
2,500 
7,647 
2,617 
5,030 
4,458 
572 

21,299 
878 
147 

1,025 
22,324 
293,372 

※負債の中心は預金・積金です。
※給付補填備金は、定期積金の利息に必要な額を計上するための勘定です。
※組合員勘定は、皆様の出資金と利益（剰余金）の一部を積み立てた準備金・積立金等です。

決算の状況
●貸借対照表

資産の部 （単位　百万円） 負債の部 （単位　百万円）

純資産の部 （単位　百万円）

第72期
令和6年4月1日より
令和7年3月31日

経 常 収 益
資 金 運 用 収 益
貸 出 金 利 息
預 け 金 利 息
有価証券利息配当金
その他の受入利息

役 務 取 引 等 収 益
受 入 為 替 手 数 料
その他の役務収益

そ の 他 業 務 収 益
国債等債券売却益
その他の業務収益

そ の 他 経 常 収 益
償 却 債 権 取 立 益
株 式 等 売 却 益
金銭の信託運用益
その他の経常収益

経 常 費 用
資 金 調 達 費 用
預 金 利 息
給付補填備金繰入額
借 用 金 利 息

役 務 取 引 等 費 用
支 払 為 替 手 数 料
その他の役務費用

そ の 他 業 務 費 用
その他の業務費用

経 費
人 件 費
物 件 費
税 金

そ の 他 経 常 費 用
貸倒引当金繰入額
貸 出 金 償 却
株 式 等 売 却 損
金銭の信託運用損
その他の経常費用

経 常 利 益
特 別 損 失
固 定 資 産 処 分 損
減 損 損 失

税 引 前 当 期 純 利 益
法人税・住民税・事業税
法 人 税 等 調 整 額
法 人 税 等 合 計
当 期 純 利 益
繰 越 金（ 当 期 首 残 高 ）
土地再評価差額金取崩額
当 期 未 処 分 剰 余 金

6,232
5,183
4,052
44

1,059
27
240
34
206
585
537
48
222
191
15
14
0

5,534
447
438
0
8

245
20
225
1
1

3,429
2,215
1,128
85

1,410
333
879
21
16
160
698
233
110
123
464
154
△25
128
336
220
40
597

第71期
令和5年4月1日より
令和6年3月31日

5,578
4,929
3,852
12

1,025
39
212
36
175
78
47
31
358
64
188
99
5

5,070
425
426
0

△1
261
19
242
66
0

3,311
2,091
1,135
84

1,005
239
673
13
-

78
508
7
7
-

510
239

△186
53
456
115
-

572

※損益計算書の主体は、経常収益と経常費用です。当組合の1年間の営業活動の大部分
がこの数字に集約されます。経常収益と経常費用の差額が経常利益になります。

※経常収益の中心は貸出金利息です。貸出金利息は貸付金利息と割引料の合計です。
※役務取引等収益は、為替取扱手数料と代理業務取扱手数料が主なものです。
※経常費用の中心は、預金利息と経費から成り立っています。
※経費の主体は人件費と物件費です。物件費とは一般経費とご理解いただければよい
と思います。

当 期 未 処 分 剰 余 金
剰 余 金 処 分 額
利 益 準 備 金
普通出資に対する配当金
優先出資に対する配当金
特 別 積 立 金

次 期 繰 越 金

572
352
58
161
32
100
220

597 
379 
60 
183 
36 
100 
218 

第72期
令和6年4月1日より
令和7年3月31日

第71期
令和5年4月1日より
令和6年3月31日

●法定監査

●代表理事による財務諸表の適正性・有効性の確認

　当組合の令和7年3月期の計算書類等、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、注記及びその付属明細書並びに剰余金処分
案については、協同組合による金融事業に関する法律第5条の
8第3項の規定に基づき、有限責任監査法人トーマツの監査
証明を受けており、令和7年5月26日付の監査報告書を受領
しております。
　本ディスクロージャー誌の財務諸表は、上記の計算書類等に
基づき作成しておりますが、このディスクロージャー誌そのもの
については監査を受けておりません。

　私は、当組合の令和6年4月1日から令和7
年3月31日までの第72期の事業年度におけ
る貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分
計算書の適正性、及び同書類作成に係る内
部監査の有効性を確認いたしました。

損益計算書 （単位　百万円） 剰余金処分計算書 （単位　百万円）

令和7年6月19日　 岐阜商工信用組合　理事長

細野  克也

資料編資料編
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注記事項［貸借対照表関係］

資料編資料編

22. 有価証券の時価、評価差額等に関する事項は次のとおりであります。
（1） 売買目的有価証券に区分した有価証券はありません。
（2） 満期保有目的の債券

23. 当期中に売却した満期保有目的の債券はありません。
24. 当期中に売却したその他有価証券は次のとおりであります。

26. 金銭の信託の保有目的別の内訳は次のとおりであります。
　運用目的の金銭の信託
貸借対照表計上額 2,437百万円
当期の損益に含まれた評価差額 △16百万円

　満期保有目的の金銭の信託及びその他の金銭の信託の取扱いはありません。
27. 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客から融資実行の申し出を受
けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付け
ることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、10,829百万円であり
ます。このうち原契約期間が１年以内のもの又は任意の時期に無条件で取消可能なものが
10,829百万円あります。

 なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そ
のものが必ずしも当組合の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの
契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全、その他相当の事由があるときは、当組合が実
行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条件が付けら
れております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、
契約後も定期的に予め定めている当組合内手続きに基づき顧客の業況等を把握し、必要に応
じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。

28. 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生原因別の内訳は、それぞれ以下のとおりであり
ます。

29. 会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事
業年度に係る計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。

 貸倒引当金 1,343百万円
 貸倒引当金の算定方法は、重要な会計方針として、８.に記載しております。
 主要な仮定は、「債務者区分の判定における貸出先の将来の業績見通し」であります。「債
務者区分の判定における貸出先の将来の業績見通し」は、各債務者の収益獲得能力を個別
に評価し、設定しております。

 なお、個別貸出先の業績変化等により、当初の見積りに用いた仮定が変化した場合は、翌事
業年度に係る計算書類における貸倒引当金に重要な影響を及ぼす可能性があります。

（注）1.　記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。なお、以下の注記については、
表示単位未満を切り捨てて表示しております。
2.　出資1口当たりの当期純利益 16円20銭
3.　収益を理解するための基礎となる情報は、貸借対照表の注記において、重要な会計方
針をあわせて注記しております。
4.　当事業年度における固定資産の減損損失に関する事項は、次のとおりであります。

 当組合は、事業用店舗について、それぞれ個別の物件をグルーピングの単位としており
ます。
　　事業用の店舗のうち、投資額の回収が見込まれない場合に、帳簿価額を回収可能価
額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
 なお、当期の減損損失の測定に使用した回収可能金額は鑑定評価額であります。

金融資産
（1）預け金
 満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時
価としております。満期のある預け金については、市場金利で割り引くことで現在価値を算定し、
当該現在価値を時価とみなしております。仕組預け金については、預け先の算出した時価により
記載しております。

（2） 有価証券
 株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によって
おります。投資信託は市場における取引価格が存在している場合は、当該価格を時価としており
ます。市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約等に関して市場参加者か
らリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合、基準価額を時価としております。

 なお、保有目的区分ごとの有価証券に関する注記事項については22.～25.に記載しております。
（3） 貸出金
 貸出金は、以下の①～②の合計額から、貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒
引当金を控除する方法により算定し、その算出結果を簡便な方法により算出した時価に代わる
金額として記載しております。

　　①　６ヵ月以上延滞債権等、将来キャッシュ・フローの見積りが困難な債権については、その貸
借対照表の貸出金勘定に計上している額（貸倒引当金控除前の額）

　　②　①以外は、貸出金の種類ごとにキャッシュ・フローを作成し、元利金の合計額を市場金利
（ＯＩＳ、ＳＷＡＰ等）で割り引いた価額を時価とみなしております。

　　仕組貸出金については、カウンターパーティーの算出した時価により記載しております。
金融負債
（1） 預金積金
 要求払預金については、決算日に要求された場合の支払額（帳簿簿価）を時価とみなしておりま
す。定期預金の時価は、一定の金額帯及び期間帯ごとに将来キャッシュ・フローを作成し、元利金
の合計額を一種類の市場金利（ＯＩＳ、ＳＷＡＰ等）で割り引いた価額を時価とみなしております。

（2） 借用金
 借用金については、残存期間が短期間（１年以内）のため、時価は帳簿価額と近似しているこ
とから、当該約定価額を時価としております。

（＊1）非上場株式及び全信組連出資金については、企業会計基準適用指針第19号「金融商品の
時価等の開示に関する適用指針」（令和２年３月31日）第５項に基づき、時価開示の対象とは
しておりません。

（＊2）組合出資金については、企業会計基準適用指針第31号「時価の算定に関する会計基準の適用指
針」（令和３年６月17日）第24-16項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。

（＊1）預け金、貸出金、預金積金、借用金の「時価」には、「簡便な計算により算出した時価に代
わる金額」を記載しております。

（＊2）貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
（注１）金融商品の時価等の評価技法（算定方法）

（注２）市場価格のない株式等及び組合出資金の貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商
品の時価情報には含まれておりません。

［損益計算書関係］

  １． 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。なお、以下の注記については、
表示単位未満を切り捨てて表示しております。

  ２． 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定
額法）、その他有価証券については時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）、た
だし、市場価格のない株式等については移動平均法による原価法により行っております。な
お、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。

  3． 有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されて
いる有価証券の評価は、時価法により行っております。

  4． 土地の再評価に関する法律（平成10年法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価
を行っております。なお、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に
係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」と
して純資産の部に計上しております。

 再評価を行った年月日 平成11年３月31日
 当該事業用土地の再評価前の帳簿価額 1,400百万円
 当該事業用土地の再評価後の帳簿価額 1,636百万円
 同法律第３条第３項に定める再評価の方法

 同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の決算期における時価の合計額と当
該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額 △930百万円

  5． 有形固定資産の減価償却は、定率法（ただし、平成10年４月１日以後に取得した建物（建
物附属設備を除く）並びに平成28年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物につ
いては定額法）を採用しております。

 また、主な耐用年数は次のとおりであります。
 　建　物　　　 15年　～　47年
 　その他　　　   5年　～　15年
  6. 無形固定資産の減価償却は定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェア

については、当組合における利用可能期間（５年）に基づいて償却しております。
  7． 外貨建資産は、主として決算日の為替相場による円換算額を付しております。
  8． 貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
 破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下「破綻先」という。）

に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下「実質破綻先」という。）に係る債権に
ついては、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能
見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は
経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（以下
「破綻懸念先」という。）で非保全額が一定額以上かつ直近３事業年度以上破綻懸念先であ
る大口債務者については、債務者の状況を総合的に判断してキャッシュ・フローによる回収可
能額を見積り、非保全額から当該キャッシュ・フローを控除した残額を貸倒引当金とする方法
(キャッシュ・フロー控除法)により計上しております。上記以外の債務者に係る債権について
は、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額
に対して今後３年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、３年間の貸倒実
績の過去の一定の期間における平均値に基づき損失額を求め、将来見込みに応じてより実
態を反映する算定期間に基づいて算定するなどの必要な修正を加えて算定しております。

 貸出条件に問題のある債務者、履行状況に問題のある債務者、業況が低調ないし不安定
な債務者又は財務内容に問題のある債務者など今後の管理に注意を要する債務者（以下
「要注意先」という。）のうち、当該債務者の債権の全部又は一部が要管理債権である債務
者（以下「要管理先」という。）に対する債権については今後３年間の予想損失額を見込んで
計上しており、要管理先以外の要注意先及び業況が良好であり、かつ財務内容にも特段の
問題がないと認められる債務者（以下「正常先」という。）に対する債権については今後１年間
の予想損失額を見込んで計上しております。

 予想損失額は、それぞれの債務者区分の損失見込期間を算定期間とし、過去の一定期間
の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の平均値に基づき算定しております。

 すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当
該部署から独立した資産監査部署が資産査定を監査しております。

 なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保
の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額とし
て債権額から直接減額しており、その金額は1,881百万円であります。

  9. 賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込
額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。

10． 退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債
務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、数理計算上の差異は
各発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定年数（７年）による定額法により按分し
た額をそれぞれ発生の翌事業年度から損益処理しております。

 当組合は、複数事業主（信用組合等）により設立された企業年金制度（全国信用組合企
業年金基金）に加入しており、当組合の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算する
ことができないため、当該企業年金制度への拠出額を退職給付費用として処理しております。

 なお、当該企業年金制度全体の直近の積立状況及び制度全体の拠出等に占める当組
合の割合並びにこれらに関する補足説明は次のとおりであります。
（1） 制度全体の積立状況に関する事項（令和6年３月31日現在）

年金資産の額 249,416百万円
年金財政計算上の数理債務の額 211,033百万円
差引額  38,382百万円

（2） 制度全体に占める当組合の掛金拠出割合（自令和5年４月１日　至令和6年３月31日）
 2.016％

（3） 補足説明
上記(1)の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高△9,895百
万円及び別途積立金48,278百万円であります。本制度における過去勤務債務の償却
方法は期間８年の元利均等償却であり、当組合は当期の計算書類上、特別掛金84百
万円を費用処理しております。なお、特別掛金の額は予め定められた掛金率を掛金拠出
時の標準給与の額に乗じることで算定されるため、上記(2)の割合は当組合の実際の負
担割合とは一致しておりません。

11. 役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職
慰労金の支給見込額のうち、当事業年度末までに発生していると認められる額を計上してお
ります。

12. 偶発損失引当金は、信用保証協会の責任共有制度に基づく負担金の将来における支出
に備えるため、将来の負担金支出見込額を計上しております

13. 顧客との契約から生じる収益の計上時期は、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転
した時点としております。また顧客との契約から生じる収益の計上額は、財又はサービスと交換
に受け取ると見込まれる金額で算出しております。役務取引等収益のうち、サービス提供期間
にわたって履行義務を充足するものについては、当該期間にわたって収益を認識しております。

14． 資産に係る控除対象外消費税等は発生事業年度の期間費用としております。
15． 有形固定資産の減価償却累計額　　　　　 3,674百万円
16． 協同組合による金融事業に関する法律及び金融機能の再生のための緊急措置に関する

法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、貸借対照表の「有価証券」中の社
債（その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当
該社債の発行が有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）によるものに限る。）、貸
出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに債務保証見返の各勘定
に計上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証
券（使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。）であります。

（注）

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年政令第119号）第２条第４号に定める地価税
の課税価格計算の基礎となる土地の価額に奥行価格補正等合理的な調整を行って算出

 破産更生債権及びこれらに準ずる債権額 790百万円
 危険債権額 2,321百万円
 三月以上延滞債権額 24百万円
 貸出条件緩和債権額 1,282百万円
 合計額 4,419百万円
 破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開

始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる
債権であります。

 危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が
悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で
破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。

 三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延して
いる貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであ
ります。貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の
減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを
行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債
権に該当しないものであります。

 なお、債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
17． 手形割引は、業種別委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理しております。

これにより受け入れた商業手形は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を
有しておりますが、その額面金額は250百万円であります。

18． 担保に提供している資産は、次のとおりであります。
 担保提供している資産 預け金 3,000百万円
  有価証券  18,360百万円
 担保資産に対応する債務 借用金 15,800百万円
 上記のほか、為替取引のために、預け金 3,000百万円を担保提供しております。
19.  出資１口当たりの純資産額 833円18銭
20． 金融商品の状況に関する事項

（1） 金融商品に関する取組方針
当組合は、預金業務、融資業務及び市場運用業務などの金融業務を行っております。
このため、金利変動による不利な影響が生じないように、資産及び負債の総合的管理

（ＡＬＭ）をしております。
（2） 金融商品の内容及びそのリスク

当組合が保有する金融資産は、主として事業地区内のお客様に対する貸出金であり
ます。
また、有価証券は、主に債券、投資信託及び株式であり、満期保有目的及び純投資目
的で保有しております。
これらは、それぞれ発行体の信用リスク及び金利の変動リスク、市場価格の変動リスク
に晒されております。また、外貨建有価証券については、為替の変動リスクに晒されており
ます。
一方、金融負債は主としてお客様からの預金であり、流動性リスクに晒されております。
また、変動金利の預金については、金利の変動リスクに晒されております。

（3） 金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスクの管理
　当組合は、クレジットポリシー及び信用リスクに関する管理諸規程に従い、貸出金につ
いて、個別案件ごとの与信審査、与信限度額、信用情報管理、保証や担保の設定、問
題債権への対応など与信管理に関する体制を整備し運営しております。
　これらの与信管理は、各営業店のほか審査部により行われ、また、定期的に経営陣に
よる常勤理事会や理事会を開催し、審議・報告を行っております。
　さらに、与信管理の状況については、監査部がチェックしております。
　有価証券の発行体の信用リスクに関しては、経営企画部において、信用情報や時価
の把握を定期的に行うことで管理しております。
②市場リスクの管理
（ｉ） 金利リスクの管理

当組合は、ＡＬＭによって金利の変動リスクを管理しております。
ＡＬＭに関する規程及び要領において、リスク管理方法や手続等の詳細を明記して
おり、ＡＬＭ・統合的リスク管理委員会において決定されたＡＬＭに関する方針に基
づき、ＡＬＭ・統合的リスク管理委員会において実施状況の把握・確認、今後の対応
等の協議を行っております。
日常的には経営企画部において金融資産及び負債の金利や期間を総合的に把
握し、ギャップ分析や金利感応度分析等によりモニタリングを行い、月次ベースでＡ
ＬＭ・統合的リスク管理委員会に報告しております。

（　） 価格変動リスクの管理
有価証券を含む市場運用商品の保有については、市場リスク管理方針に基づき、
理事会の監督の下、市場リスク管理の諸規程に従い行われております。
このうち、経営管理部では、市場運用商品の購入を行っており、事前審査、投資限
度額の設定のほか、継続的なモニタリングを通じて、価格変動リスクの軽減を図って
おります。
これらの情報は経営企画部を通じ、理事会において定期的に報告されております。

（　） 市場リスクに係る定量的情報
当組合では、「預け金」、「有価証券」、「貸出金」、「預金積金」、「借用金」の市場リ
スク量をＶａＲにより月次で計測し、取得したリスク量がリスク限度額の範囲内となる
ように管理しております。
当組合のＶａＲは、分散共分散法（保有期間120日、信頼区間99％、観測期間５
年）により算出しており、令和７年３月31日（当事業年度の決算日）現在で当組合の
市場リスク量（損失額の推計値）は、全体で1,131百万円であります。ただし、ＶａＲ
は過去の相場変動をベースに統計的に算出した一定の発生確率での市場リスク
量を計測しており、通常では考えられないほど市場環境が激変する状況下における
リスクは捕捉できない場合があります。

③資金調達に係る流動性リスクの管理
　当組合は、適時に資金管理を行うほか、資金調達手段の多様化、市場環境を考慮し
た長短の調達バランスの調整などによって、流動性リスクを管理しております。

（4） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
なお、一部の金融商品については、簡便な計算により算出した時価に代わる金額を
含めて開示しております。

21． 金融商品の時価等に関する事項
 令和７年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであ

ります（時価等の評価技法（算定方法）については（注１）参照）。なお、市場価格のない株式
等及び組合出資金は、次表には含めておりません（（注２）参照）。

 また、重要性の乏しい科目については記載を省略しております。

ｉｉ

ｉｉｉ

（単位　百万円） （単位　百万円）

200
400
600
399
399
999

200
410
611
390
390
1,001

0
10
11
△9
△9
1

社 　 債
そ の 他
小 計
社 　 債
小 計

合 計

貸借対照表計上額 時価種類 差額

時価が貸借対照表計上額を
超えるもの

時価が貸借対照表計上額を
超えないもの

区　分 貸借対照表計上額
非上場株式（＊1）

全信組連出資金（＊1）
組合出資金（＊2）
合　計

（単位　百万円）

30
  686
  742
1,459

642
209
52
64
140
1,109
△626
△626
482

（単位　百万円）

再評価に係る繰延税金資産
評価性引当額
再評価に係る繰延税金負債
再評価に係る繰延税金負債の純額

65
△65
129
129

（1）預け金 （＊1）
（2） 有価証券
　　　満期保有目的の債券
　　　その他有価証券
（3） 貸出金 （＊1）
　　　貸倒引当金 （＊2）

 金融資産計
（1） 預金積金 （＊1）
（2） 借用金 （＊1）
 金融負債計

13,796

   　999
  74,492
 191,216
△ 1,343
189,872
 279,160
 252,780
  15,800
 268,580

13,696

  1,001
 74,492

191,001
280,191
250,501
 15,800
266,301

△ 100

     1
       ̶

   1,128
   1,030
△ 2,278
       ̶
△ 2,278

（単位　百万円）

貸借対照表計上額 時　価 差　額

場所
笠松町
可児市

主な用途
笠松支店
可児支店

土地
54
68

減損損失計
54
68

　（3） その他有価証券 （単位　百万円）
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額

株 式
債 券
国　債
地方債
社　債

そ の 他
小 計

20
116
12
28
74
918
1,054
－

△2,312
△655
△90

△1,567
△229
△2,541
△1,487

売却価額 売却益 売却損
1,329百万円 536百万円 －百万円

繰延税金資産
貸倒引当金
減損損失
賞与引当金
退職給付引当金
その他

繰延税金資産小計
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額

評価性引当額小計
繰延税金資産合計

貸借対照表計上額が取得
原価を超えるもの

株 式
債 券
国　債
地方債
社　債

そ の 他
小 計

貸借対照表計上額が取得
原価を超えないもの

合 計

（単位　百万円）

債 券
国 　 債
地 方 債
社 　 債

そ の 他
合 計

１年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超
 2,486 26,869 7,882 18,431
 － － 412  3,361
 70 6,859 1,123 342
2,416  20,009 6,346 14,727
2,099  11,059 1,767 －
4,585  37,928 9,649 18,431

25. その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の期間毎の償還予定額は次の
とおりであります。

53
8,084
412
2,092
5,579
5,918
14,057

30
46,985
3,361
6,304
37,320
14,191
61,207
75,265

33
7,968
399
2,063
5,505
5,000
13,002

30
49,298
4,016
6,394
38,887
14,420
63,749
76,752

23
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22. 有価証券の時価、評価差額等に関する事項は次のとおりであります。
（1） 売買目的有価証券に区分した有価証券はありません。
（2） 満期保有目的の債券

23. 当期中に売却した満期保有目的の債券はありません。
24. 当期中に売却したその他有価証券は次のとおりであります。

26. 金銭の信託の保有目的別の内訳は次のとおりであります。
　運用目的の金銭の信託
貸借対照表計上額 2,437百万円
当期の損益に含まれた評価差額 △16百万円

　満期保有目的の金銭の信託及びその他の金銭の信託の取扱いはありません。
27. 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客から融資実行の申し出を受
けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付け
ることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、10,829百万円であり
ます。このうち原契約期間が１年以内のもの又は任意の時期に無条件で取消可能なものが
10,829百万円あります。

 なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そ
のものが必ずしも当組合の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの
契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全、その他相当の事由があるときは、当組合が実
行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条件が付けら
れております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、
契約後も定期的に予め定めている当組合内手続きに基づき顧客の業況等を把握し、必要に応
じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。

28. 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生原因別の内訳は、それぞれ以下のとおりであり
ます。

29. 会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事
業年度に係る計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。

 貸倒引当金 1,343百万円
 貸倒引当金の算定方法は、重要な会計方針として、８.に記載しております。
 主要な仮定は、「債務者区分の判定における貸出先の将来の業績見通し」であります。「債
務者区分の判定における貸出先の将来の業績見通し」は、各債務者の収益獲得能力を個別
に評価し、設定しております。

 なお、個別貸出先の業績変化等により、当初の見積りに用いた仮定が変化した場合は、翌事
業年度に係る計算書類における貸倒引当金に重要な影響を及ぼす可能性があります。

（注）1.　記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。なお、以下の注記については、
表示単位未満を切り捨てて表示しております。
2.　出資1口当たりの当期純利益 16円20銭
3.　収益を理解するための基礎となる情報は、貸借対照表の注記において、重要な会計方
針をあわせて注記しております。
4.　当事業年度における固定資産の減損損失に関する事項は、次のとおりであります。

 当組合は、事業用店舗について、それぞれ個別の物件をグルーピングの単位としており
ます。
　　事業用の店舗のうち、投資額の回収が見込まれない場合に、帳簿価額を回収可能価
額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
 なお、当期の減損損失の測定に使用した回収可能金額は鑑定評価額であります。

金融資産
（1）預け金
 満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時
価としております。満期のある預け金については、市場金利で割り引くことで現在価値を算定し、
当該現在価値を時価とみなしております。仕組預け金については、預け先の算出した時価により
記載しております。

（2） 有価証券
 株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によって
おります。投資信託は市場における取引価格が存在している場合は、当該価格を時価としており
ます。市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約等に関して市場参加者か
らリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合、基準価額を時価としております。

 なお、保有目的区分ごとの有価証券に関する注記事項については22.～25.に記載しております。
（3） 貸出金
 貸出金は、以下の①～②の合計額から、貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒
引当金を控除する方法により算定し、その算出結果を簡便な方法により算出した時価に代わる
金額として記載しております。

　　①　６ヵ月以上延滞債権等、将来キャッシュ・フローの見積りが困難な債権については、その貸
借対照表の貸出金勘定に計上している額（貸倒引当金控除前の額）

　　②　①以外は、貸出金の種類ごとにキャッシュ・フローを作成し、元利金の合計額を市場金利
（ＯＩＳ、ＳＷＡＰ等）で割り引いた価額を時価とみなしております。

　　仕組貸出金については、カウンターパーティーの算出した時価により記載しております。
金融負債
（1） 預金積金
 要求払預金については、決算日に要求された場合の支払額（帳簿簿価）を時価とみなしておりま
す。定期預金の時価は、一定の金額帯及び期間帯ごとに将来キャッシュ・フローを作成し、元利金
の合計額を一種類の市場金利（ＯＩＳ、ＳＷＡＰ等）で割り引いた価額を時価とみなしております。

（2） 借用金
 借用金については、残存期間が短期間（１年以内）のため、時価は帳簿価額と近似しているこ
とから、当該約定価額を時価としております。

（＊1）非上場株式及び全信組連出資金については、企業会計基準適用指針第19号「金融商品の
時価等の開示に関する適用指針」（令和２年３月31日）第５項に基づき、時価開示の対象とは
しておりません。

（＊2）組合出資金については、企業会計基準適用指針第31号「時価の算定に関する会計基準の適用指
針」（令和３年６月17日）第24-16項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。

（＊1）預け金、貸出金、預金積金、借用金の「時価」には、「簡便な計算により算出した時価に代
わる金額」を記載しております。

（＊2）貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
（注１）金融商品の時価等の評価技法（算定方法）

（注２）市場価格のない株式等及び組合出資金の貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商
品の時価情報には含まれておりません。

［損益計算書関係］

  １． 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。なお、以下の注記については、
表示単位未満を切り捨てて表示しております。

  ２． 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定
額法）、その他有価証券については時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）、た
だし、市場価格のない株式等については移動平均法による原価法により行っております。な
お、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。

  3． 有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されて
いる有価証券の評価は、時価法により行っております。

  4． 土地の再評価に関する法律（平成10年法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価
を行っております。なお、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に
係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」と
して純資産の部に計上しております。

 再評価を行った年月日 平成11年３月31日
 当該事業用土地の再評価前の帳簿価額 1,400百万円
 当該事業用土地の再評価後の帳簿価額 1,636百万円
 同法律第３条第３項に定める再評価の方法

 同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の決算期における時価の合計額と当
該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額 △930百万円

  5． 有形固定資産の減価償却は、定率法（ただし、平成10年４月１日以後に取得した建物（建
物附属設備を除く）並びに平成28年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物につ
いては定額法）を採用しております。

 また、主な耐用年数は次のとおりであります。
 　建　物　　　 15年　～　47年
 　その他　　　   5年　～　15年
  6. 無形固定資産の減価償却は定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェア

については、当組合における利用可能期間（５年）に基づいて償却しております。
  7． 外貨建資産は、主として決算日の為替相場による円換算額を付しております。
  8． 貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
 破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下「破綻先」という。）

に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下「実質破綻先」という。）に係る債権に
ついては、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能
見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は
経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（以下
「破綻懸念先」という。）で非保全額が一定額以上かつ直近３事業年度以上破綻懸念先であ
る大口債務者については、債務者の状況を総合的に判断してキャッシュ・フローによる回収可
能額を見積り、非保全額から当該キャッシュ・フローを控除した残額を貸倒引当金とする方法
(キャッシュ・フロー控除法)により計上しております。上記以外の債務者に係る債権について
は、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額
に対して今後３年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、３年間の貸倒実
績の過去の一定の期間における平均値に基づき損失額を求め、将来見込みに応じてより実
態を反映する算定期間に基づいて算定するなどの必要な修正を加えて算定しております。

 貸出条件に問題のある債務者、履行状況に問題のある債務者、業況が低調ないし不安定
な債務者又は財務内容に問題のある債務者など今後の管理に注意を要する債務者（以下
「要注意先」という。）のうち、当該債務者の債権の全部又は一部が要管理債権である債務
者（以下「要管理先」という。）に対する債権については今後３年間の予想損失額を見込んで
計上しており、要管理先以外の要注意先及び業況が良好であり、かつ財務内容にも特段の
問題がないと認められる債務者（以下「正常先」という。）に対する債権については今後１年間
の予想損失額を見込んで計上しております。

 予想損失額は、それぞれの債務者区分の損失見込期間を算定期間とし、過去の一定期間
の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の平均値に基づき算定しております。

 すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当
該部署から独立した資産監査部署が資産査定を監査しております。

 なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保
の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額とし
て債権額から直接減額しており、その金額は1,881百万円であります。

  9. 賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込
額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。

10． 退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債
務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、数理計算上の差異は
各発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定年数（７年）による定額法により按分し
た額をそれぞれ発生の翌事業年度から損益処理しております。

 当組合は、複数事業主（信用組合等）により設立された企業年金制度（全国信用組合企
業年金基金）に加入しており、当組合の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算する
ことができないため、当該企業年金制度への拠出額を退職給付費用として処理しております。

 なお、当該企業年金制度全体の直近の積立状況及び制度全体の拠出等に占める当組
合の割合並びにこれらに関する補足説明は次のとおりであります。
（1） 制度全体の積立状況に関する事項（令和6年３月31日現在）

年金資産の額 249,416百万円
年金財政計算上の数理債務の額 211,033百万円
差引額  38,382百万円

（2） 制度全体に占める当組合の掛金拠出割合（自令和5年４月１日　至令和6年３月31日）
 2.016％

（3） 補足説明
上記(1)の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高△9,895百
万円及び別途積立金48,278百万円であります。本制度における過去勤務債務の償却
方法は期間８年の元利均等償却であり、当組合は当期の計算書類上、特別掛金84百
万円を費用処理しております。なお、特別掛金の額は予め定められた掛金率を掛金拠出
時の標準給与の額に乗じることで算定されるため、上記(2)の割合は当組合の実際の負
担割合とは一致しておりません。

11. 役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職
慰労金の支給見込額のうち、当事業年度末までに発生していると認められる額を計上してお
ります。

12. 偶発損失引当金は、信用保証協会の責任共有制度に基づく負担金の将来における支出
に備えるため、将来の負担金支出見込額を計上しております

13. 顧客との契約から生じる収益の計上時期は、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転
した時点としております。また顧客との契約から生じる収益の計上額は、財又はサービスと交換
に受け取ると見込まれる金額で算出しております。役務取引等収益のうち、サービス提供期間
にわたって履行義務を充足するものについては、当該期間にわたって収益を認識しております。

14． 資産に係る控除対象外消費税等は発生事業年度の期間費用としております。
15． 有形固定資産の減価償却累計額　　　　　 3,674百万円
16． 協同組合による金融事業に関する法律及び金融機能の再生のための緊急措置に関する

法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、貸借対照表の「有価証券」中の社
債（その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当
該社債の発行が有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）によるものに限る。）、貸
出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに債務保証見返の各勘定
に計上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証
券（使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。）であります。

（注）

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年政令第119号）第２条第４号に定める地価税
の課税価格計算の基礎となる土地の価額に奥行価格補正等合理的な調整を行って算出

 破産更生債権及びこれらに準ずる債権額 790百万円
 危険債権額 2,321百万円
 三月以上延滞債権額 24百万円
 貸出条件緩和債権額 1,282百万円
 合計額 4,419百万円
 破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開

始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる
債権であります。

 危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が
悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で
破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。

 三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延して
いる貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであ
ります。貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の
減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを
行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債
権に該当しないものであります。

 なお、債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
17． 手形割引は、業種別委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理しております。

これにより受け入れた商業手形は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を
有しておりますが、その額面金額は250百万円であります。

18． 担保に提供している資産は、次のとおりであります。
 担保提供している資産 預け金 3,000百万円
  有価証券  18,360百万円
 担保資産に対応する債務 借用金 15,800百万円
 上記のほか、為替取引のために、預け金 3,000百万円を担保提供しております。
19.  出資１口当たりの純資産額 833円18銭
20． 金融商品の状況に関する事項

（1） 金融商品に関する取組方針
当組合は、預金業務、融資業務及び市場運用業務などの金融業務を行っております。
このため、金利変動による不利な影響が生じないように、資産及び負債の総合的管理

（ＡＬＭ）をしております。
（2） 金融商品の内容及びそのリスク

当組合が保有する金融資産は、主として事業地区内のお客様に対する貸出金であり
ます。
また、有価証券は、主に債券、投資信託及び株式であり、満期保有目的及び純投資目
的で保有しております。
これらは、それぞれ発行体の信用リスク及び金利の変動リスク、市場価格の変動リスク
に晒されております。また、外貨建有価証券については、為替の変動リスクに晒されており
ます。
一方、金融負債は主としてお客様からの預金であり、流動性リスクに晒されております。
また、変動金利の預金については、金利の変動リスクに晒されております。

（3） 金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスクの管理
　当組合は、クレジットポリシー及び信用リスクに関する管理諸規程に従い、貸出金につ
いて、個別案件ごとの与信審査、与信限度額、信用情報管理、保証や担保の設定、問
題債権への対応など与信管理に関する体制を整備し運営しております。
　これらの与信管理は、各営業店のほか審査部により行われ、また、定期的に経営陣に
よる常勤理事会や理事会を開催し、審議・報告を行っております。
　さらに、与信管理の状況については、監査部がチェックしております。
　有価証券の発行体の信用リスクに関しては、経営企画部において、信用情報や時価
の把握を定期的に行うことで管理しております。
②市場リスクの管理
（ｉ） 金利リスクの管理

当組合は、ＡＬＭによって金利の変動リスクを管理しております。
ＡＬＭに関する規程及び要領において、リスク管理方法や手続等の詳細を明記して
おり、ＡＬＭ・統合的リスク管理委員会において決定されたＡＬＭに関する方針に基
づき、ＡＬＭ・統合的リスク管理委員会において実施状況の把握・確認、今後の対応
等の協議を行っております。
日常的には経営企画部において金融資産及び負債の金利や期間を総合的に把
握し、ギャップ分析や金利感応度分析等によりモニタリングを行い、月次ベースでＡ
ＬＭ・統合的リスク管理委員会に報告しております。

（　） 価格変動リスクの管理
有価証券を含む市場運用商品の保有については、市場リスク管理方針に基づき、
理事会の監督の下、市場リスク管理の諸規程に従い行われております。
このうち、経営管理部では、市場運用商品の購入を行っており、事前審査、投資限
度額の設定のほか、継続的なモニタリングを通じて、価格変動リスクの軽減を図って
おります。
これらの情報は経営企画部を通じ、理事会において定期的に報告されております。

（　） 市場リスクに係る定量的情報
当組合では、「預け金」、「有価証券」、「貸出金」、「預金積金」、「借用金」の市場リ
スク量をＶａＲにより月次で計測し、取得したリスク量がリスク限度額の範囲内となる
ように管理しております。
当組合のＶａＲは、分散共分散法（保有期間120日、信頼区間99％、観測期間５
年）により算出しており、令和７年３月31日（当事業年度の決算日）現在で当組合の
市場リスク量（損失額の推計値）は、全体で1,131百万円であります。ただし、ＶａＲ
は過去の相場変動をベースに統計的に算出した一定の発生確率での市場リスク
量を計測しており、通常では考えられないほど市場環境が激変する状況下における
リスクは捕捉できない場合があります。

③資金調達に係る流動性リスクの管理
　当組合は、適時に資金管理を行うほか、資金調達手段の多様化、市場環境を考慮し
た長短の調達バランスの調整などによって、流動性リスクを管理しております。

（4） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
なお、一部の金融商品については、簡便な計算により算出した時価に代わる金額を
含めて開示しております。

21． 金融商品の時価等に関する事項
 令和７年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであ

ります（時価等の評価技法（算定方法）については（注１）参照）。なお、市場価格のない株式
等及び組合出資金は、次表には含めておりません（（注２）参照）。

 また、重要性の乏しい科目については記載を省略しております。

ｉｉ

ｉｉｉ

（単位　百万円） （単位　百万円）

200
400
600
399
399
999

200
410
611
390
390
1,001

0
10
11
△9
△9
1

社 　 債
そ の 他
小 計
社 　 債
小 計

合 計

貸借対照表計上額 時価種類 差額

時価が貸借対照表計上額を
超えるもの

時価が貸借対照表計上額を
超えないもの

区　分 貸借対照表計上額
非上場株式（＊1）

全信組連出資金（＊1）
組合出資金（＊2）
合　計

（単位　百万円）

30
  686
  742
1,459

642
209
52
64
140
1,109
△626
△626
482

（単位　百万円）

再評価に係る繰延税金資産
評価性引当額
再評価に係る繰延税金負債
再評価に係る繰延税金負債の純額

65
△65
129
129

（1）預け金 （＊1）
（2） 有価証券
　　　満期保有目的の債券
　　　その他有価証券
（3） 貸出金 （＊1）
　　　貸倒引当金 （＊2）

 金融資産計
（1） 預金積金 （＊1）
（2） 借用金 （＊1）
 金融負債計

13,796

   　999
  74,492
 191,216
△ 1,343
189,872
 279,160
 252,780
  15,800
 268,580

13,696

  1,001
 74,492

191,001
280,191
250,501
 15,800
266,301

△ 100

     1
       ̶

   1,128
   1,030
△ 2,278
       ̶
△ 2,278

（単位　百万円）

貸借対照表計上額 時　価 差　額

場所
笠松町
可児市

主な用途
笠松支店
可児支店

土地
54
68

減損損失計
54
68

　（3） その他有価証券 （単位　百万円）
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額

株 式
債 券
国　債
地方債
社　債

そ の 他
小 計

20
116
12
28
74
918
1,054
－

△2,312
△655
△90

△1,567
△229
△2,541
△1,487

売却価額 売却益 売却損
1,329百万円 536百万円 －百万円

繰延税金資産
貸倒引当金
減損損失
賞与引当金
退職給付引当金
その他

繰延税金資産小計
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額

評価性引当額小計
繰延税金資産合計

貸借対照表計上額が取得
原価を超えるもの

株 式
債 券
国　債
地方債
社　債

そ の 他
小 計

貸借対照表計上額が取得
原価を超えないもの

合 計

（単位　百万円）

債 券
国 　 債
地 方 債
社 　 債

そ の 他
合 計

１年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超
 2,486 26,869 7,882 18,431
 － － 412  3,361
 70 6,859 1,123 342
2,416  20,009 6,346 14,727
2,099  11,059 1,767 －
4,585  37,928 9,649 18,431

25. その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の期間毎の償還予定額は次の
とおりであります。

53
8,084
412
2,092
5,579
5,918
14,057

30
46,985
3,361
6,304
37,320
14,191
61,207
75,265

33
7,968
399
2,063
5,505
5,000
13,002

30
49,298
4,016
6,394
38,887
14,420
63,749
76,752

24



損益の状況

令和7年３月期令和6年３月期

利回・利鞘 （単位　％）

受 取 利 息 の 増 減
支 払 利 息 の 増 減

当 座 預 金
普 通 預 金
貯 蓄 預 金
通 知 預 金
別 段 預 金
納 税 準 備 預 金
定 期 預 金
定 期 積 金
合 計

割 引 手 形
手 形 貸 付
証 書 貸 付
当 座 貸 越
合 計

貸 出 金
う ち 変 動 金 利
う ち 固 定 金 利

固 定 金 利 定 期 預 金
変 動 金 利 定 期 預 金
そ の 他

定 期 預 金

資 金 運 用 利 回
資 金 調 達 原 価 率
預 貸 金 利 鞘
総 資 金 利 鞘

1.74
1.38
0.70
0.35

1.81
1.43
0.65
0.38

令和7年３月期令和6年３月期
163
144

254
21

受取利息および支払利息の増減 （単位　百万円）

※受取利息は、貸出金、預け金、金融機関貸付金等、有価証券の各利息合計額の前期比増減
額を記載しております。
※支払利息は、預金積金、譲渡性預金、借用金の各利息合計額の前期比増減額を記載しております。

業務の状況

2,377
65,823
492

1,129
216
177

194,341
1,741

266,299

1,948
68,447
463

1,413
259
148

187,726
1,408

261,816

（  ）
（ ）
（  ）
（  ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）

532
20,333
150,263
11,841
182,970

（    0.2）
（  11.1）
（ 82.1）
（   6.4）
（100.0）

99,915
85,789
185,705

（ 53.8）
（ 46.1）
（100.0）

106,040
85,176
191,216

（ 55.4）
（ 44.5）
（100.0）

373
22,030
155,222
12,442
190,069

(  0.2)
( 11.5)
( 81.6)
(  6.5)
(100.0)

令和7年３月期令和6年３月期

預金種目別平均残高 （単位　百万円／％）

預金の内訳

※（　）内は構成比です。

令和7年３月期令和6年３月期

192,309
191,858

52
397

185,705
98,090
87,614

191,216 
106,839 
84,376 

178,544 
178,166 

44 
333 

定期預金種類別残高 （単位　百万円）

令和7年３月期令和6年３月期

令和7年３月期令和6年３月期

貸出金資金使途別内訳 （単位　百万円／％）

貸出金金利区分別残高 （単位　百万円）

※（　）内は構成比です。

※（　）内は構成比です。

令和7年３月期令和6年３月期

貸出金の内訳

貸出金種類別平均残高 （単位　百万円／％）

資金運用勘定
貸　出　金
預　け　金
有 価 証 券

資金調達勘定
預 金 積 金
借　用　金

令和7年３月期
利回り（％）利　息平均残高

285,002 
190,069 
15,542 
78,704 
267,635 
261,816 
8,510 

5,183 
4,052 
44 

1,059 
443 
439 
8

1.81
2.13
0.28
1.34
0.16
0.16
0.09

令和6年３月期
利回り（％）利　息平均残高

282,254
182,970
20,423
78,173
267,140
266,299
3,395

4,917
3,852
12

1,025
421
427
△1

1.74
2.10
0.06
1.31
0.15
0.16
△0.04

資金運用・調達勘定の平均残高、利息、利回り （単位　百万円）

※「資金調達勘定」は、金銭の信託運用見合額の平均残高及び利息を控除して表示しています。
（平残：令和5年度2,553百万円、令和6年度2,691百万円）
　（利息：令和5年度4,035千円、令和6年度4,467千円）

※「資金調達費用」は、金銭の信託運用見合費用を控除して表示しています。
　（令和5年度4,035千円、令和6年度4,467千円）

※業務純益＝業務収益－（業務費用－金銭の信託運用見合費用）       
※実質業務純益＝業務純益+一般貸倒引当金繰入額
※コア業務純益＝実質業務純益－国債等債券損益

資 金 運 用 利 益
　 資 金 運 用 収 益
　 資 金 調 達 費 用
役 務 取 引 等 利 益
　 役 務 取 引 等 収 益
　 役 務 取 引 等 費 用
そ の 他 の 業 務 利 益
　 そ の 他 業 務 収 益
　 そ の 他 業 務 費 用
業 務 粗 利 益
業 務 粗 利 益 率
業 務 純 益
実 質 業 務 純 益
コ ア 業 務 純 益
コ ア 業 務 純 益
（除く投資信託解約損益）

(A)=(B)̶(C)
(B)
(C)

(D)=(E)̶(F)
(E)
(F)

(G)=(H)̶( I )
(H)
( I )

(A)+(D)+(G)

4,740 
5,183 
443
△4
240
245
584
585
1

5,320 

1,626 
1,898 
1,361  

1,351

1.86%

4,507
4,929
421
△49
212
261
12
78
66

4,470

1,053
1,159
1,178 

1,139

1.58%

※業務粗利益率 =
業務粗利益

資金運用勘定平均残高
×100

令和7年
３月期

令和6年
３月期

業務粗利益および業務純益等 （単位　百万円）

令和6年３月期
14,591 
590 
30 
112 

19,986 
8,535 
538 
3,629 
13,031 
5,477 
38,888 

0 
1,301 
871 
3,822 
6,228 
1,998 
11,672 
9,629 
40 

140,976 
4,444 
40,284 
185,705 

（  ）
（ ）
（  ）
（  ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（  ）
（ ）
（  ）
（  ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（  ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）

令和7年３月期
製 造 業
農 業 、 林 業
漁 業
鉱 業 、採 石 業 、砂 利 採 取 業
建 設 業
電気、ガス、熱供給、水道業
情 報 通 信 業
運 輸 業 、 郵 便 業
卸 売 業 、 小 売 業
金 融 業 、 保 険 業
不 動 産 業
物 品 賃 貸 業
学術研究、専門・技術サービス業
宿 泊 業
飲 食 業
生活関連サービス業、娯楽業
教 育 、 学 習 支 援 業
医 療 、 福 祉
そ の 他 の サ ー ビ ス
そ の 他 の 産 業
小 　 　 計
国 ・ 地 方 公 共 団 体 等
個人（住宅・消費・納税資金等）
合 　 　 計

15,586 
615 
26 
87 

19,448 
9,653 
578 
3,428 
12,787 
4,726 
43,457 

0 
971 
657 
3,540 
6,485 
1,756 
15,071 
10,327 
296 

149,504 
4,026 
37,685 
191,216 

貸出金業種別内訳 （単位　百万円／％）

※貸倒引当金とは、回収困難な貸出金を償却する場合などに備えて積み立てている引当金です。
※当組合は、特定海外債権を保有しておりませんので、「特定海外債権引当勘定」に係る引当
は行っておりません。

令和7年３月期

一 般 貸 倒 引 当 金
個 別 貸 倒 引 当 金
合 計

期末残高 増減高
令和6年３月期

期末残高 増減高
604
938

1,543

106
△52
53

877
466

1,343 

272
△472
△199

貸倒引当金内訳 （単位　百万円）

※（　）内は構成比です。
注）業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。

令和7年３月期
貸 出 金 償 却 額 879

令和6年３月期
673

貸出金償却 （単位　百万円）

当組合預金積金
有 価 証 券
動 産
不 動 産
信用保証協会・信用保険
保 証
信 用
そ の 他
合 計

4 
̶
̶
1 
0 
̶
̶
̶
5 

令和7年３月期

955 
̶
̶

116,636 
14,828 
34,432 
24,361 

̶
191,216 

72.2
̶
̶

21.3
6.5
̶
̶
̶

100.0

0.4
̶
̶

60.9
7.7
18.0
12.7
̶

100.0

5
̶
̶
2
0 
̶
̶
̶
7

令和6年３月期

1,132
̶
̶

110,331
15,787
33,552
24,901

̶
185,705

65.9
̶
̶

28.5
5.5
̶
̶
̶

100.0

0.6
̶
̶

59.4
8.5
18.0
13.4
̶

100.0

残 高
貸　出　金 債務保証見返

構成比 構成比残高残 高
貸　出　金 債務保証見返

構成比 構成比残高

貸出金担保別／債務保証見返額 （単位　百万円／％）

業務の状況

令和7年３月期
1,129
3,478
1,196
259
937
5,805

180,030
185,835

3.12%

令和6年３月期

(A)

(B)
(A)/(B)×100

協金法開示債権（リスク管理債権）及び金融再生法開示債権 （単位　百万円）

（注）
１．「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開
始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる
債権です。

２．「危険債権」とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が
悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権
（１に掲げるものを除く。）です。
３．「要管理債権」とは、「三月以上延滞債権」及び「貸出条件緩和債権」に該当する貸出金です。
４．「三月以上延滞債権」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延して
いる貸出金（１及び２に掲げるものを除く。）です。  

５．「貸出条件緩和債権」とは、債務者の経営再建等を図ることを目的として、金利の減免、利息
の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出
金（１、２及び４に掲げるものを除く。）です。

６．「正常債権」とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がない債権（１、２及び３に掲
げるものを除く。）です。

７．「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」及び「正常債権」が対象となる債権
は、貸借対照表の「有価証券」中の社債（その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部
について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募（金融商品取引法
第２条第３項）によるものに限る。）、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮
払金並びに債務保証見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価証券の
貸付けを行っている場合のその有価証券（使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。）
です。             

790 
2,321 
1,306 
24 

1,282 
4,419 

186,902 
191,322 

2.31%

設 備 資 金
運 転 資 金
合 計

0.7
26.1
0.1
0.5
0.1
0.0
71.7
0.5

100.0

7.9
0.3
0.0
0.1
10.8
4.6
0.3
2.0
7.0
3.0
20.9
0.0
0.7
0.5
2.1
3.4
1.1
6.3
5.2
0.0
75.9
2.4
21.7
100.0

（  ）
（ ）
（  ）
（  ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）

0.8
24.7
0.1
0.4
0.0
0.0
72.9
0.6

100.0

（  ）
（ ）
（  ）
（  ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（  ）
（ ）
（  ）
（  ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（  ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）

8.2
0.3
0.0
0.0
10.2
5.0
0.3
1.8
6.7
2.5
22.7
0.0
0.5
0.3
1.9
3.4
0.9
7.9
5.4
0.2
78.2
2.1
19.7
100.0

※資金運用利回り =
資金運用収益

資金運用勘定計平均残高
×100

※資金調達原価率 =
資金調達費用－金銭の信託運用見合費用＋経費

資金調達勘定計平均残高
×100

破産更生債権及びこれらに準ずる債権額
危 険 債 権 額
要 管 理 債 権 額
三 月 以 上 延 滞 債 権 額
貸 出 条 件 緩 和 債 権 額
小 計
正 常 債 権 額
合 計
不 良 債 権 比 率 

資料編資料編

令和7年３月期
総資産経常利益率
総資産当期純利益率

0.23
0.11

令和6年３月期
0.17
0.15

 総資産経常利益率、総資産当期純利益率 （単位　％）

各種指標等

※総資産経常（当期純）利益率 =
経常（当期純）利益

総資産（債務保証見返除く）平均残高
×100

令和7年３月期

預貸率

預証率

期中平均預貸率
期 末 預 貸 率
期中平均預証率
期 末 預 証 率

72.59
75.64
30.06
30.17

令和6年３月期
68.70
70.34
29.35
30.15

預貸率／預証率 （単位　％）

※預貸率 =
貸出金

預金積金＋譲渡性預金
×100

※預証率 =
有価証券

預金積金＋譲渡性預金
×100
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損益の状況

令和7年３月期令和6年３月期

利回・利鞘 （単位　％）

受 取 利 息 の 増 減
支 払 利 息 の 増 減

当 座 預 金
普 通 預 金
貯 蓄 預 金
通 知 預 金
別 段 預 金
納 税 準 備 預 金
定 期 預 金
定 期 積 金
合 計

割 引 手 形
手 形 貸 付
証 書 貸 付
当 座 貸 越
合 計

貸 出 金
う ち 変 動 金 利
う ち 固 定 金 利

固 定 金 利 定 期 預 金
変 動 金 利 定 期 預 金
そ の 他

定 期 預 金

資 金 運 用 利 回
資 金 調 達 原 価 率
預 貸 金 利 鞘
総 資 金 利 鞘

1.74
1.38
0.70
0.35

1.81
1.43
0.65
0.38

令和7年３月期令和6年３月期
163
144

254
21

受取利息および支払利息の増減 （単位　百万円）

※受取利息は、貸出金、預け金、金融機関貸付金等、有価証券の各利息合計額の前期比増減
額を記載しております。
※支払利息は、預金積金、譲渡性預金、借用金の各利息合計額の前期比増減額を記載しております。

業務の状況

2,377
65,823
492

1,129
216
177

194,341
1,741

266,299

1,948
68,447
463

1,413
259
148

187,726
1,408

261,816

（  ）
（ ）
（  ）
（  ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）

532
20,333
150,263
11,841
182,970

（    0.2）
（  11.1）
（ 82.1）
（   6.4）
（100.0）

99,915
85,789
185,705

（ 53.8）
（ 46.1）
（100.0）

106,040
85,176
191,216

（ 55.4）
（ 44.5）
（100.0）

373
22,030
155,222
12,442
190,069

(  0.2)
( 11.5)
( 81.6)
(  6.5)
(100.0)

令和7年３月期令和6年３月期

預金種目別平均残高 （単位　百万円／％）

預金の内訳

※（　）内は構成比です。

令和7年３月期令和6年３月期

192,309
191,858

52
397

185,705
98,090
87,614

191,216 
106,839 
84,376 

178,544 
178,166 

44 
333 

定期預金種類別残高 （単位　百万円）

令和7年３月期令和6年３月期

令和7年３月期令和6年３月期

貸出金資金使途別内訳 （単位　百万円／％）

貸出金金利区分別残高 （単位　百万円）

※（　）内は構成比です。

※（　）内は構成比です。

令和7年３月期令和6年３月期

貸出金の内訳

貸出金種類別平均残高 （単位　百万円／％）

資金運用勘定
貸　出　金
預　け　金
有 価 証 券

資金調達勘定
預 金 積 金
借　用　金

令和7年３月期
利回り（％）利　息平均残高

285,002 
190,069 
15,542 
78,704 
267,635 
261,816 
8,510 

5,183 
4,052 
44 

1,059 
443 
439 
8

1.81
2.13
0.28
1.34
0.16
0.16
0.09

令和6年３月期
利回り（％）利　息平均残高

282,254
182,970
20,423
78,173
267,140
266,299
3,395

4,917
3,852
12

1,025
421
427
△1

1.74
2.10
0.06
1.31
0.15
0.16
△0.04

資金運用・調達勘定の平均残高、利息、利回り （単位　百万円）

※「資金調達勘定」は、金銭の信託運用見合額の平均残高及び利息を控除して表示しています。
（平残：令和5年度2,553百万円、令和6年度2,691百万円）
　（利息：令和5年度4,035千円、令和6年度4,467千円）

※「資金調達費用」は、金銭の信託運用見合費用を控除して表示しています。
　（令和5年度4,035千円、令和6年度4,467千円）

※業務純益＝業務収益－（業務費用－金銭の信託運用見合費用）       
※実質業務純益＝業務純益+一般貸倒引当金繰入額
※コア業務純益＝実質業務純益－国債等債券損益

資 金 運 用 利 益
　 資 金 運 用 収 益
　 資 金 調 達 費 用
役 務 取 引 等 利 益
　 役 務 取 引 等 収 益
　 役 務 取 引 等 費 用
そ の 他 の 業 務 利 益
　 そ の 他 業 務 収 益
　 そ の 他 業 務 費 用
業 務 粗 利 益
業 務 粗 利 益 率
業 務 純 益
実 質 業 務 純 益
コ ア 業 務 純 益
コ ア 業 務 純 益
（除く投資信託解約損益）

(A)=(B)̶(C)
(B)
(C)

(D)=(E)̶(F)
(E)
(F)

(G)=(H)̶( I )
(H)
( I )

(A)+(D)+(G)

4,740 
5,183 
443
△4
240
245
584
585
1

5,320 

1,626 
1,898 
1,361  

1,351

1.86%

4,507
4,929
421
△49
212
261
12
78
66

4,470

1,053
1,159
1,178 

1,139

1.58%

※業務粗利益率 =
業務粗利益

資金運用勘定平均残高
×100

令和7年
３月期

令和6年
３月期

業務粗利益および業務純益等 （単位　百万円）

令和6年３月期
14,591 
590 
30 
112 

19,986 
8,535 
538 
3,629 
13,031 
5,477 
38,888 

0 
1,301 
871 
3,822 
6,228 
1,998 
11,672 
9,629 
40 

140,976 
4,444 
40,284 
185,705 

（  ）
（ ）
（  ）
（  ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（  ）
（ ）
（  ）
（  ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（  ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）

令和7年３月期
製 造 業
農 業 、 林 業
漁 業
鉱 業 、採 石 業 、砂 利 採 取 業
建 設 業
電気、ガス、熱供給、水道業
情 報 通 信 業
運 輸 業 、 郵 便 業
卸 売 業 、 小 売 業
金 融 業 、 保 険 業
不 動 産 業
物 品 賃 貸 業
学術研究、専門・技術サービス業
宿 泊 業
飲 食 業
生活関連サービス業、娯楽業
教 育 、 学 習 支 援 業
医 療 、 福 祉
そ の 他 の サ ー ビ ス
そ の 他 の 産 業
小 　 　 計
国 ・ 地 方 公 共 団 体 等
個人（住宅・消費・納税資金等）
合 　 　 計

15,586 
615 
26 
87 

19,448 
9,653 
578 
3,428 
12,787 
4,726 
43,457 

0 
971 
657 
3,540 
6,485 
1,756 
15,071 
10,327 
296 

149,504 
4,026 
37,685 
191,216 

貸出金業種別内訳 （単位　百万円／％）

※貸倒引当金とは、回収困難な貸出金を償却する場合などに備えて積み立てている引当金です。
※当組合は、特定海外債権を保有しておりませんので、「特定海外債権引当勘定」に係る引当
は行っておりません。

令和7年３月期

一 般 貸 倒 引 当 金
個 別 貸 倒 引 当 金
合 計

期末残高 増減高
令和6年３月期

期末残高 増減高
604
938

1,543

106
△52
53

877
466

1,343 

272
△472
△199

貸倒引当金内訳 （単位　百万円）

※（　）内は構成比です。
注）業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。

令和7年３月期
貸 出 金 償 却 額 879

令和6年３月期
673

貸出金償却 （単位　百万円）

当組合預金積金
有 価 証 券
動 産
不 動 産
信用保証協会・信用保険
保 証
信 用
そ の 他
合 計

4 
̶
̶
1 
0 
̶
̶
̶
5 

令和7年３月期

955 
̶
̶

116,636 
14,828 
34,432 
24,361 

̶
191,216 

72.2
̶
̶

21.3
6.5
̶
̶
̶

100.0

0.4
̶
̶

60.9
7.7
18.0
12.7
̶

100.0

5
̶
̶
2
0 
̶
̶
̶
7

令和6年３月期

1,132
̶
̶

110,331
15,787
33,552
24,901

̶
185,705

65.9
̶
̶

28.5
5.5
̶
̶
̶

100.0

0.6
̶
̶

59.4
8.5
18.0
13.4
̶

100.0

残 高
貸　出　金 債務保証見返

構成比 構成比残高残 高
貸　出　金 債務保証見返

構成比 構成比残高

貸出金担保別／債務保証見返額 （単位　百万円／％）

業務の状況

令和7年３月期
1,129
3,478
1,196
259
937
5,805

180,030
185,835

3.12%

令和6年３月期

(A)

(B)
(A)/(B)×100

協金法開示債権（リスク管理債権）及び金融再生法開示債権 （単位　百万円）

（注）
１．「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開
始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる
債権です。

２．「危険債権」とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が
悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権
（１に掲げるものを除く。）です。
３．「要管理債権」とは、「三月以上延滞債権」及び「貸出条件緩和債権」に該当する貸出金です。
４．「三月以上延滞債権」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延して
いる貸出金（１及び２に掲げるものを除く。）です。  

５．「貸出条件緩和債権」とは、債務者の経営再建等を図ることを目的として、金利の減免、利息
の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出
金（１、２及び４に掲げるものを除く。）です。

６．「正常債権」とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がない債権（１、２及び３に掲
げるものを除く。）です。

７．「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」及び「正常債権」が対象となる債権
は、貸借対照表の「有価証券」中の社債（その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部
について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募（金融商品取引法
第２条第３項）によるものに限る。）、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮
払金並びに債務保証見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価証券の
貸付けを行っている場合のその有価証券（使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。）
です。             

790 
2,321 
1,306 
24 

1,282 
4,419 

186,902 
191,322 

2.31%

設 備 資 金
運 転 資 金
合 計

0.7
26.1
0.1
0.5
0.1
0.0
71.7
0.5

100.0

7.9
0.3
0.0
0.1
10.8
4.6
0.3
2.0
7.0
3.0
20.9
0.0
0.7
0.5
2.1
3.4
1.1
6.3
5.2
0.0
75.9
2.4
21.7
100.0

（  ）
（ ）
（  ）
（  ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）

0.8
24.7
0.1
0.4
0.0
0.0
72.9
0.6

100.0

（  ）
（ ）
（  ）
（  ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（  ）
（ ）
（  ）
（  ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（  ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）

8.2
0.3
0.0
0.0
10.2
5.0
0.3
1.8
6.7
2.5
22.7
0.0
0.5
0.3
1.9
3.4
0.9
7.9
5.4
0.2
78.2
2.1
19.7
100.0

※資金運用利回り =
資金運用収益

資金運用勘定計平均残高
×100

※資金調達原価率 =
資金調達費用－金銭の信託運用見合費用＋経費

資金調達勘定計平均残高
×100

破産更生債権及びこれらに準ずる債権額
危 険 債 権 額
要 管 理 債 権 額
三 月 以 上 延 滞 債 権 額
貸 出 条 件 緩 和 債 権 額
小 計
正 常 債 権 額
合 計
不 良 債 権 比 率 

資料編資料編

令和7年３月期
総資産経常利益率
総資産当期純利益率

0.23
0.11

令和6年３月期
0.17
0.15

 総資産経常利益率、総資産当期純利益率 （単位　％）

各種指標等

※総資産経常（当期純）利益率 =
経常（当期純）利益

総資産（債務保証見返除く）平均残高
×100

令和7年３月期

預貸率

預証率

期中平均預貸率
期 末 預 貸 率
期中平均預証率
期 末 預 証 率

72.59
75.64
30.06
30.17

令和6年３月期
68.70
70.34
29.35
30.15

預貸率／預証率 （単位　％）

※預貸率 =
貸出金

預金積金＋譲渡性預金
×100

※預証率 =
有価証券

預金積金＋譲渡性預金
×100
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国 債
地 方 債
短 期 社 債
社 債
株 式
外 国 証 券 そ の 他
合 計

 4,409( 5.6)
 8,493( 10.7)

̶
 46,366( 58.9)
 64( 0.0)
 19,370( 24.6)
 78,704( 100.0)

令和7年３月期
 4,426( 5.6)
 8,591( 10.9)

̶
 45,711( 58.4)
 71( 0.0)
 19,371( 24.7)
 78,173( 100.0)

令和6年３月期

有価証券種類別平均残高 （単位　百万円／％）

有価証券の内訳

※（　）内は構成比です。
※その他とは貸付信託、証券投資信託、外国証券、貸付有価証券です。
注）当組合は、商品有価証券を保有しておりません。

1年超
3年以内

3年超
5年以内

5年超
7年以内

7年超
10年以内

期 間 の
定めなし区　分 合　計1年以内 10年超

4,130
8,798
ー

46,415
74

20,185
79,604

3,912
410
ー

14,699
ー
200

19,221

218
140
ー

2,211
ー
200
2,769

ー
6,217
ー

8,577
ー

3,270
18,065

ー
1,291
ー

10,880
ー

4,814
16,987

ー
665
ー

5,418
ー

4,083
10,167

ー
ー
ー
ー
74

6,421
6,496

国 債
地 方 債
短期社債
社 債
株 式
外国証券その他
合 計

ー
74
ー

4,627
ー

1,195
5,896

有価証券種類別残存期間別残高 （単位　百万円）

令和6年３月末

3,773 
8,396 
ー

43,499 
84 

20,510 
76,265 

3,361 
342 
ー

14,727 
ー
ー

18,431 

412 
105 
ー

1,442 
ー
400 
2,360 

ー
1,017 
ー

4,903 
ー

1,367 
7,289 

ー
6,012 
ー

14,058 
ー

7,465 
27,536 

ー
847 
ー

5,951 
ー

3,593 
10,392 

ー
ー
ー
ー
84 

5,584 
5,668 

国 債
地 方 債
短期社債
社 債
株 式
外国証券その他
合 計

ー
70 
ー

2,416 
ー

2,099 
4,585 

令和7年３月末

※その他とは貸付信託、証券投資信託、外国証券、貸付有価証券です。

Ⅳ． 市場価格のない株式等及び組合出資金

非 上 場 株 式
全 信 組 連 出 資 金 
組 合 出 資 金
合 計

貸借対照表計上額
30
686
742
1,459

貸借対照表計上額
30
686
540
1,258

※非上場株式及び全信組連出資金については、企業会計基準適用指針第19号「金融商品の時
　価等の開示に関する適用指針」 （令和２年３月31日）第５項に基づき、時価開示の対象とはし
　ておりません。
※組合出資金については、企業会計基準適用指針第31号「時価の算定に関する会計基準の適
　用指針」（令和元年７月４日）第27項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。 

令和7年３月末令和6年３月末

Ⅴ． 当期中に売却したその他有価証券

売 却 額
売 却 益 の 合 計 額
売 却 損 の 合 計 額

493
235
－

令和6年３月末

　当組合の自己資本につきましては、地域のお客様からお預かり
している普通出資金、上部団体である全国信用協同組合連合会か
らの優先出資金および利益剰余金等が該当します。
　なお、当組合の自己資本調達手段の概要は次のとおりです。これ
らの発行主体はいずれも当組合であります。

　信用リスク削減手法とは、組合が抱えている信用リスクを軽減化するための措置をいい、具体的には、預金担保、有価証券担保、
保証などが該当します。当組合では、融資の取上げに際し、資金使途、返済原資、財務内容、事業環境、経営者の資質など、様々な角
度から可否の判断をしており、担保や保証による保全措置は、あくまでも補完的な位置付けとして認識しております。したがって、
担保または保証に過度に依存しないような融資の取上げ姿勢に徹しております。ただし、与信審査の結果、担保または保証が必要
な場合には、お客様への十分な説明とご理解をいただいた上で、ご契約いただくなど適切な取扱いに努めております。     
　当組合が扱う担保には、当組合預金積金、有価証券、不動産等、保証には、人的保証、信用保証協会保証、政府関係機関保証、民
間保証等がありますが、その手続きについては、当組合が定める「各事務取扱要領」及び「担保物件評価要領」等により、適切な事
務取扱い及び適正な評価を行っております。     
　また、手形貸付、割引手形、証書貸付、当座貸越、債務保証、外国為替に関して、お客様が期限の利益を失われた場合には、当該与
信取引の範囲において、預金相殺を用いる場合があります。この際、信用リスク削減方策の一つとして、各種約定書等に基づき、法
的に有効である旨確認の上、事前の通知や諸手続きを省略して払戻充当いたします。     
　なお、バーゼルⅢで定められている信用リスク削減手法には、適格担保として当組合預金積金、上場株式、保証等が認められてい
ますが、当組合では、当組合預金積金のみを対象としております。
　また、信用リスク削減手法の適用に伴う信用リスクの集中に関しては、特に業種やエクスポージャーの種類に偏ることなく分散
されております。 

１．自己資本調達手段の概要

　当組合は、これまで内部留保による資本の積み上げ等を行うことにより自己資本を充実させ、経営の健全性・安全性を充分保っ
ていると評価しております。なお、将来の自己資本の充実策については、年度ごとに掲げる収支計画に基づいた業務推進を通じ、そ
こから得られる利益による資本の積み上げを第一義的な施策として考えております。 

２．自己資本の充実度に関する評価方法の概要

　派生商品取引、長期決済期間取引ともに該当ありません。 

５．派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関するリスク管理の方針及び手続きの概要

４．     信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針及び手続きの概要

　信用リスクとは、取引先の倒産や財務状況の悪化などにより、当組合が損失を受けるリスクをいいます。当組合では、信用リスク
を当組合が管理すべき最重要のリスクであるとの認識の上、与信業務の基本的な理念や手続き等を明示した「クレジットポリシー」
を制定し、広く役職員に理解と遵守を促すとともに、信用リスクを確実に認識する管理態勢を構築しています。     
　信用リスクの評価につきましては、当組合では厳格な自己査定を実施しております。     
　以上、一連の信用リスク管理の状況については、経営陣にて構成されるALM・統合的リスク管理委員会で協議検討を行うととも
に、必要に応じて理事会に対して報告する態勢を整備しております。
　貸倒引当金は、当組合の「資産の自己査定基準」および「償却・引当基準」に基づき、自己査定における債務者区分ごとに計算され
た貸倒実績率を基に算定するとともに、その結果については監査法人の監査を受けるなど、適正な計上に努めております。 

　リスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関は、以下の４つの機関を採用しています。なお、エクスポージャーの種類ごとに
適格格付機関の使い分けは行っておりません。

３．信用リスクに関する項目

（2）リスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関

（1）リスク管理の方針及び手続きの概要

③ム－ディーズ・インベスターズ・サービス・インク（Ｍｏｏｄｙ’ｓ)
④スタンダード・アンド・プアーズ・レーティング・サービシズ（Ｓ＆Ｐ）

①（株）日本格付投資情報センター（Ｒ＆Ｉ）
②（株）日本格付研究所（ＪＣＲ）

自己資本の充実の状況

定性的な開示事項

区　分

普通出資

非累積的
永久優先出資

配 当 率

9,625

5,000

2.00％

コア資本に係る基礎項目の額に
算入された額（百万円）

0.72％

業務の状況

その他有価証券
1,329 
536
－

令和7年３月末
その他有価証券

（単位　百万円）運用目的の金銭の信託

※貸借対照表計上額は、当事業年度末における市場価格等に基づいております。

令和6年３月末

2,748 7

貸借対照表計上額
当事業年度の
損益に含まれた
評価差額

令和7年３月末

2,437 △16

貸借対照表計上額
当事業年度の
損益に含まれた
評価差額

Ⅵ． その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の償還予定金額
令和6年３月末

令和7年３月末
　　　国　債
債券　地方債
　　　社　債
そ の 他
合 計

10年超５年超10年以内１年超５年以内１年以内

　　　国　債
債券　地方債
　　　社　債
そ の 他
合 計

10年超５年超10年以内１年超５年以内１年以内

Ⅰ． 売買目的有価証券　該当ありません。
Ⅱ． 満期保有目的の債券で時価のあるもの

有価証券の時価情報 （単位　百万円）

時価情報

国 債
地 方 債
社 債
そ の 他
合 計

令和6年３月末

令和7年３月末

※時価は、期末日における市場価格等に基づいております。
※その他は外国証券及び投資信託等です。     

貸借対照表計上額 時 価 うち益差 額 うち損
̶
̶
̶
12
12

̶
̶
̶
412
412

̶
̶
̶
400
400

̶
̶
̶
12
12

̶
̶
̶
̶
̶

̶
̶
△9
10
1

̶
̶
590
410 
1,001

̶
̶
599
400
999

̶
̶
0
10
11

̶
̶
△9
̶
△9

国 債
地 方 債
社 債
そ の 他
合 計

貸借対照表計上額 時 価 うち益差 額 うち損

Ⅲ． その他有価証券で時価のあるもの

10
△280
267
△266
1,476
1,206

33
4,410
8,531
46,682
17,931
77,589

10
37
267
411
1,558
2,284

̶
△317
̶

△678
△81

△1,077

株 式
　　　国　債
債券　地方債
　　　社　債
そ の 他
合 計

令和6年３月末

令和7年３月末

※貸借対照表計上額は、期末日における市場価格等に基づく時価により計上したものです。
※その他は外国証券及び投資信託等です。

うち益評価差額 うち損取得原価

43
4,130
8,798
46,415
19,408
78,796

貸借対照表計上額

20 
△642
△61

△1,492
689

△1,487

33
4,416
8,458
44,392
18,725
76,025

20
12
28
74
918
1,054

̶
△655
△90

△1,567
△229
△2,541

株 式
　　　国　債
債券　地方債
　　　社　債
そ の 他
合 計

うち益評価差額 うち損取得原価

53
3,773
8,396
42,900
19,368
74,492

貸借対照表計上額

3,912
410

14,699
200

19,221

218
6,357
10,788
3,470
20,834

－
1,956
16,299
8,898
27,154

－
74

4,627
1,195
5,896

3,361
342 

14,727
－

18,431

412
1,123
6,346
1,767
9,649

－
6,859
20,009
11,059
37,928

－
70

2,416
2,099
4,585

資料編資料編
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国 債
地 方 債
短 期 社 債
社 債
株 式
外 国 証 券 そ の 他
合 計

 4,409( 5.6)
 8,493( 10.7)

̶
 46,366( 58.9)
 64( 0.0)
 19,370( 24.6)
 78,704( 100.0)

令和7年３月期
 4,426( 5.6)
 8,591( 10.9)

̶
 45,711( 58.4)
 71( 0.0)
 19,371( 24.7)
 78,173( 100.0)

令和6年３月期

有価証券種類別平均残高 （単位　百万円／％）

有価証券の内訳

※（　）内は構成比です。
※その他とは貸付信託、証券投資信託、外国証券、貸付有価証券です。
注）当組合は、商品有価証券を保有しておりません。

1年超
3年以内

3年超
5年以内

5年超
7年以内

7年超
10年以内

期 間 の
定めなし区　分 合　計1年以内 10年超

4,130
8,798
ー

46,415
74

20,185
79,604

3,912
410
ー

14,699
ー
200

19,221

218
140
ー

2,211
ー
200
2,769

ー
6,217
ー

8,577
ー

3,270
18,065

ー
1,291
ー

10,880
ー

4,814
16,987

ー
665
ー

5,418
ー

4,083
10,167

ー
ー
ー
ー
74

6,421
6,496

国 債
地 方 債
短期社債
社 債
株 式
外国証券その他
合 計

ー
74
ー

4,627
ー

1,195
5,896

有価証券種類別残存期間別残高 （単位　百万円）

令和6年３月末

3,773 
8,396 
ー

43,499 
84 

20,510 
76,265 

3,361 
342 
ー

14,727 
ー
ー

18,431 

412 
105 
ー

1,442 
ー
400 
2,360 

ー
1,017 
ー

4,903 
ー

1,367 
7,289 

ー
6,012 
ー

14,058 
ー

7,465 
27,536 

ー
847 
ー

5,951 
ー

3,593 
10,392 

ー
ー
ー
ー
84 

5,584 
5,668 

国 債
地 方 債
短期社債
社 債
株 式
外国証券その他
合 計

ー
70 
ー

2,416 
ー

2,099 
4,585 

令和7年３月末

※その他とは貸付信託、証券投資信託、外国証券、貸付有価証券です。

Ⅳ． 市場価格のない株式等及び組合出資金

非 上 場 株 式
全 信 組 連 出 資 金 
組 合 出 資 金
合 計

貸借対照表計上額
30
686
742
1,459

貸借対照表計上額
30
686
540
1,258

※非上場株式及び全信組連出資金については、企業会計基準適用指針第19号「金融商品の時
　価等の開示に関する適用指針」 （令和２年３月31日）第５項に基づき、時価開示の対象とはし
　ておりません。
※組合出資金については、企業会計基準適用指針第31号「時価の算定に関する会計基準の適
　用指針」（令和元年７月４日）第27項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。 

令和7年３月末令和6年３月末

Ⅴ． 当期中に売却したその他有価証券

売 却 額
売 却 益 の 合 計 額
売 却 損 の 合 計 額

493
235
－

令和6年３月末

　当組合の自己資本につきましては、地域のお客様からお預かり
している普通出資金、上部団体である全国信用協同組合連合会か
らの優先出資金および利益剰余金等が該当します。
　なお、当組合の自己資本調達手段の概要は次のとおりです。これ
らの発行主体はいずれも当組合であります。

　信用リスク削減手法とは、組合が抱えている信用リスクを軽減化するための措置をいい、具体的には、預金担保、有価証券担保、
保証などが該当します。当組合では、融資の取上げに際し、資金使途、返済原資、財務内容、事業環境、経営者の資質など、様々な角
度から可否の判断をしており、担保や保証による保全措置は、あくまでも補完的な位置付けとして認識しております。したがって、
担保または保証に過度に依存しないような融資の取上げ姿勢に徹しております。ただし、与信審査の結果、担保または保証が必要
な場合には、お客様への十分な説明とご理解をいただいた上で、ご契約いただくなど適切な取扱いに努めております。     
　当組合が扱う担保には、当組合預金積金、有価証券、不動産等、保証には、人的保証、信用保証協会保証、政府関係機関保証、民
間保証等がありますが、その手続きについては、当組合が定める「各事務取扱要領」及び「担保物件評価要領」等により、適切な事
務取扱い及び適正な評価を行っております。     
　また、手形貸付、割引手形、証書貸付、当座貸越、債務保証、外国為替に関して、お客様が期限の利益を失われた場合には、当該与
信取引の範囲において、預金相殺を用いる場合があります。この際、信用リスク削減方策の一つとして、各種約定書等に基づき、法
的に有効である旨確認の上、事前の通知や諸手続きを省略して払戻充当いたします。     
　なお、バーゼルⅢで定められている信用リスク削減手法には、適格担保として当組合預金積金、上場株式、保証等が認められてい
ますが、当組合では、当組合預金積金のみを対象としております。
　また、信用リスク削減手法の適用に伴う信用リスクの集中に関しては、特に業種やエクスポージャーの種類に偏ることなく分散
されております。 

１．自己資本調達手段の概要

　当組合は、これまで内部留保による資本の積み上げ等を行うことにより自己資本を充実させ、経営の健全性・安全性を充分保っ
ていると評価しております。なお、将来の自己資本の充実策については、年度ごとに掲げる収支計画に基づいた業務推進を通じ、そ
こから得られる利益による資本の積み上げを第一義的な施策として考えております。 

２．自己資本の充実度に関する評価方法の概要

　派生商品取引、長期決済期間取引ともに該当ありません。 

５．派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関するリスク管理の方針及び手続きの概要

４．     信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針及び手続きの概要

　信用リスクとは、取引先の倒産や財務状況の悪化などにより、当組合が損失を受けるリスクをいいます。当組合では、信用リスク
を当組合が管理すべき最重要のリスクであるとの認識の上、与信業務の基本的な理念や手続き等を明示した「クレジットポリシー」
を制定し、広く役職員に理解と遵守を促すとともに、信用リスクを確実に認識する管理態勢を構築しています。     
　信用リスクの評価につきましては、当組合では厳格な自己査定を実施しております。     
　以上、一連の信用リスク管理の状況については、経営陣にて構成されるALM・統合的リスク管理委員会で協議検討を行うととも
に、必要に応じて理事会に対して報告する態勢を整備しております。
　貸倒引当金は、当組合の「資産の自己査定基準」および「償却・引当基準」に基づき、自己査定における債務者区分ごとに計算され
た貸倒実績率を基に算定するとともに、その結果については監査法人の監査を受けるなど、適正な計上に努めております。 

　リスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関は、以下の４つの機関を採用しています。なお、エクスポージャーの種類ごとに
適格格付機関の使い分けは行っておりません。

３．信用リスクに関する項目

（2）リスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関

（1）リスク管理の方針及び手続きの概要

③ム－ディーズ・インベスターズ・サービス・インク（Ｍｏｏｄｙ’ｓ)
④スタンダード・アンド・プアーズ・レーティング・サービシズ（Ｓ＆Ｐ）

①（株）日本格付投資情報センター（Ｒ＆Ｉ）
②（株）日本格付研究所（ＪＣＲ）

自己資本の充実の状況

定性的な開示事項

区　分

普通出資

非累積的
永久優先出資

配 当 率

9,625

5,000

2.00％

コア資本に係る基礎項目の額に
算入された額（百万円）

0.72％

業務の状況

その他有価証券
1,329 
536
－

令和7年３月末
その他有価証券

（単位　百万円）運用目的の金銭の信託

※貸借対照表計上額は、当事業年度末における市場価格等に基づいております。

令和6年３月末

2,748 7

貸借対照表計上額
当事業年度の
損益に含まれた
評価差額

令和7年３月末

2,437 △16

貸借対照表計上額
当事業年度の
損益に含まれた
評価差額

Ⅵ． その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の償還予定金額
令和6年３月末

令和7年３月末
　　　国　債
債券　地方債
　　　社　債
そ の 他
合 計

10年超５年超10年以内１年超５年以内１年以内

　　　国　債
債券　地方債
　　　社　債
そ の 他
合 計

10年超５年超10年以内１年超５年以内１年以内

Ⅰ． 売買目的有価証券　該当ありません。
Ⅱ． 満期保有目的の債券で時価のあるもの

有価証券の時価情報 （単位　百万円）

時価情報

国 債
地 方 債
社 債
そ の 他
合 計

令和6年３月末

令和7年３月末

※時価は、期末日における市場価格等に基づいております。
※その他は外国証券及び投資信託等です。     

貸借対照表計上額 時 価 うち益差 額 うち損
̶
̶
̶
12
12

̶
̶
̶
412
412

̶
̶
̶
400
400

̶
̶
̶
12
12

̶
̶
̶
̶
̶

̶
̶
△9
10
1

̶
̶
590
410 
1,001

̶
̶
599
400
999

̶
̶
0
10
11

̶
̶
△9
̶
△9

国 債
地 方 債
社 債
そ の 他
合 計

貸借対照表計上額 時 価 うち益差 額 うち損

Ⅲ． その他有価証券で時価のあるもの

10
△280
267
△266
1,476
1,206

33
4,410
8,531
46,682
17,931
77,589

10
37
267
411
1,558
2,284

̶
△317
̶

△678
△81

△1,077

株 式
　　　国　債
債券　地方債
　　　社　債
そ の 他
合 計

令和6年３月末

令和7年３月末

※貸借対照表計上額は、期末日における市場価格等に基づく時価により計上したものです。
※その他は外国証券及び投資信託等です。

うち益評価差額 うち損取得原価

43
4,130
8,798
46,415
19,408
78,796

貸借対照表計上額

20 
△642
△61

△1,492
689
1,487

33
4,416
8,458
44,392
18,725
76,025

20
12
28
74
918
1,054

̶
△655
△90

△1,567
△229
△2,541

株 式
　　　国　債
債券　地方債
　　　社　債
そ の 他
合 計

うち益評価差額 うち損取得原価

53
3,773
8,396
42,900
19,368
74,492

貸借対照表計上額

3,912
410

14,699
200

19,221

218
6,357
10,788
3,470
20,834

－
1,956
16,299
8,898
27,154

－
74

4,627
1,195
5,896

3,361
342 

14,727
－

18,431

412
1,123
6,346
1,767
9,649

－
6,859
20,009
11,059
37,928

－
70

2,416
2,099
4,585
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自己資本の充実の状況

令和5年度項　　　目

１．自己資本の構成に関する開示事項 （単位：百万円、%）

令和6年度

　当組合は、証券化取引を行っておりません。

　上場株式、上場優先出資証券、株式関連投資信託にかかるリスクの認識については、時価評価及び最大予想損失額（ＶａＲ）によ
るリスク計測によって把握するとともに、ALM・総合的リスク管理委員会は、当組合の抱える市場リスクの状況や、設定されたリス
ク限度枠、損失限度枠の遵守状況などを確認し、理事会に定期的に報告しています。     
　一方、非上場株式、子会社・関連会社、政策投資株式または投資事業組合への出資金に関しては、当組合が定める「有価証券運用
基準」及び「余裕資金運用規程」などに基づいた適正な運用・管理を行っております。また、リスクの状況は、財務諸表や運用報告を
基にした評価による定期的なモニタリングを実施し、適切なリスク管理に努めております。     
　なお、当該取引にかかる会計処理については、当組合が定める「有価証券運用基準」及び日本公認会計士協会の「金融商品会計
に関する実務指針」に従った適正な処理を行っております。

　当組合では、オペレーショナル・リスクを「業務の過程、役職員の活動もしくはコンピュータ・システムが不適切であること、また
は外生的な事象により損失を被るリスク」と定義しています。当組合は、オペレーショナル・リスクについて、事務リスク、システムリ
スク、法務リスク、風評リスク、人的リスクの各リスクを含む幅広いリスクと考え、「統合的リスク管理方針」に従って管理体制や管
理方法の強化に努めております。     
　リスクの計測に関しましては、基礎的手法を採用することとし、態勢を整備しております。

　当組合は基礎的手法を採用しております。
（2）オペレーショナル・リスク相当額の算出に使用する手法の名称

（1） リスク管理の方針及び手続きの概要

　金利リスクとは、市場金利の変動によって受ける資産・負債価値の変動や、将来の収益性に対する影響を指し、当組合において
は、定期的に評価・計測を行い、ALM・統合的リスク管理委員会で協議検討するとともに、資産・負債の最適化に向けたリスクコン
トロールに努めております。さらに、銀行勘定の金利リスク（以下、「IRRBB」とする。）について現在価値の変動額である⊿EVEを計
測しております。なお、当組合は、四半期月末を基準日として、四半期ごとで金利リスクを計測しております。

９．金利リスクについて

（1） リスクの管理方針及び手続きの概要

　A.開示告示に基づく定量的開示の対象となる⊿EVE及び当組合がこれに追加して自ら開示を行う金利リスクに関する事項

　B.当組合が、自己資本の充実度の評価、ストレス・テスト、リスク管理、収益管理、経営上の判断その他の目的で、開示広告に基づ
く定量的開示の対象となる⊿EVE以外の金利リスクについて、当該金リスクの計測手法およびリスク量についてはP.23に記
載しております。

（2）金利リスクの算定方法の概要

　流動性預金に割り当てられた金利改定の平均満期は1.25年です。

　流動性預金に割り当てられた最長の金利改定満期は3年です。

　流動性預金への満期の割当て方法については、金融庁が定め
る保守的な前提を採用しております。

　固定金利貸出の期限前返済や定期預金の早期解約に関する
前提は金融庁が定める保守的な前提を採用しております。

　IRRBBについては保守的に通貨毎に算出した⊿EVEが正とな
る通貨のみを対象としております。

(a)　流動性預金に割り当てられた金利改定の平均満期

(b)　流動性預金に割り当てられた最長の金利改定満期

(c)　流動性預金への満期の割当て方法（コア預金モデル等）及び前提

(d)　固定金利貸出の期限前返済や定期預金の早期解約に関する前提

(e)　複数通貨の集計方法及びその前提

６．証券化エクスポージャーに関する事項

８．銀行勘定における出資その他これに類するエクスポージャー又は
　株式等エクスポージャーに関するリスク管理の方針及び手続きの概要

７．オペレーショナル・リスクに関する項目

スプレッド及びその変動は考慮しておりません。

　内部モデルは使用しておりません。

　開示初年度であるため記載しておりません。

　⊿EVEの計測値は、当組合における自己資本比率や有価証券
の含み益等、他の経営指標とのバランスを総合的に勘案し、健
全性に問題のない水準にあるものと判断しております。なお、
当組合では、重要性の観点より、ストレス時に大きな影響を与え
ると考えられる資産・負債をIRRBBの計測対象としております。

( f )　スプレッドに関する前提

(g)　内部モデルの使用等、⊿EVEに重大な影響を及ぼすその
　　　他の前提

(h)　前事業年度の開示からの変動に関する説明

( i )　計測値の解釈や重要性に関する説明

定量的な開示事項

23,113

36

36

36

23,076

181,056

　

　

7,842

188,898

12.21%

21,710

33

33

33

21,676

182,202

　

　

8,274

190,476

11.38%

（注）自己資本比率の算出方法を定めた「協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第14条の２の規定に基づき、信用協同組合及び信用協同組合連合会がその
　   　保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準（平成18年金融庁告示第22号）」に係る算式に基づき算出しております。
　   　なお、当組合は国内基準により自己資本比率を算出しております。

コア資本に係る基礎項目 （１）

普通出資又は非累積的永久優先出資に係る会員勘定の額

うち、出資金及び資本剰余金の額

うち、利益剰余金の額

うち、外部流出予定額（△）

うち、上記以外に該当するものの額

コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額

うち、一般貸倒引当金コア資本算入額

うち、適格引当金コア資本算入額

適格旧資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額

公的機関による資本の増強に関する措置を通じて発行された資本調達手段の額のうち、
コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額

土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の四十五パーセントに相当する額のうち、
コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額

コア資本に係る基礎項目の額 （イ）

コア資本に係る調整項目 （２）

無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）の額の合計額

うち、のれんに係るものの額

うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額

繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額

適格引当金不足額

証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額

負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額

前払年金費用の額

自己保有普通出資等（純資産の部に計上されるものを除く。）の額

意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額

少数出資金融機関等の対象普通出資等の額

信用協同組合連合会の対象普通出資等の額

特定項目に係る十パーセント基準超過額

うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額

うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額

うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額

特定項目に係る十五パーセント基準超過額

うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額

うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額

うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額

コア資本に係る調整項目の額 （ロ）

自己資本

自己資本の額（（イ）－（ロ）） （ハ）

リスク・アセット等  （３）

信用リスク・アセットの額の合計額

うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入される額の合計額

うち、他の金融機関等向けエクスポージャー

うち、上記以外に該当するものの額

マーケット・リスク相当額の合計額を八パーセントで除して得た額

勘定間の振替分

オペレーショナル・リスク相当額の合計額を八パーセントで除して得た額

信用リスク・アセット調整額

フロア調整額

オペレーショナル・リスク相当額調整額

リスク・アセット等の額の合計額　（ニ）

自己資本比率

自己資本比率（（ハ）／（ニ））

21,105

13,651

7,647

194

604

604

22,236

14,625

7,830

219

877

877

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶
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自己資本の充実の状況

令和5年度項　　　目

１．自己資本の構成に関する開示事項 （単位：百万円、%）

令和6年度

　当組合は、証券化取引を行っておりません。

　上場株式、上場優先出資証券、株式関連投資信託にかかるリスクの認識については、時価評価及び最大予想損失額（ＶａＲ）によ
るリスク計測によって把握するとともに、ALM・総合的リスク管理委員会は、当組合の抱える市場リスクの状況や、設定されたリス
ク限度枠、損失限度枠の遵守状況などを確認し、理事会に定期的に報告しています。     
　一方、非上場株式、子会社・関連会社、政策投資株式または投資事業組合への出資金に関しては、当組合が定める「有価証券運用
基準」及び「余裕資金運用規程」などに基づいた適正な運用・管理を行っております。また、リスクの状況は、財務諸表や運用報告を
基にした評価による定期的なモニタリングを実施し、適切なリスク管理に努めております。     
　なお、当該取引にかかる会計処理については、当組合が定める「有価証券運用基準」及び日本公認会計士協会の「金融商品会計
に関する実務指針」に従った適正な処理を行っております。

　当組合では、オペレーショナル・リスクを「業務の過程、役職員の活動もしくはコンピュータ・システムが不適切であること、また
は外生的な事象により損失を被るリスク」と定義しています。当組合は、オペレーショナル・リスクについて、事務リスク、システムリ
スク、法務リスク、風評リスク、人的リスクの各リスクを含む幅広いリスクと考え、「統合的リスク管理方針」に従って管理体制や管
理方法の強化に努めております。     
　リスクの計測に関しましては、基礎的手法を採用することとし、態勢を整備しております。

　当組合は基礎的手法を採用しております。
（2）オペレーショナル・リスク相当額の算出に使用する手法の名称

（1） リスク管理の方針及び手続きの概要

　金利リスクとは、市場金利の変動によって受ける資産・負債価値の変動や、将来の収益性に対する影響を指し、当組合において
は、定期的に評価・計測を行い、ALM・統合的リスク管理委員会で協議検討するとともに、資産・負債の最適化に向けたリスクコン
トロールに努めております。さらに、銀行勘定の金利リスク（以下、「IRRBB」とする。）について現在価値の変動額である⊿EVEを計
測しております。なお、当組合は、四半期月末を基準日として、四半期ごとで金利リスクを計測しております。

９．金利リスクについて

（1） リスクの管理方針及び手続きの概要

　A.開示告示に基づく定量的開示の対象となる⊿EVE及び当組合がこれに追加して自ら開示を行う金利リスクに関する事項

　B.当組合が、自己資本の充実度の評価、ストレス・テスト、リスク管理、収益管理、経営上の判断その他の目的で、開示広告に基づ
く定量的開示の対象となる⊿EVE以外の金利リスクについて、当該金リスクの計測手法およびリスク量についてはP.23に記
載しております。

（2）金利リスクの算定方法の概要

　流動性預金に割り当てられた金利改定の平均満期は1.25年です。

　流動性預金に割り当てられた最長の金利改定満期は3年です。

　流動性預金への満期の割当て方法については、金融庁が定め
る保守的な前提を採用しております。

　固定金利貸出の期限前返済や定期預金の早期解約に関する
前提は金融庁が定める保守的な前提を採用しております。

　IRRBBについては保守的に通貨毎に算出した⊿EVEが正とな
る通貨のみを対象としております。

(a)　流動性預金に割り当てられた金利改定の平均満期

(b)　流動性預金に割り当てられた最長の金利改定満期

(c)　流動性預金への満期の割当て方法（コア預金モデル等）及び前提

(d)　固定金利貸出の期限前返済や定期預金の早期解約に関する前提

(e)　複数通貨の集計方法及びその前提

６．証券化エクスポージャーに関する事項

８．銀行勘定における出資その他これに類するエクスポージャー又は
　株式等エクスポージャーに関するリスク管理の方針及び手続きの概要

７．オペレーショナル・リスクに関する項目

スプレッド及びその変動は考慮しておりません。

　内部モデルは使用しておりません。

　開示初年度であるため記載しておりません。

　⊿EVEの計測値は、当組合における自己資本比率や有価証券
の含み益等、他の経営指標とのバランスを総合的に勘案し、健
全性に問題のない水準にあるものと判断しております。なお、
当組合では、重要性の観点より、ストレス時に大きな影響を与え
ると考えられる資産・負債をIRRBBの計測対象としております。

( f )　スプレッドに関する前提

(g)　内部モデルの使用等、⊿EVEに重大な影響を及ぼすその
　　　他の前提

(h)　前事業年度の開示からの変動に関する説明

( i )　計測値の解釈や重要性に関する説明

定量的な開示事項

23,113

36

36

36

23,076

181,056

　

　

7,842

188,898

12.21%

21,710

33

33

33

21,676

182,202

　

　

8,274

190,476

11.38%

（注）自己資本比率の算出方法を定めた「協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第14条の２の規定に基づき、信用協同組合及び信用協同組合連合会がその
　   　保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準（平成18年金融庁告示第22号）」に係る算式に基づき算出しております。
　   　なお、当組合は国内基準により自己資本比率を算出しております。

コア資本に係る基礎項目 （１）

普通出資又は非累積的永久優先出資に係る会員勘定の額

うち、出資金及び資本剰余金の額

うち、利益剰余金の額

うち、外部流出予定額（△）

うち、上記以外に該当するものの額

コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額

うち、一般貸倒引当金コア資本算入額

うち、適格引当金コア資本算入額

適格旧資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額

公的機関による資本の増強に関する措置を通じて発行された資本調達手段の額のうち、
コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額

土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の四十五パーセントに相当する額のうち、
コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額

コア資本に係る基礎項目の額 （イ）

コア資本に係る調整項目 （２）

無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）の額の合計額

うち、のれんに係るものの額

うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額

繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額

適格引当金不足額

証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額

負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額

前払年金費用の額

自己保有普通出資等（純資産の部に計上されるものを除く。）の額

意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額

少数出資金融機関等の対象普通出資等の額

信用協同組合連合会の対象普通出資等の額

特定項目に係る十パーセント基準超過額

うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額

うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額

うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額

特定項目に係る十五パーセント基準超過額

うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額

うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額

うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額

コア資本に係る調整項目の額 （ロ）

自己資本

自己資本の額（（イ）－（ロ）） （ハ）

リスク・アセット等  （３）

信用リスク・アセットの額の合計額

うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入される額の合計額

うち、他の金融機関等向けエクスポージャー

うち、上記以外に該当するものの額

マーケット・リスク相当額の合計額を八パーセントで除して得た額

勘定間の振替分

オペレーショナル・リスク相当額の合計額を八パーセントで除して得た額

信用リスク・アセット調整額

フロア調整額

オペレーショナル・リスク相当額調整額

リスク・アセット等の額の合計額　（ニ）

自己資本比率

自己資本比率（（ハ）／（ニ））

21,105

13,651

7,647

194

604

604

22,236

14,625

7,830

219

877

877

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶
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１．所要自己資本の額 ＝ リスク・アセットの額×４％
２．「エクスポージャー」とは、資産（派生商品取引によるものを除く）並びにオフ・バランス取引及び派生商品取引の与信相当額です。      
３．「ソブリン」とは、中央政府、中央銀行、地方公共団体、地方公共団体金融機構、我が国の政府関係機関、土地開発公社、地方住宅供給公社、地方道路公社、外国の中央政府以外の公共部門
（当該国内においてソブリン扱いになっているもの）、国際開発銀行、国際決済銀行、国際通貨基金、欧州中央銀行、欧州共同体、信用保証協会等のことです。

４．「三月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３ヶ月以上延滞している債務者に係るエクスポージャー及び「ソブリン向け」、「金融機関及び第一種金融商品取引業者向
け」、「法人等向け」においてリスク・ウェイトが150％になったエクスポージャーのことです。

５．「延滞等」とは、次の事由が生じたエクスポージャーのことです。
①金融再生法施行規則上の「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」、「要管理債権」に該当すること
②重大な経済的損失を伴う売却を行うこと
③３か月以上限度額を超過した当座貸越であること

6．「その他」とは、（ⅰ）～（ⅹⅷ）に区分されないエクスポージャーです。具体的には固定資産、繰延税金資産等が含まれます。
７．当組合では、マーケット・リスクに関する事項は該当ありません。
８．オペレーショナル・リスクは、当組合は基礎的手法を採用しています（令和５年度計数）。

９．当組合は、標準的計測手法かつILMを「１」としてオペレーショナル・リスク相当額を算定しております（令和６年度計数）
10．単体総所要自己資本額 ＝ 単体自己資本比率の分母の額 × ４％

自己資本の充実の状況

（注）

<オペレーショナル・リスク（基礎的手法）の算定方法>

÷ ８％粗利益（直近３年間のうち正の値の合計額）×15％
直近３年間のうち粗利益が正の値であった年数

資料編資料編

令和 5 年度 令和 6 年度

リスク・アセット 所要自己資本額 リスク・アセット 所要自己資本額

イ．信用リスク・アセット、所要自己資本の額合計 182,202 7,288 181,056 7,242 
① 標準的手法が適用されるポートフォリオごとのエクスポージャー 174,797 6,991 175,818 7,032 

（ⅰ）ソブリン向け 4,482 179 6,190 247 
（ⅱ）金融機関向け 6,839 273 5,277 211 

第一種金融商品取引業者及び保険会社向け 260 10 
（ⅲ）カバード・ボンド向け — —
（ⅳ）法人等向け 74,962 2,998 75,901 3,036 
（ⅴ）中小企業等・個人向け 31,289 1,251 
（ⅵ）中堅中小企業等・個人向け 28,585 1,143 

トランザクター向け 201 8 
（ⅶ）抵当権付住宅ローン 4,578 183 
（ⅷ）不動産取得等事業向け 43,299 1,731 
（ⅸ）不動産関連向け 33,515 1,340 

自己居住用不動産等向け 5,625 225 
賃貸用不動産向け 2,838 113 
事業用不動産関連向け 25,051 1,002 
その他不動産関連向け — —
ＡＤＣ向け — —

（ⅹ）劣後債及びその他資本性証券等 11,027 441 
（ⅺ）三月以上延滞等 1,633 65 
（ⅻ）延滞等向け 2,501 100 
（ⅹⅲ）自己居住用不動産等向けエクスポージャーに係る延滞 511 20 
（ⅹⅳ）出資等 — —

出資等のエクスポージャー — —
重要な出資のエクスポージャー — —

（ⅹⅴ）株式等 3,300 132 
（ⅹⅵ）重要な出資のエクスポージャー — —
（ⅹⅶ）他の金融機関等の対象資本等調達手段のうち対象普通

出資等及びその他外部 TLAC 関連調達手段に該当する
もの以外のものに係るエクスポージャー

250 10 — —

（ⅹⅷ）信用協同組合連合会の対象普通出資等であってコア資
本に係る調整項目の額に算入されなかった部分に係る
エクスポージャー

686 27 686 27 

（ⅹⅸ）その他 6,775 271 8,321 332 
② 証券化エクスポージャー — — — —
③ リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャー 7,405 296 5,237 209 

ルックスルー方式 7,405 296 5,237 209 
マンデート方式 — — — —
蓋然性方式（250％） — — — —
蓋然性方式（400％） — — — —
フォールバック方式（1250％） — — — —

④ 未決済取引 — —
⑤ 他の金融機関等の対象資本調達手段に係るエクスポージャーに係る

経過措置によりリスク・アセットの額に算入されなかったものの額 — — — —

⑥ ＣＶＡリスク相当額を八パーセントで除して得た額（簡便法） — — — —
⑦ 中央清算機関関連エクスポージャー — — — —

ロ．オペレーショナル・リスク相当額の合計額を八パーセントで除して得た額 8,274 330 7,842 313 
ＢＩ 5,228 
ＢＩＣ 627 

ハ．単体総所要自己資本額（イ＋ロ） 190,476 7,619 188,898 7,555 

2.自己資本の充実度に関する事項 （単位：百万円）
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１．所要自己資本の額 ＝ リスク・アセットの額×４％
２．「エクスポージャー」とは、資産（派生商品取引によるものを除く）並びにオフ・バランス取引及び派生商品取引の与信相当額です。      
３．「ソブリン」とは、中央政府、中央銀行、地方公共団体、地方公共団体金融機構、我が国の政府関係機関、土地開発公社、地方住宅供給公社、地方道路公社、外国の中央政府以外の公共部門
（当該国内においてソブリン扱いになっているもの）、国際開発銀行、国際決済銀行、国際通貨基金、欧州中央銀行、欧州共同体、信用保証協会等のことです。

４．「三月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３ヶ月以上延滞している債務者に係るエクスポージャー及び「ソブリン向け」、「金融機関及び第一種金融商品取引業者向
け」、「法人等向け」においてリスク・ウェイトが150％になったエクスポージャーのことです。

５．「延滞等」とは、次の事由が生じたエクスポージャーのことです。
①金融再生法施行規則上の「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」、「要管理債権」に該当すること
②重大な経済的損失を伴う売却を行うこと
③３か月以上限度額を超過した当座貸越であること

6．「その他」とは、（ⅰ）～（ⅹⅷ）に区分されないエクスポージャーです。具体的には固定資産、繰延税金資産等が含まれます。
７．当組合では、マーケット・リスクに関する事項は該当ありません。
８．オペレーショナル・リスクは、当組合は基礎的手法を採用しています（令和５年度計数）。

９．当組合は、標準的計測手法かつILMを「１」としてオペレーショナル・リスク相当額を算定しております（令和６年度計数）
10．単体総所要自己資本額 ＝ 単体自己資本比率の分母の額 × ４％

自己資本の充実の状況

（注）

<オペレーショナル・リスク（基礎的手法）の算定方法>

÷ ８％粗利益（直近３年間のうち正の値の合計額）×15％
直近３年間のうち粗利益が正の値であった年数
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エクスポージャー
区分

地域区分
業種区分
期間区分

　信用リスクエクスポージャー期末残高
三月以上

延滞
エクス

ポージャー

延滞
エクス

ポージャー
貸出金、コミットメ
ント及びその他のデ
リバティブ以外のオ
フ・バランス取引

債 券 デリバティブ取引

令和5年度 令和6年度 令和5年度 令和6年度 令和5年度 令和6年度 令和5年度 令和6年度 令和5年度 令和6年度
国 内 285,390 300,918 185,835 196,191 73,108 72,954 — — 1,946 2,979 
国 外 223 — — — 223 — — — — —
地 域 別 合 計 285,613 300,918 185,835 196,191 73,331 72,954 — — 1,946 2,979 

製 造 業 23,042 23,510 14,926 16,085 8,115 7,425 — — 38 162 
農 業 、 林 業 654 694 654 694 — — — — 10 3 
漁 業 64 57 64 57 — — — — — —
鉱 業、 採 石 業、 砂 利 採 取 業 112 98 112 98 — — — — — 8 
建 設 業 24,114 23,694 23,814 22,894 300 800 — — 169 257 
電 気、 ガ ス、 熱 供 給、 水 道 業 14,086 13,780 8,685 9,780 5,400 4,000 — — 4 0 
情 報 通 信 業 2,553 3,812 553 612 2,000 3,200 — — — —
運 輸 業 、 郵 便 業 5,524 5,294 3,924 3,694 1,600 1,600 — — 5 19 
卸 売 業 、 小 売 業 15,347 14,712 13,745 13,712 1,601 1,000 — — 28 416 
金 融 、 保 険 業 18,536 18,683 5,552 4,794 12,984 13,888 — — — —
不 動 産 業 41,063 45,995 39,063 43,795 2,000 2,200 — — 1,015 715 
物 品 賃 貸 業 0 0 0 0 — — — — — —
学術研究、専門・技術サービス業 1,680 1,417 1,680 1,417 — — — — — —
宿 泊 業 871 657 871 657 — — — — — —
飲 食 業 6,311 5,858 4,911 4,558 1,400 1,300 — — 33 295 
生 活 関 連 サ ー ビ ス 業、 娯 楽 業 7,337 7,536 7,337 7,536 — — — — — 176 
教 育 、 学 習 支 援 業 2,003 1,765 2,003 1,765 — — — — 263 —
医 療 、 福 祉 11,675 15,096 11,675 15,096 — — — — — 23 
そ の 他 の サ ー ビ ス 業 11,828 12,361 11,226 11,759 602 602 — — 9 153 
そ の 他 の 産 業 515 297 515 297 — — — — 10 18 
国・ 地 方 公 共 団 体 等 41,775 41,098 4,448 4,159 37,326 36,938 — — — —
個 人 30,066 32,719 30,066 32,719 — — — — 356 730 
そ の 他 26,446 31,771 — — — — — — — —
業 種 別 合 計 285,613 300,918 185,835 196,191 73,331 72,954 — — 1,946 2,979 

１ 年 以 下 43,968 43,347 38,125 38,676 5,842 4,671 — —
１ 年 超 ３ 年 以 下 18,061 17,179 7,840 6,598 10,220 10,581 — —
３ 年 超 ５ 年 以 下 27,474 38,611 10,701 10,631 16,772 27,979 — —
５ 年 超 ７ 年 以 下 34,081 22,622 16,218 15,097 17,862 7,524 — —
７ 年 超 1 0 年 以 下 23,121 23,756 20,394 21,299 2,727 2,457 — —
1 0 　 　 　 　 年 　 　 　 　 超 110,549 118,294 90,643 98,553 19,905 19,740 — —
期 間 の 定 め の な い も の 1,910 5,335 1,910 5,335 — — — —
そ の 他 26,446 31,771 — — — — — —
残 存 期 間 別 合 計 285,613 300,918 185,835 196,191 73,331 72,954 — —

３．信用リスクに関する事項（リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャー及び証券化エクスポージャーを除く）
（1）信用リスクに関するエクスポージャー及び主な種類別の期末残高
＜地域別・業種別・残存期間別＞ （単位：百万円）

（注）1．「貸出金、コミットメント及びその他のデリバティブ以外のオフ・バランス取引」とは、貸出金の期末残高の他、当座貸越等のコミットメントの与信額、デリバティブ取引を除く
オフ・バランス取引の与信相当額の合計額です。

2．「三月以上延滞エクスポージャー」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３ヶ月以上延滞している者に係るエクスポージャーのことです。
3．「延滞等」とは、次の事由が生じたエクスポージャーのことです。
①金融再生法施行規則上の「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」、「要管理債権」に該当すること
②重大な経済的損失を伴う売却を行うこと
③３か月以上限度額を超過した当座貸越であること

4．上記の「その他」は、裏付となる個々の資産の全部又は一部を把握することが困難な投資信託等および業種区分・期間区分などに分類することが困難なエクスポージャーです。
具体的には現金、固定資産、繰延税金資産等が含まれます。

5．CVAリスク及び中央清算機関関連エクスポージャーは含まれておりません。
6．業種区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。
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個別貸倒引当金
貸出金償却

期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高
令和5年度 令和6年度 令和5年度 令和6年度 令和5年度 令和6年度 令和5年度 令和6年度 令和5年度 令和6年度

製 造 業 25 39 39 32 25 39 39 32 4 162 
農 業 、 林 業 2 1 1 — 2 1 1 — — —
漁 業 — — — — — — — — — —
鉱業、採石業、砂利採取業 — — — — — — — — — —
建 設 業 140 77 77 68 140 77 77 68 254 103 
電気・ガス・熱供給・水道業 — 0 0 — — 0 0 — 0 —
情 報 通 信 業 — — — — — — — — — —
運 輸 業、 郵 便 業 1 3 3 3 1 3 3 3 — —
卸 売 業、 小 売 業 97 40 40 19 97 40 40 19 232 433 
金 融 、 保 険 業 — — — — — — — — — —
不 動 産 業 478 544 544 167 478 544 544 167 — 41 
物 品 賃 貸 業 — — — — — — — — — —

学 術 研 究、 専 門・
技 術 サ ー ビ ス 業 — — — — — — — — 115 —

宿 泊 業 56 48 48 — 56 48 48 — — —
飲 食 業 34 35 35 28 34 35 35 28 1 45 
生活関連サービス業、娯楽業 7 6 6 16 7 6 6 16 — —
教 育、 学 習 支 援 業 — — — — — — — — — —
医 療 、 福 祉 11 7 7 0 11 7 7 0 18 25 
そ の 他 の サ ー ビ ス 8 7 7 19 8 7 7 19 14 —
そ の 他 の 産 業 2 1 1 1 2 1 1 1 — —
国・ 地 方 公 共 団 体 等 — — — — — — — — — —
個 人 125 123 123 106 125 123 123 106 29 24 
そ の 他 — — — — — — — — — 42 

合　　　計 991 938 938 466 991 938 938 466 673 879 

（3）業種別の個別貸倒引当金及び貸出金償却の残高等

（注）1．当組合は、国内の限定されたエリアにて事業活動を行っているため、「地域別」の区分は省略しております。
2．業種区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。

（単位：百万円）

期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高

一 般 貸 倒 引 当 金
令和5年度 498 604 498 604 
令和6年度 604 877 604 877 

個 別 貸 倒 引 当 金
令和5年度 991 938 991 938 
令和6年度 938 466 938 466 

合 計
令和5年度 1,490 1,543 1,490 1,543 
令和6年度 1,543 1,343 1,543 1,343 

（2）一般貸倒引当金、個別貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額
（単位：百万円）
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（4）標準的手法が適用されるエクスポージャーのポートフォリオの区分ごとの内訳
（単位：百万円）

CCF・信用リスク削減効果適用前 CCF・信用リスク削減効果適用後
リスク・ウェイト

の加重平均値
（％）オン・バランス

資産項目
オフ・バランス

資産項目
オン・バランス

資産項目
オフ・バランス

資産項目
信用リスク・
アセットの額

令和６年度

現金 1,574 — 1,574 — — —

我が国の中央政府及び中央銀行向け 4,416 — 4,416 — — —

外国の中央政府及び中央銀行向け — — — — — —

国際決済銀行等向け — — — — — —

我が国の地方公共団体向け 14,988 — 14,988 — — —

外国の中央政府等以外の公共部門向け 8,586 — 8,586 — 3,307 39%

国際開発銀行向け 400 — 400 — — —

地方公共団体金融機構向け — — — — — —

我が国の政府関係機関向け 20,264 — 20,264 — — —

地方三公社向け 300 — 300 — 60 20%

金融機関、第一種金融商品取引業者及び保険会社向け 19,340 — 19,340 — 5,277 27%

第一種金融商品取引業者及び保険会社向け 1,202 — 1,202 — 260 22%

カバード・ボンド向け — — — — — —

法人等向け（特定貸付債権向けを含む。） 95,402 5,649 94,870 531 75,901 80%

特定貸付債権向け — — — — — —

中堅中小企業等向け及び個人向け 40,176 43,041 39,614 857 28,585 71%

トランザクター向け — 8,214 — 448 201 45%

不動産関連向け 46,522 — 46,481 — 33,515 72%

自己居住用不動産等向け 17,088 — 17,074 — 5,625 33%

賃貸用不動産向け 5,215 — 5,213 — 2,838 54%

事業用不動産関連向け 24,219 — 24,194 — 25,051 104%

その他不動産関連向け — — — — — —

ＡＤＣ向け — — — — — —

劣後債権及びその他資本性証券等 11,027 — 11,027 — 11,027 100%

延滞等向け（自己居住用不動産等向けを除く。） 2,026 7,995 2,025 0 2,501 123%

自己居住用不動産等向けエクスポージャーに係る延滞 512 — 511 — 511 100%

取立未済手形 78 — 78 — 15 20%

信用保証協会等による保証付 13,138 — 13,135 — 796 6%

株式会社地域経済活性化支援機構等による保証付 — — — — — —

株式等 3,300 — 3,300 — 3,300 100%
合　　　計 167,087

（注）1．最終化されたバーゼルⅢの適用に伴い新設された内容であるため、2023年度については記載しておりません。
2．「CCF」とは、オフ・バランス取引の与信相当額を計算する際に使用する掛目（％）のことです。
3．「リスク・ウェイトの加重平均値（％）」とは、信用リスク・アセットの額をCCF・信用リスク削減手法適用後エクスポージャーのオン・バランスの額とオフ・バランスの額の合計
額で除して算出した値のことです。
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（5）標準的手法が適用されるエクスポージャーのポートフォリオの区分ごと並びにリスク・ウェイトの区分ごとの内訳
（単位：百万円）

資産の額及び与信相当額の合計額（CCF・信用リスク削減効果適用後）
0% 10% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 60%

令和６年度
現金 1,574 — — — — — — — — —
我が国の中央政府及び中央銀行向け 4,416 — — — — — — — — —
外国の中央政府及び中央銀行向け — — — — — — — — — —
国際決済銀行等向け — — — — — — — — — —
我が国の地方公共団体向け 14,988 — — — — — — — — —
外国の中央政府等以外の公共部門向け — — 1,086 — 6,800 — — — — —
国際開発銀行向け 400 — — — — — — — — —
地方公共団体金融機構向け — — — — — — — — — —
我が国の政府関係機関向け — 20,264 — — — — — — — —
地方三公社向け — — 300 — — — — — — —
金融機関、第一種金融商品取引業者及び保険会社向け 1,334 — 14,796 — 202 — — — 1,000 —

第一種金融商品取引業者及び保険会社向け — — 1,000 — 202 — — — — —
カバード・ボンド向け — — — — — — — — — —
法人等向け（特定貸付債権向けを含む。） — — 5,300 — — — — — 7,800 —

特定貸付債権向け — — — — — — — — — —
中堅中小企業等向け及び個人向け — — 50 — — — — 448 7,863 —

トランザクター向け — — — — — — — 448 — —
不動産関連向け — — 2,859 2,190 7,224 572 2,423 994 3,284 902

自己居住用不動産等向け — — 2,859 2,190 6,315 — 2,423 — 3,284 —
賃貸用不動産向け — — — — 908 572 — 994 — 902
事業用不動産関連向け — — — — — — — — — —
その他不動産関連向け — — — — — — — — — —
ＡＤＣ向け — — — — — — — — — —

劣後債権及びその他資本性証券等 — — — — — — — — — —
延滞等向け（自己居住用不動産等向けを除く。） — — 17 — — — — — 246 —
自己居住用不動産等向けエクスポージャーに係る延滞 — — — — — — — — — —
取立未済手形 — — 78 — — — — — — —
信用保証協会等による保証付 5,170 7,965 — — — — — — — —
株式会社地域経済活性化支援機構等による保証付 — — — — — — — — — —
株式等 — — — — — — — — — —

合　　　計 27,883 28,229 24,488 2,190 14,226 572 2,423 1,442 20,194 902

（注）最終化されたバーゼルⅢの適用に伴い新設された内容であるため、2023年度については記載しておりません。

資産の額及び与信相当額の合計額（CCF・信用リスク削減効果適用後）
70% 75% 80% 90% 100% 110% 150% 250% 合計

令和６年度
現金 — — — — — — — — 1,574
我が国の中央政府及び中央銀行向け — — — — — — — — 4,416
外国の中央政府及び中央銀行向け — — — — — — — — —
国際決済銀行等向け — — — — — — — — —
我が国の地方公共団体向け — — — — — — — — 14,988
外国の中央政府等以外の公共部門向け — — — — — — 700 — 8,586
国際開発銀行向け — — — — — — — — 400
地方公共団体金融機構向け — — — — — — — — —
我が国の政府関係機関向け — — — — — — — — 20,264
地方三公社向け — — — — — — — — 300
金融機関、第一種金融商品取引業者及び保険会社向け — 1,000 — — 1,006 — — — 19,340

第一種金融商品取引業者及び保険会社向け — — — — — — — — 1,202
カバード・ボンド向け — — — — — — — — —
法人等向け（特定貸付債権向けを含む。） — 2,200 72,068 — 8,033 — — — 95,401

特定貸付債権向け — — — — — — — — —
中堅中小企業等向け及び個人向け — 30,670 — — 1,439 — — — 40,471

トランザクター向け — — — — — — — — 448
不動産関連向け 2,539 1,835 — 2,732 — 18,921 — — 46,481

自己居住用不動産等向け — — — — — — — — 17,074
賃貸用不動産向け — 1,835 — 2,732 — — — — 7,946
事業用不動産関連向け 2,539 — — — — 18,921 — — 21,461
その他不動産関連向け — — — — — — — — —
ＡＤＣ向け — — — — — — — — —

劣後債権及びその他資本性証券等 — — — — — — 11,027 — 11,027
延滞等向け（自己居住用不動産等向けを除く。） — — — — 540 — 1,222 — 2,026
自己居住用不動産等向けエクスポージャーに係る延滞 — — — — 511 — — — 511
取立未済手形 — — — — — — — — 78
信用保証協会等による保証付 — — — — — — — — 13,135
株式会社地域経済活性化支援機構等による保証付 — — — — — — — — —
株式等 — — — — — — — 3,300 3,300

合　　　計 2,539 35,706 72,068 2,732 11,530 18,921 12,950 3,300 282,305
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（6）リスク・ウェイトの区分ごとのエクスポージャーの額等
（単位：百万円）

（単位：百万円）

告示で定めるリスク・ウェイト区分（％）
令和 5 年度

エクスポージャーの額
格付適用有り 格付適用無し

0% 623 22,130 
10% — 34,446 
20% 7,881 29,700 
35% — 13,125 
50% 14,695 717 
75% — 43,439 

100% 7,524 118,289 
150% — 790 
250% — —

1250% — —
合　計 30,725 262,638 

告示で定める
リスク・ウェイト区分（％）

令和６年度
CCF・信用リスク削減効果適用前

CCF の加重平均値（％） 資産の額及び与信相当額の合計額
（CCF・信用リスク削減効果適用後）オン・バランス資産項目 オフ・バランス資産項目

40% 未満 97,611 — — 97,591
40% ～ 70％ 27,054 8,214 10.00 27,502

75% 35,858 34,818 10.00 35,706
80% — — — —
85% 71,995 4,221 10.00 72,068

90% ～ 100% 27,363 1,435 10.00 27,289
105% ～ 130% 18,946 — — 18,921

150% 12,950 7 10.00 12,950
250% 3,796 — — 3,796
400% — — — —
1250% — — — —
その他 — — — —
合　計 295,577 48,698 10.00 295,827

（注）

（注）

（注）

1．格付は、適格格付機関が付与しているものに限ります。
2．エクスポージャーは、信用リスク削減手法適用後のリスク・ウェイトに区分しています。
3．コア資本に係る調整項目となったエクスポージャー、CVAリスク及び中央清算機関関連エクスポージャーは含まれておりません。

1．最終化されたバーゼルⅢの適用に伴い新設された内容であるため、令和５年度については記載しておりません。
2．「CCFの加重平均値（％）」とは、CCFを適用した後及び信用リスク削減手法の効果を勘案する前のオフ・バランス取引のエクスポージャーの額を、CCF・信用リスク削減手法適用
前エクスポージャーのオフ・バランスの額に掲げる額で除して算出した値のことです。

1．当組合は、適格金融資産担保について簡便手法を用いています。
2．上記「保証」には、告示（平成18年金融庁告示第22号）第45条（信用保証協会、農業信用基金協会、漁業信用基金協会により保証されたエクスポージャー）、第46条（株式会社地域
経済活性化支援機構等により保証されたエクスポージャー）を含みません。

信用リスク削減手法

ポートフォリオ

適格金融資産担保 保証 クレジット・デリバティブ

令和5年度 令和6年度 令和5年度 令和6年度 令和5年度 令和6年度

信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー 1,139 4,624 3,485 7,988 — —

４．信用リスク削減手法に関する事項
＜信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー＞ （単位：百万円）
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2．役員に対する報酬 （単位：百万円）

自己資本の充実の状況

該当ありません。
５．派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項

該当ありません。
６．証券化エクスポージャーに関する事項

（１）貸借対照表計上額及び時価等

上 　場　 株　 式　 等
非  上  場  株  式  等

令和6年度区　　　分

（単位：百万円）

貸借対照表計上額 時 価 貸借対照表計上額 時 価

合　　　計

（２）出資等又は株式等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益の額

（注）１． 投資信託等の複数の資産を裏付とするエクスポージャー（いわゆるファンド）にかかる
　　    売買損益は含まれておりません。
　　２．損益計算書における損益の額を記載しております。

令和5年度
15
21
̶

（単位：百万円）

売　却　益
売　却　損
償　　　却

̶
̶
̶

（３）貸借対照表で認識され、かつ、 損益計算書で認識されない評価損益の額

（注）「貸借対照表で認識され、かつ、損益計算書で認識されない評価損益の額」とは、その他
　　有価証券の評価損益です。

評 価 損 益 1,206 △1,487

（単位：百万円）

令和5年度 令和6年度

（４）貸借対照表及び損益計算書で認識されない評価損益の額

（注）「貸借対照表及び損益計算書で認識されない評価損益の額」とは、子会社株式及び関連会社
　　の評価損益です。

（単位：百万円）

令和5年度 令和6年度
評 価 損 益 ̶ ̶

７．出資等又は株式等エクスポージャーに関する事項

ルックスルー方式を適用するエクスポージャー  

マンデート方式を適用するエクスポージャー  

蓋然性方式（250％）を適用するエクスポージャー  

蓋然性方式（400％）を適用するエクスポージャー  

フォールバック方式（1250％）を適用するエクスポージャー  

令和6年度

８．リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャー
　に関する事項

53
717
771

53
717
771

令和5年度

43
717
761

43
717
761

（単位：百万円）

4,434

̶

̶

̶

̶

7,750

̶

̶

̶

̶

上方パラレルシフト

下方パラレルシフト

スティープ化

フラット化

短期金利上昇

短期金利低下

最大値

自己資本の額

1

2

3

4

5

6

7

8

項番

銀行勘定の金利リスク（通称:IRRBB）

令和6年度

ΔEVE（経済価値の変動） ΔNII（期間収益の変動）

9．金利リスクに関する事項

（注）1. 金利リスクの算出手法の概要等は、「定性的な開示事項」の項目に記載しております。

（単位：百万円）
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931

0

1,767
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40

0

1,767

21,676

712

622

712

令和5年度

令和5年度

●対象役員

●対象職員等

　当組合では、理事全員及び監事全員（非常勤を含む）の報酬体系を開示
しています。対象役員に対する報酬等は、職務執行の対価として支払う
「基本報酬」及び「賞与」、在任期間中の職務執行及び特別功労の対価として
退任時に支払う「退職慰労金」で構成されています。

　当組合における報酬体系の開示対象となる「対象職員等」は、当組合の
非常勤役員、当組合の職員、当組合の主要な連結子法人等の役職員で
あって、対象役員が受ける報酬等と同等額以上の報酬等を受ける者のうち、
当組合の業務および財産の状況に重要な影響を与える者をいいます。
　なお、令和6年度において、対象職員等に該当する者はいませんでした。

1. 対象職員等には、期中に就任したものを含めています。
2.「同等額」は、令和6年度に対象役員に支払った報酬等の平均額としています。
3.当組合の職員の給与、賞与および退職金は当組合における「給与規程」および「職員退
職慰労金規程」に基づき支払っています。

   なお、当組合は、非営利・相互扶助の協同組合組織の金融機関であり、業績連動型の報
酬体系を取り入れた自社の利益を上げることや株価を上げることに動機付けされた
報酬となっていないため、職員が過度なリスクテイクを引き起こす報酬体系ではあり
ません。

【基本報酬および賞与】
非常勤を含む全役員の基本報酬および賞与につきましては、総代会において理事全員
および監事全員それぞれの支払総額の最高限度額を決定しています。 そのうえで、各
理事の基本報酬額につきましては役位や在任年数等を、各理事の賞与額については前
年度の業績等をそれぞれ勘案し、当組合の理事会において決定しています。また、各監
事の基本報酬額および賞与額につきましては、監事の協議により決定しています。
【退職慰労金】
退職慰労金につきましては、現在廃止しております。なお、廃止までの在任期間に応
じ支払われますが、引当済であり、退任時に総代会で承認を得た後、支払っています。

1．報酬体系の概要

　「協同組合による金融事業に関する法律施行規則第69条第1項第6号等の規定に
基づき、報酬等に関する事項であって、信用協同組合等の業務の運営又は財産の
状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官が別に定めるものを定める件」
（平成24年3月29日付金融庁告示第23号）第3条第1項第3号および第5条に該当
する事項はありません。

3．その他

１．上記は、協同組合による金融事業に関する法律施行規則第15条別紙様式4号「付属明細書」
　における役員に対する報酬です。
２．支払人数は、理事12名、監事3名です。（※退任役員を含む）
３．令和6年度において、使用人兼務理事に該当する者はいませんでした。
4．上記以外に支払った役員退職慰労金は、理事6百万円です。

（注）

（注）
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2．役員に対する報酬 （単位：百万円）

自己資本の充実の状況

該当ありません。
５．派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項

該当ありません。
６．証券化エクスポージャーに関する事項

（１）貸借対照表計上額及び時価等

上 　場　 株　 式　 等
非  上  場  株  式  等

令和6年度区　　　分

（単位：百万円）

貸借対照表計上額 時 価 貸借対照表計上額 時 価

合　　　計

（２）出資等又は株式等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益の額

（注）１． 投資信託等の複数の資産を裏付とするエクスポージャー（いわゆるファンド）にかかる
　　    売買損益は含まれておりません。
　　２．損益計算書における損益の額を記載しております。

令和5年度
15
21
̶

（単位：百万円）

売　却　益
売　却　損
償　　　却

̶
̶
̶

（３）貸借対照表で認識され、かつ、 損益計算書で認識されない評価損益の額

（注）「貸借対照表で認識され、かつ、損益計算書で認識されない評価損益の額」とは、その他
　　有価証券の評価損益です。

評 価 損 益 1,206 △1,487

（単位：百万円）

令和5年度 令和6年度

（４）貸借対照表及び損益計算書で認識されない評価損益の額

（注）「貸借対照表及び損益計算書で認識されない評価損益の額」とは、子会社株式及び関連会社
　　の評価損益です。

（単位：百万円）

令和5年度 令和6年度
評 価 損 益 ̶ ̶

７．出資等又は株式等エクスポージャーに関する事項

ルックスルー方式を適用するエクスポージャー  

マンデート方式を適用するエクスポージャー  

蓋然性方式（250％）を適用するエクスポージャー  

蓋然性方式（400％）を適用するエクスポージャー  

フォールバック方式（1250％）を適用するエクスポージャー  

令和6年度

８．リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャー
　に関する事項

53
717
771

53
717
771

令和5年度

43
717
761

43
717
761

（単位：百万円）

4,434

̶

̶

̶

̶

7,750

̶

̶

̶

̶

上方パラレルシフト

下方パラレルシフト

スティープ化

フラット化

短期金利上昇

短期金利低下

最大値

自己資本の額

1

2

3

4

5

6

7

8

項番

銀行勘定の金利リスク（通称:IRRBB）

令和6年度

ΔEVE（経済価値の変動） ΔNII（期間収益の変動）

9．金利リスクに関する事項

（注）1. 金利リスクの算出手法の概要等は、「定性的な開示事項」の項目に記載しております。

（単位：百万円）
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●対象役員

●対象職員等

　当組合では、理事全員及び監事全員（非常勤を含む）の報酬体系を開示
しています。対象役員に対する報酬等は、職務執行の対価として支払う
「基本報酬」及び「賞与」、在任期間中の職務執行及び特別功労の対価として
退任時に支払う「退職慰労金」で構成されています。

　当組合における報酬体系の開示対象となる「対象職員等」は、当組合の
非常勤役員、当組合の職員、当組合の主要な連結子法人等の役職員で
あって、対象役員が受ける報酬等と同等額以上の報酬等を受ける者のうち、
当組合の業務および財産の状況に重要な影響を与える者をいいます。
　なお、令和6年度において、対象職員等に該当する者はいませんでした。

1. 対象職員等には、期中に就任したものを含めています。
2.「同等額」は、令和6年度に対象役員に支払った報酬等の平均額としています。
3.当組合の職員の給与、賞与および退職金は当組合における「給与規程」および「職員退
職慰労金規程」に基づき支払っています。

   なお、当組合は、非営利・相互扶助の協同組合組織の金融機関であり、業績連動型の報
酬体系を取り入れた自社の利益を上げることや株価を上げることに動機付けされた
報酬となっていないため、職員が過度なリスクテイクを引き起こす報酬体系ではあり
ません。

【基本報酬および賞与】
非常勤を含む全役員の基本報酬および賞与につきましては、総代会において理事全員
および監事全員それぞれの支払総額の最高限度額を決定しています。 そのうえで、各
理事の基本報酬額につきましては役位や在任年数等を、各理事の賞与額については前
年度の業績等をそれぞれ勘案し、当組合の理事会において決定しています。また、各監
事の基本報酬額および賞与額につきましては、監事の協議により決定しています。
【退職慰労金】
退職慰労金につきましては、現在廃止しております。なお、廃止までの在任期間に応
じ支払われますが、引当済であり、退任時に総代会で承認を得た後、支払っています。

1．報酬体系の概要

　「協同組合による金融事業に関する法律施行規則第69条第1項第6号等の規定に
基づき、報酬等に関する事項であって、信用協同組合等の業務の運営又は財産の
状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官が別に定めるものを定める件」
（平成24年3月29日付金融庁告示第23号）第3条第1項第3号および第5条に該当
する事項はありません。

3．その他

１．上記は、協同組合による金融事業に関する法律施行規則第15条別紙様式4号「付属明細書」
　における役員に対する報酬です。
２．支払人数は、理事12名、監事3名です。（※退任役員を含む）
３．令和6年度において、使用人兼務理事に該当する者はいませんでした。
4．上記以外に支払った役員退職慰労金は、理事6百万円です。

（注）

（注）
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